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はじめに

　近年、IoTやAI、ビッグデータなど、ICTが急速に進展し、多様な分野で活用

に向けた取組みが進められています。

　例えば、スマートフォンなどのICT端末の普及により、人の流れなど動的なデー

タの収集・解析による将来予測や、新たなサービスの提供などが可能となりました。

　まちづくりの分野では、新たな技術やデータの利活用による都市の課題解決や

利便性・効率性の向上等が期待されます。

　そこで本号では、「ICTを活用したまちづくり」をテーマとし、様々な技術やデー

タを活用したまちづくりについて、考えてみたいと思います。
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1　はじめに
　ここでは、都市交通分野の新しい潮流の一
つ、スマート・プランニングを活用したまちづ
くりについて、その開発と普及に携わるもの注1

として、その時代背景、計画手法、事例を整理
することを通して、新しい政策課題に応える有
用な計画手法であることを示し、今後の方向性
に言及する。

2　時代背景
　都市交通計画分野における伝統的な計画手法
として、パーソントリップ調査と四段階推定法
を用いた都市圏交通計画がある。それは、1950
年代に、交通実態や交通網に関するデータ、な
らびにそれを扱う計算能力が限られている中
で、土地利用と交通のバランスの取れた土地利
用・交通戦略を構築し、幹線的なインフラ整備
に関する優先順位を論じるという政策課題に応
える計画手法として考案され、普及したもので
ある。
　わが国の場合、1967年の広島都市圏交通計
画を皮切りに、平均的な平日とみなしうる10
月の週日の休日の前後ではない火曜・水曜・木
曜を調査対象日として調査したパーソントリッ
プ調査をベースとする都市圏交通計画が普及し
てきた。しかし、この半世紀の間には同時に、
都市交通計画課題が多様化し「短中期的・ミク
ロな交通施策」に関する説明責任が求められる
ようになってきた。この対応として、既存の交

通施設を有効利用する交通システム管理、需要
の時間空間分布を平準化する交通需要管理が導
入され、交通需要管理やモビリティ・マネジメ
ントに関するマニュアルや教科書も公表されて
きた1）。
　しかし、「短中期的・ミクロな交通施策」の
中でも重要視されている「拠点の回遊性」に着
目した計画手法の整備は単発的に報告される事
例はあっても、標準化され、マニュアルも整備
され、一定の水準での実施が保証されるには
至っていない状況であった。
　スマート・プランニングの取組みは、このよ
うな、計画課題の多様化に計画手法の整備が追
い付いていない課題に対応するために、「拠点
の回遊性」に着目し、多様化する調査データと
進化する分析手法を組み合わせた実用的な計画
手法を構築し、普及しようとするものである。
　このような計画手法の開発が、土木計画学研
究委員会スマート・プランニング研究小委員会
を設置し、国交省都市計画調査室の強い連携の
下で、進められるようになった背景には、その
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対して、民間企業事業に伴い付随的に得られる
ビッグデータは、特定の民間企業サービスを利
用する人を母集団としており、様々な民間サー
ビスが提供される中では、代表性の確保は困難
である。
　総合交通体系調査におけるビッグデータ活用
の基本的な考え方は、このような量的、質的な
違いを十分に考慮したうえで、「うまく組み合
わせて使う方法」を見出そうというものであ
る2）。具体的に、都市計画調査室では、10年周
期のPT調査データを「最新の時点に更新」す
る時点補正の手法、「ゾーン分割」してビッグ
データから内部のODを把握する方法、全国的
な都市交通特性と各都市のビッグデータから

「調査を実施できていない都市」でもODを推
計する手法を整理した活用の手引きを公表して
いる。様々な検討が行われてきたが、ここでは
手引きに整理された代表的な相互補完活用事例
の一覧表を引用して、表1に示す。

前段として、「交通まちづくり研究小委員会（代
表:原田昇）」において、まちづくりに貢献する
交通計画について、研究者、実務担当者、行政
担当者が共に議論し、共通理解を深めてきたこ
とが大きく関与している。それは、エビデン
ス・ベースの政策立案の重要性、取り組み成果
の「見える化」の必要性、コンパクト＋ネット
ワークの有効性にとどまらず、新しいデータの
信頼性、分析手法の妥当性に関するものまで、
必要と考えるものはすべて議論する姿勢であっ
たと自負している。例えば、携帯電話の位置情
報データを用いた人の動きの把握に関しても、
その代表性や精度をめぐって熱い議論を交わし
てきた。重要な拠点の時間帯別滞在人数や大規
模イベントの来訪者数などの検証を経て、徐々
にではあるが、その適切な使い方についての共
通理解が形成されてきた。

3　ビッグデータ活用の視座
　人の動きに関するビッグデータとして、携帯
電話基地局データ、スマートフォンGPSデー
タ、交通系カードデータなどが利用可能になっ
たことは、交通実態把握、実態データに基づく
課題分析とモデル構築、そして、政策評価の全
てに対して、大きな可能性を提供している。最
大の魅力は、時空間解像度の高さである。パー
ソントリップ調査が基本的に10年に一度、10
月の平日の人の動きを把握するのに対して、24
時間365日、平日も休日も、全国のあらゆる場
所のデータが存在することは大きな利点であ
る。逆に、最大の懸念は、データの代表性であ
る。パーソントリップ調査が基本的に住民基本
台帳からのランダムサンプリングに基づき調査
対象を抽出し、回収された有効回収表に対し
て、性年齢別人口や特定断面のトリップ数など
の再現性を担保する拡大係数を付与し、サンプ
ルの代表性と集計結果の信頼性を保証するのに

表1　ビッグデータの相互補完活用事例一覧2）
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型的な取組である。

5　検討手順
　次に、スマート・プランニングの検討手順は、
図1に示すとおりである。人の行動データを把
握する調査のうち、現段階では、人の移動経路
を取得できるデータとして、実態調査で取得可
能なプローブパーソン調査（PP調査）データ
または民間通信事業者から提供される携帯電話
のGPSやWi-Fi等による行動データを用いるこ
とを推奨している。また、政策評価が可能な回
遊行動シミュレーションを実施するためには、
個人単位の行動データに加えて、道路ネット
ワークデータと土地利用データが必要であり、
各自治体が整備しているGISデータや市販の道
路のGISデータの活用、建物データがGISとし
て整備された都市計画基礎情報や市販のデータ
の活用を推奨している（図2）。行動データの
分析では、移動と滞在、場所と時間に関する指
標（表2）を分析し、その特徴を把握すること
が肝要である。この際、GPSおよびWi-Fiで取
得されたデータの偏りをチェックして用いるこ
とが望ましい。
　次に、モデル構造は、拠点の回遊性向上の施
策を総合的に評価できるように、回遊継続モデ
ル、目的地選択モデル、経路選択モデル、滞在
時間モデルと一連の流れについて回遊行動モデ

4　新たな計画手法
　スマート・プランニングとは、「個人単位の
行動データをもとに、人の動きをシミュレー
ションし、施策実施の効果を予測したうえで、
施設配置や空間形成、交通施策を検討する計画
手法」4）である。この定義は、パーソントリッ
プ調査をベースとした伝統的手法と同様に、
しっかりとした交通調査とその分析に基づく政
策提案という、エビデンス・ベースの政策提案
という姿勢を明確に打ち出したものである。
　より具体的には、「ビッグデータを活用して、
個人の移動特性を把握し、施設位置や道路空間
の配分を変えた時の「歩行距離」や「立ち寄り
箇所数」、「滞在時間」の変化を見て、最適な施
設の立地を検討するための計画手法」4）である。
例えば、①新しくできたショッピングモールと
老舗の百貨店の二つの拠点を結ぶ大通の魅力を
高め、回遊性を向上したい、②高齢者が健康の
ためにも歩いて暮らせるように、一度に歩ける
距離を考慮して福祉施設の最適配置を検討した
い、③仕事と子育てが両立するまちづくりのた
めに、保育園の最適配置を検討したい、といっ
た課題に応える計画手法である。
　このような「拠点の回遊性」に着目した分析
は、伝統的なパーソントリップ調査ではゾーン
単位の分析のために困難なものであり、四段階
推定法で算出されたゾーンの集中交通量を、中
心市街地への来訪者数として捉えて、その来訪
者の中心市街地内における回遊行動をシミュ
レーションで表現するものである。
　スマート・プランニングを活用することで、
①行政や民間事業者がデータに裏付けられた共
通認識を持った上で、最適な施設立地について
議論することが可能になり、②WSなど、計画
に対する市民の説明において、具体的なデータ
を示した上で、複数の立地案を比較した結果の
説明が可能になる。後者は、「見える化」の典 図1　スマート・プランニングの検討手順4）
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パーソントリップ調査データ等を活用し、中心
市街地への来訪者数を設定し、②中心市街地へ
の来訪者を発生させて回遊行動モデルを適用す
ることで、拠点内での人の回遊をシミュレート
し、③シミュレーション結果とGPS等の元の
集計値を比較して、説明変数の修正・調整を
実施する（図4）注2。その後に、評価したい施
策の条件を入力し、回遊行動シミュレーション
を実行し、施策前後のシミュレーション結果か
ら、それぞれ評価指標を算出して施策を評価す
る（図5）。より詳細には、「スマート・プラン
ニング実践の手引き【第二版】」3）を参照され
たい。

6　岡山都心部への適用事例
　これまで、岡山都心部におけるオープンカ
フェ設置等の回遊性向上施策の評価、神戸市中

ルの定式化を行うものとしている（図3）。こ
の定式化の中で説明変数を工夫することによっ
て様々な施策の評価ができる。
　回遊行動シミュレーションの実施では、①

表2　評価の視点と評価項目の例4）

図2　説明変数の作成に必要なデータ4）

図3　回遊行動モデルの構造5）

図4　回遊行動シミュレーションのフロー6）
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施策を総合的に評価できるように、回遊継続モ
デル、目的地選択モデル、経路選択モデル、滞
在時間分布モデルと一連の流れについて回遊行
動モデルの定式化を行い、様々な説明変数で施
策の評価ができるフレームワークを開発し、②
パーソントリップ調査と組み合わせて、実際の
中心市街地のネットワーク上で施策評価を行う
実用的な回遊行動シミュレーションの構築を行
い、③実際の行動データを用いてケーススタ
ディを行い、現況再現性を実際の施策評価に関
係するゾーン集中量、リンク歩行者交通量、ト
リップ長等で確認するとともに、④立地の誘導
や交通空間改変等について施策評価の感度を検
証している7）。
　回遊行動モデルの具体的なモデル構造は、図
3のとおりに設定している。特徴としては、①
回遊継続と目的地選択を同時選択されると設定
し、Nested Logit Modelで表現すること、②経
路選択モデルでは、出発施設から目的施設まで
の複数経路を選択肢とするMultinomial Logit 
Modelによりモデル化していること、③経路を
選択する要素となる歩きやすさ（大通り、歩道
の有無）、沿道の環境（沿道店舗の数、商店街
の有無）等が適切に反映された経路選択肢を生
成するようにしていること、④目的地施設選択
と滞在時間分布推定には、基本的に現況パター
ンを用いる簡略手法を用いていることが挙げら
れる。
　モデルの説明変数は、近年の中心市街地施策
として重要な、拠点性のある施設の立地、道路
空間再配分を含む公共空間の利活用、歩行動線
の形成、バス停、駐車場との配置、回遊を支援
する交通サービスの導入などを評価するための
変数をできる限り導入するように努めている。
　具体的には、表3の説明変数を候補として組
み込み統計的に優位な変数に絞り込み、表4に
示す方法で施策評価を行うとしている。
　回遊行動シミュレーションモデルを構築する

央区における道路空間再配分による回遊性向上
効果の評価、流山市と大東市における子育送迎
ステーション設置施策の評価などの適用を重ね
てきており、入手しやすいデータを用いて、施
策評価が可能なモデルの構築が実現できること
を確認してきた。
　ここでは、様々な回遊性施策の評価を可能と
した岡山都心部の事例を紹介する。岡山都心部
の事例は、実践マニュアルの中で紹介されてい
るほか、すでに、論文発表5）6）されており、さ
らに、菊池雅彦博士論文7）の中に再整理する際
にブラッシュアップされた経緯がある。ここで
は、モデルの推定結果の詳細は既発表資料に譲
り、開発の方向性、モデル構造の実際、構築し
たモデルを用いた施策評価結果について説明す
る。
　菊池7）は、回遊行動モデルの開発の方向性と
して、「実務での使用を想定し、施策評価、使
用データに関して、行政ニーズにあわせて拡張
させる」、「地方自治体等での活用を想定して、
行政施策の評価が可能な感度を持ち、比較的容
易に構築可能で、行政実務上入手可能なデータ
による実用的なシミュレーションを目指した
い」と表現している。
　具体的には、①近年の中心市街地の施策とそ
の評価指標を網羅的に整理した上で、これらの

図5　施策実施の影響の把握4）
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に際して、実務的に適用可能な操作性の高いも
のを求める観点から、回遊行動シミュレーショ
ンについて幾つかの仮定を置いており、モデル
構築後の再現性がある程度確保されたことに
よって、この仮定が実用的な範囲にあると判断
している。
　具体的に、回遊行動シミュレーションに関し
ては、①回遊行動は、中心市街地内の各交通結
節点（駅、バス停、駐車場、駐輪場）から発生
しており、②これらの交通結節点から中心市街
地に来訪した人は、最初に来訪した交通結節点
に戻って帰宅すると仮定して分析している（図
6）。なお、シミュレーションの母数として各交
通結節点別の来訪者数を算出する必要がある
が、パーソントリップ調査データから私的目的
の来訪者を抽出して来訪交通手段別中心市街
地来訪者数を算出し、また行動データ調査か
ら、来訪交通手段別利用交通結節点の分布を算
出して各交通結節点別来訪者数を作成している

（図7）。
　個人の行動データを得るために、独自のプ
ローブパーソントリップ調査を実施し、2015
年10月の土日の岡山都心部の人の動きに関し
て、延べ調査人日2,446人日、6,384トリップの
データを確保した。これらから「買い物」及び

「散歩・回遊」を目的とした中心市街地内にお
ける「徒歩」トリップを抽出し、これを用いて
回遊行動モデルの定式化を行っている。

表3　各モデルの説明変数5）

表4　各施策の評価方法5）

図6　対象とする歩行回遊のイメージ6） 図7　シミュレーション母数データの作成6）
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行者数が2割増加する（図9）という結果となり、
回遊性の向上が図られることが分かった4）。
　また、再開発のみのケースと再開発と歩道拡
幅、オープンカフェ整備を合わせたケースの比
較により、その違いがどのリンクに大きく影響
するかが把握できることが示されている4）6）。
　以上のように、拠点区域における行動データ
を用いた回遊性向上施策の評価手法の構築に関
して、統計的に有意で高い再現精度を持つ回遊
行動モデルの構築が可能であり、それらを活用
した回遊行動シミュレーションの結果として、
様々な回遊性向上策の効果を推定できる。

　この個人行動データに関して、回遊行動モデ
ルを作成し、統計的に有意な一連のモデルを構
築し、再現性を確認している。先ず、回遊継続・
目的ゾーン選択モデルに関しては、ゾーンの集
中量の実績と推計値の相関係数は0.969注3 であ
り、比較的整合がとれていた。また、トリッ
プ長分布の実績値と推計値を比較すると250～
500m等では若干の乖離が見られるが概ね実績
データとの整合は図られていた。次に、経路選
択モデルに関しては、経路の選択肢集合につい
て、選択する要素となる歩きやすさ、沿道の環
境等が適切に反映れた選択肢となるように工夫
している。具体的には、リンク長をこれらの要
因で重み付けした6つのリンクコストを用いて
それぞれ最短経路探索を行い、それらを合わせ
たものから、重複している経路を1つに限定し、
最短経路よりも1.5倍以上となる経路を除いた
ものを選択肢集合としている。パラメータ推定
用の実績データから算出した集計リンク交通量
と推計リンク交通量の相関係数は0.990注3 と大
きく、相関が高いことを確認している。
　続いて、回遊行動シミュレーションに関して
は、パーソントリップ調査から交通手段別の来
訪者数を推定し、現況の施設立地状況、道路状
況をインプットとしてシミュレーションを実施
した結果と施策実施後の施設立地状況、道路状
況をインプットとしてシミュレーションした結
果を比較することで、施策実施の影響を評価し
ている。
　岡山都心部に関しては、現地調査の結果、表
町エリアと岡山駅前エリアの二つのエリアの回
遊性の向上が課題であった（図8）4）。このた
め、始めに、オープンカフェを実施し、リンク
の魅力を改善することによって回遊性を向上す
る施策の評価を行った。その結果、施策実施前
は東西方向の明確な軸がなかったが、施策実施
後は、オープンカフェ実施エリアでは、通行者
数が約6割増加し、さらに東西方向の通りで通

図8　岡山都心部の課題把握4）

図9　施策実施後の歩行者交通量4）
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ワンディセミナーや実践セミナーの実施、各地

でのスマプラの実践を進めている。

注2．  モデルの説明変数は、有意になる可能性の高い

変数を並べたものであり、それぞれの場面で、

設定可能な要因について検討することが望まし

い。実際に、その後の分析で、回遊継続選択モ

デルに、現在時刻が加わるなどの変化がある。

注3．  この相関係数は、博士論文に最終的に採択され

た統計的に有意な変数のみを含むモデルに対す

るものである。前段の文献6では0.978と0.990で

あった。

参考文献
1）  原田昇、藤原章正、都市交通計画の変遷と「都市

計画法」、都市計画、68（3）68-71、2019年5月

2）  国土交通省都市局都市計画調査室、「総合交通体系

調査におけるビッグデータ活用の手引き」、2018.6

3）  国土交通省都市局都市計画調査室、「スマート・プ

ランニング実践の手引き～個人単位の行動データ

に基づく新たなまちづくり～」【第二版】、2018.9

4）  国土交通省都市局都市計画調査室、「資料4.スマー

ト・プランニングについて」、スマート・プランニ

ング実践セミナー（＠北陸）、2019.5.14

5）  菊池雅彦、岩舘慶多、羽藤英二、是友修二、石井良治、

茂木渉、石神孝裕：プローブパーソン調査データ

を用いた回遊性向上施策の実務的評価手法、土木

学会論文集D3. Vol. 74, No. 5, （土木計画学研究・論

文集 第35巻）、pp. I_735-I_745, 2018.

6）  関信郎、越智健吾、岩舘慶多、菊池雅彦、石神孝裕、

茂木渉、石井良治：滞在時間を考慮した回遊性向

上施策の評価手法、土木計画学研究・講演集、Vol. 

57, 2018.

7）  菊池雅彦、第六章　拠点区域における行動データ

を用いた回遊性向上施策の評価手法、「立地適正化

計画の施策評価に対応したデータ融合型都市交通

調査手法」、東京大学大学院工学系研究科博士論文、

2019年9月

7　今後の展開
　スマート・プランニングは、既述したとおり
時宜を得た課題に対応する新しい計画手法であ
り、都市計画調査室や自治体の協力も得て、そ
の適用を進め、改善を重ねてきた。その結果、
拠点地区の回遊性の向上施策を評価する計画手
法の形が整い、いくつもの地区で適用されるに
至っている。回遊行動モデルのモデル構造自体
には新規性はないが、比較的容易に使用できる
データを用いて、様々な施策評価が可能な統計
的に有意なモデル構築が可能であることを示し
た点で、実用的な手法としては一定の成果を上
げていると考える。
　今後の課題としては、スマート・プランニン
グ実践セミナーにおいて自治体担当者からも指
摘されているように、安心して適用していただ
くためには先ず、施策実施前後のデータと合わ
せて適用し、評価指標の実績値に関する事前事
後評価による精度検証を行うことが挙げられ
る。また、個人単位の行動データの取得方法を
工夫するなど、コストダウンの努力を続けるこ
とも重要である。
　スマート・プランニングに関しては、政府の

「健康・医療戦略」、「まち・ひと・しごと創生
基本方針2018」、「経済・財政計画　改革工程表」
の中でも、言及され、最近では、これらに分野
横断型に取り組むスマートシティの展開との連
携も期待されている。様々な場所と課題に適用
していただき、計画手法を改善していく段階に
来ていると考える。引き続き、関係の皆様のご
協力と努力に期待したい。

注1．  土木計画学研究小委員会の一つに、スマート・

プランニング研究小委員会がある。原田昇を小

委員長として、国土交通省の都市計画調査室と

連携し、その手法の開発と普及に努めている。

2017年6月の発足後、「実践の手引き」の公表、
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1　はじめに
　ビッグデータ、IoT、AI……いずれも世界的
規模で進展する情報技術の呼称である。都市お
よび建築領域において、これら高度な情報技術
の活用が期待されている。次世代の都市生活・
まちづくりの高度化は、データをいかに使いこ
なすかにかかっている。
　これまでも、都市および建築領域では、よ
り詳細な空間情報把握を目的に、GIS（地理情
報システム）やオープンデータ、IoTセンサー
情報などの高度利活用が進んでいる。さらに、
2010年前後からは携帯電話GPS（全地球測位
システム）データやWi-Fiログ、消費者購買履
歴データなどの利活用可能性検証が進んでい
る。
　現在、我が国では、Society5.0の実現に向け
たスマートシティ構築として、総務省／データ
利活用型スマートシティ推進事業、経済産業省
／スマートコミュニティ実証事業、国土交通省
／スマートシティモデル事業、内閣府／戦略的
イノベーション創造プログラム／ビッグデー
タ・AIを活用したサイバー空間基盤技術、な
ども積極的に推進されている。
　本稿では、ICTを活用した良質な都市マネジ
メントの実現は、飛躍的に成長する情報技術
を、いかに都市マネジメントのPDCAサイク
ルに組み込むかがポイントであるとの視座のも
と、データ利活用型都市マネジメントの一環と
して、地域の価値（エリアバリュー）を高度化
させるICTエリアマネジメントの考え方、並

びに、ビッグデータの利活用の方向性を紹介す
る1）。

2　都市のバリューアップ
　都市は生き物である。まちが形成され、社会
経済成長に応じて再開発が実施されてきた。一
例として、都市開発が都市のバリューにどのよ
うな影響を与えているか地価をもとに可視化し
た。図1に示す3年次（1983年→2000年→2017

川除　隆広
かわよけ　たかひろ

1995年東京理科大学大学院修士課程修
了。2001年京都大学大学院博士課程修
了。日建設計入社を経て現職。博士（工
学）、技術士（総合技術監理部門）。専
門は、都市計画、都市情報分析、事業
評価、官民連携事業など。総務省ICT
街づくり推進会議スマートシティ検討
WG構成員、総務省データ利活用型ス
マートシティ推進事業外部評価委員な
どを務める。著書に「ICTエリアマネジ
メントが都市を創る」など。

図1　大規模都市開発を例とした地価変化

ICT エリアマネジメントが都市を創る

株式会社日建設計総合研究所　理事　上席研究員　　川除　隆広
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シャル例を図3に示す。当図は、国内外の情報
企業・機関、不動産関連機関などの計15社と
の意見交換を踏まえ、都市および建築分野で
ICTマネジメントが期待される領域を整理した
ものである。

図3　ICTを活用したマネジメントの領域
（スケール別ポテンシャル例）

　ICT都市マネジメントの早期成功例を導き出
すためには、都市域を全面的かつ均質的ではな
く、建物が集積しかつ人々が集積する一定エリ
ア（都市の主要拠点）にターゲットを絞り込む
ことが重要と考えている。これがICTエリア
マネジメントである。
　一例として図4のようなエリアがターゲット
となろう。このようなエリア（都市活動の拠点）
を対象とすれば、ICTマネジメントのサービス
受益者も多い。また、ICTエリアマネジメント
は、エリアの価値を高めることを目的としたエ
リアマネジメント組織（民間企業群：デベロッ
パー、鉄道事業者、地権者等）が主体的に運営・
管理することが望ましい。そして、ICT等関連
企業と地元自治体が関与して推進することが良
い。なぜなら、図5に示す通り、ICTエリアマ
ネジメントは、来訪者の利便、安全安心、エリ
アのにぎわい等を維持向上させる。その結果、
民間事業者にとっては収益並びにブランド力な
どが向上し、地元自治体には税収増などが見込
まれる。ダブルウィン（Win-Win）の関係が図

年）の地価の変化（上昇or一定or下落×2時点）
からは、主要な都市開発エリアの地価は、開発
後に全て上昇に転換・維持し、都市再生が都市
のバリュー（都市力）を維持・向上させている
ことが確認される。
　ただし、上記は従来のハード面を主体とした
都市のバリューアップ例である。今後は、既存
の都市施設や社会インフラストックを最大限に
活かすICTなどのソフト面を活用した都市の
バリューアップが期待される。そして、その重
要性・有効性がより増すものと考える。

3�　ICTエリアマネジメントの基
本的考え方

　都市に係る情報として、新たな情報が登場し
てきた。一例を図2に示す。これら新規都市情
報から付加価値情報を導き出すには、複数の情
報をマッシュアップ（レイヤーとして重ね合わ
せ）する必要がある。大切なのは、①データ、
②解析力、③継続的なデータ収集力に加え、収
益を生み出す④マネタイズスキームの構築であ
る。これらが揃うことでICTを活用した都市
マネジメントとして、主要な都市拠点を対象と
したICTエリアマネジメントの舞台が整う。

図2　都市情報のマッシュアップによる価値創出

　ICTを活用した都市マネジメントとして、都
市および建築領域におけるスケール別ポテン
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4�　都市マネジメントへのビッグ
データの利活用（例）

　ICTエリアマネジメントの具体的事例とし
て、「平常時」、「災害時」、「安全・安心」、「経
済」、「環境エネルギー」の5つの領域を取り上
げ、ビッグデータの利活用（例）を示す。

4－1　平常時：賑わうまちをつくる
　地域の価値（エリアバリュー）を高度化させ
るビッグデータの利活用策として幾つかの取組
みがあるが、人流（歩行者量）は小売店舗数や
売上高、賃料などと高い関係性を示す2）といわ
れており、都市の活性化・賑わいの度合いを測
る重要な指標として位置付けられる。
　最近ではGPS、Wi-Fi、レーザーカウンター、
カメラ画像等の新技術の開発・普及により、よ
り高精度かつ高解像度のデータ収集が可能にな
りつつある。代表的な利活用例を紹介する。

（1）携帯GPSデータ
　携帯GPSデータは人の位置情報の緯度経度
を連続的に取得し、人流（歩行者量・移動軌跡
等）を計測するデータである。一例として株式
会社Agoopの携帯GPSデータは、一定時間間
隔（加えて、アプリケーション操作時）に取得
した緯度経度情報をもとに、1日の人の移動軌
跡を把握する。ただし、個人属性は除いている。
　東京都心における1日（平日・休日別）の人
の動きの可視化を図7に示す。平日は、出勤な
どにより山手線東側エリアへの集中が見られ、
9時～15時の時間変動は大きくない。一方、休
日は平日より都心への集中時間帯が遅く、商業
地が集積する都心拠点駅に分散している。

られるのである。

図4　ICTエリアマネジメントの対象エリア例

図5　ICTエリアマネジメントの枠組み

　一方、ICTエリアマネジメント以外のスケー
ルについても適切な推進が必要である。管理主
体別には目的と管理領域の違いがあるが、利用
者（受益者）の目線からは、全ての空間領域は
連続している。現時点から、スケール別のデー
タ利活用が相互に互換しうる仕組づくりに取り
組んでおくことが重要である。

図6　都市マネジメントのスケール別の推進特性
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②渋谷駅周辺のエリア別・時間帯別の滞在状況
　渋谷駅周辺の建物用途の異なる二つのエリア
に着目し、時間帯別の滞在状況の特徴を見る。
　図9から、商業・オフィスなどの複数用途が
中心な明治通り西エリアは、8時以降から深夜
まで比較的フラットな滞在分布で、1日の変動
が小さい。オフィス中心の明治通り東エリア
は、変動が西エリアに比べ大きく、特に20時
以降の時間帯では滞在者の減少が顕著となって
いる。

図9　渋谷駅周辺2エリアの滞在状況

③建物用途別滞在時間の把握
　建物用途（空間情報）と携帯GPSデータを
マッシュアップし、同一建物用途内の15分以
上滞在者を抽出し、用途別平均滞在時間を算出
した。代表的結果として、オフィスは平均7.0
時間、商業施設は平均2.2時間の滞在という数
値結果が得られている。2018年には、準天頂
衛星システム「みちびき」が本格運用を開始し

図7　東京都心における人の滞在状況（平・休日）

①渋谷駅周辺：人の動き（主要動線・移動軌跡）
　上記データをもとに、渋谷駅周辺の平日1日
の人の移動軌跡を集計すると図8になる。渋谷
駅半径1km圏内の人の主要動線が確認できる。

図8　渋谷駅周辺における1日の人の移動軌跡
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図11　イベントエリア滞在人数と個人属性（年齢）

図12　イベント来訪者の居住地

4－2　災害時：被災時の来街者マネジメント
　2011年3月11日の東日本大震災では、首都
圏で約515万人（内閣府推計）の帰宅困難者が
発生した。効率的・効果的な避難スペース計画
検討の一環として、携帯GPSデータを活用し、
滞在者の時間帯別分布状況や、行動パターンな
どの把握を試みた。一例として東京駅周辺の対
象エリア（2km×2km）の分析結果を紹介す
る3）。
　東京駅周辺の震災時と平時の滞留人数の比較
を図13に示す。東京駅周辺では、概ね日中の
最大滞在者数は約60万人、在勤者等が約24万
人、来街者は約36万人と推計される。震災時
の発災直後には、通過者が急減するが、在勤者
等のエリア外への移動は少数である。夕刻以
降、平時と比べて滞留者（在勤者等、来街者）
の減少が緩やかとなり、帰宅困難者が発生して
いたことが読み取れる。

ている。今後さらなる精度向上が期待できる。
（2）Wi-Fiログ
　Wi-Fiログは、まちなかのWi-Fiアクセスポ
イント（AP）から得られる位置情報である。
人の位置をAP単位で取得する。携帯GPSでは
難しい建物内の鉛直方向のデータ計測（各フロ
アへのAP設置）も可能である。現状、一般的
なAPの交信範囲は100メートル未満である。
　一例として、図10にソフトバンク株式会社
のAPの東京都市圏の分布を示した。APは鉄
道駅周辺に面的に分布しており、十分な都市情
報インフラとなっている。

図10　東京都市圏のWi-Fiアクセスポイント分布

　大阪御堂筋の大規模イベントを例として、人
流分析へのWi-Fiログの利活用可能性を検証し
た。図11にイベントエリアの滞在者を再現し
た。滞在者は10～40歳台が中心であり、朝か
ら急増してイベントの時間帯でピークを示す。
図12からは、来訪者は大阪府内が約6割で、大
阪府外が約4割を占める。東京都からの来訪者
も上位に位置することが確認される。
　以上は本分析結果の一例であるが、従来、定
性的に捉えていた事項が定量的に把握可能と
なっている。今後さらに、Wi-Fiログに、携帯
GPSデータ、基地局データ、交通ICデータ等
を適切に組合せることで、大規模イベントの滞
在者をより精度よく把握する可能性が示唆され
る。



18

Urban・Advance No.72 2019.09

　二つ目は、「見守りサービス」として、対
象者（子どもや高齢者等）が所持する小さな
BLE（Bluetooth Low Energy）タグの信号を
受信する検知器（見守りカメラに同梱）を設置
し、対象者の位置情報の把握を通じて、日々の
暮らしを見守る仕組みの導入である。
　今後はさらに、当インフラを活用した自動運
転を見据えた交通事故抑止や市民サービス全般
への総合ICTサービス展開が進められている。

図15　加古川市の段階的取組

　参考までに、カメラ（検知器含む）設置場所
の選定は、犯罪学の有識者の助言や、市内の刑
法犯（直近3年間）発生状況を踏まえ、三つの
優先度「①通学路（＋準通学路）→②通学路以
外（学校周辺、駅・公園周辺、幹線道路等の交
差点等）→③その他（市営公園、駐輪場出入口
等）」から検討が進められていることを付記する。

図16　見守りカメラ設置場所検討の流れ

　滞留状況の空間分布を再現した図14からは、
震災時の深夜に、駅周辺や大規模施設を中心に
多くの人の滞留が確認される。

図13　震災時と平時の滞留人数の比較

図14　震災時と平時の滞留分布の可視化

　携帯電話などの位置情報は、個々の位置や個
人属性など、防災マネジメントに非常に有用な
情報を有する。特に今後、インバウンド増加が
見込まれ、国内来訪者のみならず、外国人対応
の観点からも当取組みは重要性を増そう。

4－3　安全・安心まちづくり：見守り
　兵庫県加古川市では「子育て世代に選ばれ
るまち」の実現に向けて、安全・安心を柱
に、情報技術を活用した取組が進められている

（図15）。
　一つ目は、プライバシー保護に配慮した「見
守りカメラ」を小学校通学路や学校周辺を中心
に約1,500台を整備し、市民の安全・安心をリ
アルタイムで見守るシステムの構築である。
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のエネルギーの安定供給を目指した業務継続地
区BCD（Business Continuity District）の実現、
レジリエンス強化への取組みが進んでいる。
　環境エネルギー面からのビッグデータ利活用
例として、環境エネルギーマップを紹介する。
環境エネルギーマップは、建物用途別面積と用
途別エネルギー消費量原単位をもとに都市のエ
ネルギー消費量（需要量）を可視化する。ここ
では、建物用途別面積は株式会社ゼンリンの建
物ポイントデータ（住宅地図を基軸とした建物
情報）を、エネルギー消費量原単位は【参考文
献4）5）】の値を、24時間エネルギー消費量は【参
考文献6）】の時刻別変動値を採用した。
　東京都全域を対象とした民生部門建物起因の
年間の一次エネルギー消費量を算出の上、一例
として図18に、8月代表日の時刻別一次エネル
ギー消費量の変動を示した。（建物一棟ごとの
推計をメッシュ化。24時間から抜粋表示。）
　環境エネルギーマップの活用により、エネル
ギー消費量（需要量）を空間情報として可視化
可能となる。スマートエネルギー都市の実現に
向けて、計画段階では、課題抽出・適地選定・
地域特性を踏まえた個別施策検討・効果把握
を、オペレーション段階では、モニタリング・
PDCAなどの支援を可能とする。

一次エネルギー
消費量（GJ/ 時）

10 未満
10 ～ 50
50 ～ 100
100 ～ 150
150 ～ 200
200 以上

図18　 時刻別の一次エネルギー消費量推計値 
（東京都：8月代表日：民生部門建物起因）

4－4　経済：消費者購買履歴データの活用
　都市再生プロジェクトを対象に、消費者購買
履歴データの活用可能性を検証した。使用デー
タは、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株
式会社が運営するTカードのデータである。当
データは、エリアマネジメントの観点からは、
どのような人が（属性）・いつ（時間）・どこで

（位置）・どのような消費を行ったのか（消費行
動）を把握できるポテンシャルを有する。一例
として、渋谷ヒカリエへの適用例を紹介する。
　まず、渋谷ヒカリエの開業前後（各3ヵ月）
の消費行動（利用人数）の増減率を分析した。
図17に性別・年代別の結果を示す。渋谷ヒカ
リエが立地する明治通り東側500m圏内では、
開業後の利用者数は開業前と比較して、平日は
4.8 ％増加、休日は33.0 ％増加し、特に若い年
代（15歳～30歳）で増加が顕著であった。

図17　 開業前後の消費行動（利用人数）の増減率 
（休日／明治通り東側500m圏内）

■性別年代別：実数値と増減率 東側＿開業前 東側＿開業後 増減率

女性男性

　次に、開業前後（各3ヵ月）の消費金額（利
用金額）の増減率を算出した。図表は割愛する
が、結果として、開業後の利用金額は、開業前
と比較して、平日は5.9％増加、休日は24.3％
増加であった。当アプローチは非常にユニーク
であり、プロジェクト評価において効果の一部
ではあるが、効果を直接キャッシュで把握・評
価できる有力な手法である。

4－5　環境：エネルギーマネジメント（街区）
　持続成長可能都市・低炭素型都市として、東
日本大震災以降、建物の耐震性に加え、災害時
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図20　都市経営情報プラットフォームの階層

　前出図4のD数ヘクタールの大規模開発エリ
アを想定した場合のKPIの考え方の例を図21
に示す。施設管理者の観点から、①エリアの収
益向上を目的としたKPI「経営管理」、②コス
トカット・リスク管理を目的としたKPI「施設
管理」、③大規模開発の存在による周辺環境影
響と社会的外部効果を把握するKPI「環境・地
域貢献」、④開発エリアの周辺特性の社会環境
変化を把握するKPI「外的要因」があげられる。
さらに、⑤利用者のKPI「市民・利用者QOL
向上」が必要となる。

図21　ICTエリアマネジメントのKPI： 
5つの着眼点（5象限）

　ICTエリアマネジメントの実効性を高めるた
め、単なる情報のモニタリングツールではな
く、経営視点として、データ（Data） → 情報

（Information） → 知識（Knowledge） → 知恵

5�　ICTエリアマネジメントの実
装に向けて

　ここでは、ICTエリアマネジメントの実装に
向けて、主要なポイントを以下に記す。
　ICTエリアマネジメントには、エリアの持続
的成長を目的としたエリアマネジメント組織、
またはそれに準ずる管理主体が必要である。そ
して、エリアを対象とした都市経営情報プラッ
トフォーム（データベース）の構築が必要で
ある。ここで、大切なのが、当該エリアの特
性（オフィス中心、商業中心、住宅中心など）
を踏まえた適切なKPI（重要業績評価指標）設
定である。一定の仮説にもとづき事前にデー
タ分析し、基軸となる重要指標を選定してお
く。以上が揃うことで、ICTエリアマネジメン
トのPDCAサイクルが稼働する。エリアの持
続的成長を目的とした運営管理、マーケティン
グ、エネルギーマネジメント、都市特性把握、
BCP／DCPの推進などの個別施策の高度化が
可能となる。

図19　ICTエリアマネジメントの基本的枠組み

　ICTエリアマネジメントに必要な都市経営情
報プラットフォームは、図20に示す3段階の
データ階層が必要と考える。なお、KPIを踏ま
え、適切な単位（分／時／日／月、空間規模な
ど）を見極め、加工・集計が必要である。
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図22　都市経営情報プラットフォームの枠組

6　おわりに
　本稿では、良質な都市マネジメントの実現に
向けては、飛躍的に成長する情報技術を、い
かに都市マネジメントのPDCAサイクルに組
み込むかがポイントとの視座のもと、街をバ
リューアップするビッグデータの利活用の方向
性を紹介した。具体的な利活用例としては、都
市および建築に係る具体的課題として、「平常
時」、「災害時」、「安全・安心」、「経済」、「環境
エネルギー」を取り上げ、現時点までに構築し
てきたビッグデータの活用例を示した。本活用
例自体はいまだ道半ばで、さらなる深掘・拡張・
検討が必須ではあることは言うまでもないが、
今後のICTを活用した都市ならびに建築マネ
ジメントの実用化・実装化・進展に資する一例
となるものと考えている。また、先述のとおり、
今後はハード面の対策のみならず、ICT（ソフ
ト）を活用した、まちを効率よく徹底的に使い
こなすアプローチが重要になるだろう。
　今後、国際競争力を有した持続成長可能な都
市をつくるにあたっては、国際目標である社
会・経済・環境・ガバナンスに配慮したまちづ
くりを進めるとともに、エリアバリューを高度
化させるICTを活用したデータ利活用型都市
マネジメントの実装がスタンダードになるもの
と考えている。
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1　はじめに
　物流の危機が叫ばれている。EC（ネット通
販）の拡大による宅配便の急増、ドライバー不
足などにより、「運びたくても、運べない」状
況になりつつある。ICTは、こうした物流の現
状を改め、積年の課題を解決してくれるのだろ
うか。

2　課題
　ある年の12月。高層マンションが立ち並ぶ
都心の居住エリアを走っていた1台の配達車が、
目的地のマンション入り口付近でゆっくりと停
まった。女性の宅配ドライバーが車から降りる
と、その後追うように2台のかご型ロボットが
配達車から飛び出した。女性ドライバーは一目
でプレゼントだとわかる包装の小ぶりな荷物を
抱え、2台のロボットに「さあ行きましょう」
と声をかけると、それぞれ別々のエレベータに
向かって静かに動き出した。
　しばらくすると、先ほどの女性ドライバーが
にっこり微笑みながら、一人配達車両に戻って
きた。「おばあちゃん、元気そうでよかった。
報告しておかなきゃ」と、スマートフォンに向
かって「〇〇さんに電話して！」と声をかけた。
今日の宅配は、見守りサービスも兼ねていたの
だ。ほどなく、2台のロボットも仕事を終えて
戻ってきた。1人と2台の仕事量は、同じ時間
内に配り終えることができるよう、綿密に計算
されている。届け先との連携もしっかりとれて

いるから、持ち戻りの荷物もない。
　そのころEC専用の物流センターでは、アク
ティブシニアのお父さんと、ヤンママが昼休み
をとっていた。年の瀬が近づいているとはい
え、このごろは荷物の量の平準化が進んでお
り、のんびりと休憩をとることができる。しか
もこのママは育児時短。物流センターに併設さ
れた託児所から子どもを引き取り、午後4時過
ぎには帰宅する。最近の物流センターは、ピッ
キングする商品を探し回ったり、センター内を
あちこち歩き回る、といったことはない。ハー
ドな作業はロボットがサポートしてくれるか
ら、ほぼ1日、楽な姿勢で仕事を進めることが
できる。
　学校の体育館でeスポーツに興じていた高
校生グループがいた。「ちょっと小腹がすい
ちゃったね」と、スマホの画面を操作した。そ
れからものの5分もしないうちに、「届いたみ
たい！」と立ち上がり、外に飛び出した。すぐ
さま2人は、出来立て、ジューシーなハンバー
ガーをぱくついた。車で30分くらいのところ
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のためドライバーの高齢化という問題も抱えて
いる。数年前に日本中を騒がせた宅配荷物の再
配達問題も、一時のピークを下回っているとは
いえ、一気に解消というところには至っていな
い。
　これらは物流課題のほんの一部だ。現実には
もっと広範囲で、大小さまざまな問題が生じて
いる。もちろん、こうした物流の危機に対し、
行政や経済団体が動き始めている。
　2017年7月に閣議決定された「第6次総合物
流施策大綱」（2017～2020年度）では、物流危
機に対する提言のポイントとして、「連携」、「透
明化」、「新技術（IoT、ビッグデータ、AI）」
がとりあげられ、これらにより、物流もムダ
を徹底的に排除して、物流を含んだサプライ
チェーンの最適化を図ろうとしている。
　また 2018 年 10 月には、日本経済団体連合
会（経団連）が「Society 5.0時代の物流―先
端技術による変革とさらなる国際化への挑戦
―」と題する報告書を公表している。この
報告書では、これからの物流の姿を次の5つの
キーワードで特徴づけている。
・つながる物流
・共同する物流
・人手を解放する物流
・創造する物流
・社会に貢献する物流
　こうした取り組みからも明らかなように、
ICTが、物流危機を救う中心的な役割を期待さ
れていることがわかる。
　以下では、物流現場におけるICT活用の現
状を、いくつかの物流機能にそって、紹介して
いこう。
　幹線輸送は、ある輸送拠点にそのエリアの荷
物を大量に集め、その拠点から別の拠点（たと
えば、大阪から東京のように）に、大量輸送機
関で運ぶことにより、コストの削減を図るもの
だが、その効率化を進めるものとして取り組ま

にあるハンバーガーショップからドローンが届
けてくれたものだ。
　その日の夕方のこと、あるお宅でメイン
ディッシュができあがろうとしていたそのと
き、「あっ、またやっちゃった。夕食のパンを
買っておくのを忘れた」。「××！今夜の私のパ
ン、頼んで」と呪文を唱えるように大きな声を
あげた。すると、VR（バーチャルリアリティ）
のメイドさんが登場、「承知しました、ご主人
様」と反応した。ほどなく、キッチンの3Dフー
ドプリンターが立ち上がると、「本日の◆◆さ
まは、鉄分が不足されているようなので、その
成分を追加しておきました」とメッセージが流
れ、3Dフードプリンターからできたてのパン
が姿を現した。このお宅では、日々のヘルス
データはスマートウォッチを経由して、パンの
販売店に送られ、そのときどきの健康状態に応
じて、パンのレシピに栄養補給をする成分が付
加されるようになっているのだ。
　深夜の高速道路は、無人のトラックが隊列を
組んで、静かに走り続けている。高速道路近く
に建つマンションが騒音問題で悩まされること
はない。高度に管理された自動走行なので、事
故渋滞などの心配もなく、明日の朝には無事、
東京インターに着くことだろう。各トレーラー
は、そこで待つトレーラーヘッドに牽引され、
次の目的地へと向かう。それらのなかには、わ
ずか2時間後には超音速新幹線で米国まで届け
られる小荷物が含まれていることもある。
　と、ここまでの話は2050年の夢の世界であ
り、現実のものではない。
　2019年現在、物流は危機に瀕している、と
いわれている。
　ECの成長・拡大による宅配便を中心とする
小口荷物の急増、日本全国に広がる空前の人手
不足に加え、厳しい環境下（長時間労働、相対
的に安い賃金など）での労働を伴うため、ト
ラックドライバーは若者には不人気職種で、そ
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予定情報と照合し、必要な作業を事前に済ませ
ておく。予約した時間にトラックが到着した
ら、空いたバースへ優先して接車させ、入荷業
務を行なうというイメージだ。
　こうした仕組みを導入したところでは、予約
車両の待機時間は大幅に短縮できているという。
　大手EC事業者では、より迅速なECサービ
スへの需要に対応すべく、物流拠点へのロボッ
ト導入を進めている。
　アマゾンは2012年にロボットを活用した倉
庫の自動化システムを開発するキヴァシステム
ズ（Kiva Systems）を買収し、アマゾンロボティ
クスとして子会社化した。同社のロボット（ア
マゾンドライブ）は、注文データを受け取ると
該当する商品が保管されている棚ごとオペレー
ターの元へ運んでいくというもので、現在は世
界25か所のアマゾンの物流拠点で10万台以上
が導入されているという。
　アマゾンによれば、従来60～75分かかって
いたものが、導入により15分で完了するよう
になり、人間による棚出し作業の5倍から6倍
の生産性を実現しているという。

〈1_AmazonRobotics〉ⒸAmazon.com, Inc

　日本のアマゾンでのアマゾンロボティクスの
初導入は、2016年12月の「アマゾン川崎FC（フ
ルフィルメントセンター）」（川崎市）。2019年
4月には「アマゾン茨木FC」（大阪府）でも稼

れているのが、自動運転、無人運転による隊列
走行だ。長距離ドライバー不足にも対応できる
として期待されている。
　経済産業省、国土交通省は、2018年11月（上
信越自動車道）および、12月（新東名高速道路）
に、後続車有人のトラック隊列走行の公道実証
実験を実施した。車間同士で通信を行ない、先
行車の加速、減速情報が後続車に入り、車間距
離をスムーズに一定に保ちながら、隊列走行を
持続することができる。2019年1月には、新東
名高速道路で後続無人による実証実験が開始さ
れた。現在、2020年に新東名高速道路において、
トラックの隊列走行の実現をめざす。
　政府主導で働き方改革が叫ばれるなか、配送
ドライバーの労働時間はなかなか減少への動き
を見せていない。配送ドライバーというと、ト
ラックの運転をしているだけのイメージが強い
が、実際には荷物の積み下ろしにもかなりの時
間を取られている。
　さらに荷物を積んで倉庫や物流センターに到
着しても、トラックバース（トラックと倉庫の
間で荷物の積卸しをするために、施設内でト
ラックを接車するスペース）に空きがなければ、
空きができるまで待機しなければならない。ド
ライバーの多くは、午前中に荷を下ろし、午後
には別の荷物を積み込んで出発する、という動
き方をするため、とくに午前中の荷下ろしは混
雑するのが通常だ。混雑を避けるため、かな
り早い時間から倉庫付近で待機し、始業と同時
に荷下ろしができるように動くドライバーもい
る。いずれにしても、何もできない時間（＝拘
束時間）が長くなる傾向にあるということだ。
　こうした状況を改善するため、導入が進むの
が、納品時のバース予約システムだ。
　配送会社の配車担当者またはドライバーが、
パソコンやスマートフォンで予約を行ない、
積荷明細のPDFまたはスマホで撮影した画像
データをシステムに取り込む。倉庫側では入庫
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無人搬送ロボット「Butler（バトラー）」を79
台導入した。バトラーは楽天の元・物流事業長
が起業したGROUNDが日本での展開を手がけ
るグレイオレンジ（GreyOrange）製のロボッ
トで、商品保管用の棚を作業者の手元まで移動
させ、作業者の負担軽減を実現している。
　このほか、同じような倉庫用ロボットには、
アリババが直営のネットスーパー向けの倉庫で
使用している中国Geek＋社のもの、ソフトバ
ンクが出資したことで話題にもなったフェッチ
ロボティクス（FetchRobotics）の自走型ロボッ
ト「Freight （フレイト）」などがある。

〈3_FetchRobotics〉

　企業向けEC事業のパイオニアであるアスク
ルは、日本発のロボットベンチャー「MUJIN」
と業務提携し、ピッキング工程の自動化をめ 
ざしている。MUJINが開発するロボットは、
高精度の「目」と「頭脳」を持ち、荷姿やトラッ
ク、パレットの状況を観察しながら、作業をす
るというもの。ロボットに作業手順を教え込む
必要がないという特徴がある。

働を始めた。
　家具・インテリア製造販売チェーンのニトリ
ホールディングスでも、倉庫のスマート化に積
極的だ。
　同社では2016年2月、ネット通販商品の出
荷を担当する川崎発送センターにロボット倉
庫「AutoStore（オートストア）」を導入。ジャ
ングルジムのように組み上げられたグリッドの
1マスごとに、ビンと呼ばれるケースをすき間
なく積み重ね、その屋根面をコンピュータで中
央制御された60台のロボットが縦横無尽に動
き回る。そしてロボットは商品の入ったケース
を引き上げたり、ケースに商品を収納したりと
いった作業を繰り返しながら、動きの早い商品
を上段に集め、効率よく商品の取り出しができ
るよう積み重ねていく。
　このオートストア導入1カ月で、出荷効率が
従来比で3.75倍改善したという。また、この
オートストアでは、同じ姿勢のまま、手元を少
し動かすだけで、ピッキング作業ができるよう
にシステムされており、シルバー世代の人はじ
め、派遣やパートの人も無理なくピッキング作
業を続けることができている。

〈2_Autostore〉

　その後、同社では、2017年10月、西日本通
販発送センター（大阪府茨木市、13万m2）にも、
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間を1時間枠から指定でき、30分単位で進捗状
況の通知を受けられるため、再配達率は一般的
なもの（現在は16 ％程度）の10分の1程度だ
という。同社では、その精度をより高めるため
に物流ビッグデータをAIで分析し、さらなる
配送時間の誤差を縮めることを目指している。
　EC再配達解決アプリ「ウケトル」（運営：ウ
ケトル）は、Amazonや楽天、ZOZO TOWN、
ヨドバシドットコムなどのアカウントを登録し
ておくと、購入時に自動的に連動し、品物の到
着を通知するアプリだ。スマホからいつでも、
配達状況を確認できることから事前に不在配達
を防いだり、再配達依頼もワンクリックで可能
になっており、再配達の減少に一役かってい
る。

〈6_Uketoru〉

　スマホアプリ上で、時間の空いている配送ド
ライバーと送りたい荷物とをマッチングする
シェアリングエコノミー型宅配サービスも始
まっている。
　「PickGo」は、荷物の配送を希望する依頼者
がアプリ上で依頼を登録し、配送可能なドライ
バー（貨物軽自動車運送事業者の届出をしてい
る個人ドライバーが対象）とマッチングすると
いうもの。荷主と、プロの配送ドライバーを直
接つなぐ唯一のプラットフォームで、早く、安
く、楽に、配車が可能となる点が最大のメリッ

〈4_MUJIN〉

　ラストワンマイルでのICT化も進んでいる。
　宅配便の再配達問題は、いま日本国内で起
こっている物流危機を日本全国に広めるだけの
インパクトがあったが、再配達を減少させる
サービスのひとつに、宅配ロッカーがある。
　荷物を自宅ではなく近隣の宅配ロッカーまで
届けてもらい、到着したらメールやアプリで通
知を受信して取りに行くという仕組みだ。
　日本では2014年に楽天が設置を開始した「楽
天BOX」をはじめ、日本郵便の「はこぽす」
やヤマト運輸の「PUDO」などの宅配ロッカー
が街中で数多く見られるようになってきた。

〈5_PUDO〉

　実際に再配達の減少に効果をあげているの
が、アスクルの個人向けサービス「ロハコ」が
提供する「Happy On Time」だ。受け取り時
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ることが可能だ。
　このほかにも、中小事業者向けの都市内当日
配送で、一般人ドライバーとマッチングする

「Postmates」、ドライバーが依頼のあった飲食
店から料理を受け取って配達する「DoorDash」、
買い物・デリバリーを代行するスタッフが、店
舗のオンライン注文サービスからの注文商品

（日用品や食料品など）を当日配送（最短1時間）
する「Instacart」など、数多い。
　陸上ドローン（ロボットカー）を使ったデリ
バリーも本格化してきた。
　このテクノロジーをリードしているのが、イ
ンターネット電話サービスのスカイプ（Skype）
の共同創業者がエストニアで設立したスター
シップテクノロジーズ（StarshipTechnologies）
だ。同社が開発するロボットカーは、半径2～
3マイル（約3～5km）の範囲の短距離を15～
30分ほどで自動走行し、玄関先まで小型の荷
物を運べるよう設計されている。配達先の近隣
までバンやトラックで荷物を運び、ロボット
カーはそこから出発して周囲の配達先まで配送
する仕組みだ。2015年から試験走行を開始し
ており、欧州各地や米国でメルセデス・ベン

トだ。
　日本のアマゾンでも、同じような仕組みの

「アマゾンフレックス」をスタートさせた。

〈7_AmazonFlex〉

　米国では、日本と違い、一般の人でも荷物の
配送を請け負うことができる。そのため、さま
ざまな企業がシェアリングエコノミー型宅配
サービスに参入している。
　たとえば「Roadie」は、大きな荷物や梱包し
づらい荷物など、宅配便では割高だったり送り
にくかったりする場合に、Uberのように自家
用車で運んでくれるドライバーを手配するとい
うものだ。アプリで送りたい荷物とその大き
さ、送り先を指定すると、条件の合う登録ドラ
イバーが引き取りにくる。GPSで車をトラッキ
ングし、アプリで位置情報を確認できるため、
荷物の到着まで見届けることができる。
　「Doorman」 は“The End of Missed De liv-
eries”（不在配達をなくす）をコンセプトに、
サンフランシスコ、シカゴ、ニューヨークで
展開するサービス。ECサイトからの注文時
にDoormanのアプリが提示する近隣の配達ス
テーションを送付先に指定、荷物が配達ステー
ションに到着すると、提携する配達員が指定の
時間帯に自宅まで荷物を届ける。午後6時から
深夜0時までの間の好きな時間に配達を依頼す 〈8_Starship〉
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ことができるという。また、ドローン配送ベン
チャーであるフライトレックス・アヴィエー
ション（Flytrex Aviation）は、アイスランド
のEC企業のアハ（Aha）と協力して自動運転
ドローンによる投下配達サービスを首都レイ
キャビクで開始している。
　日本では、国土交通省が2018年9月に「無人
航空機の飛行に関する許可・承認の審査要項」
を改正。一定の条件を満たせば、飛行経路上に
ドローンを監視する補助者がいなくても「目視
外飛行」が認められるようになった。それをう
けて、日本郵便は、2018年11月からドローン
を使った郵便局間の配送を福島県でスタートさ
せた。片道9キロを1日2往復し、郵便局の業
務で使う書類やパンフレット類などを輸送して
いる。
　ICTは物流の課題を解決する糸口になる。し
かし、そのテクノロジーだけですべてが解決す
るわけではない。
　いまや物流は経済活動を支えるインフラだ。
ひとたび物流インフラに支障をきたすと、日常
生活が立ち行かなくなる。そうした事実を、こ
こ数年、毎年のように発生する大規模災害によ
り、だれもが目の当たりにしてきた。
　また、物流を取り巻く業界には、古い商慣習
が残っていたり、法律による規制もある。
　ひとつのテクノロジー、ひとつの企業の力だ
けでは、いまの物流危機を乗り越えることは難
しい。そこには、国や自治体、消費者を含めた、
幅広いプレーヤーによる協業、共創、共有の考
え方が必要になるだろう。

ツ、スイスポスト、ドミノ・ピザなど小売・飲
食業界のパートナーとともに商用化に向けたパ
イロットプログラムを実施している。
　アマゾンでも、2019年1月から、6輪型のロ
ボットカー「Amazon Scout」を使った無人配
送の実証実験を開始した。

〈9_AmazonScout〉ⒸAmazon.com, Inc

　すでに一般ユーザー向けにサービスを開始し
ているところもある。
　Google出身のエンジニア2人が立ち上げたロ
ボットベンチャーのNUROは、2018年に大手
スーパーチェーンのKrogerと提携、米国アリ
ゾナ州スコッツデールとヒューストンで、ロ
ボットカーによる食品配達を行なっている。
　日本では、ロボットベンチャー ZMP が、
2019年1月、ローソン、慶應義塾大学SFC研
究所の協力により、慶應義塾大学湘南藤沢
キャンパス内で、自律走行する宅配ロボット

「CarriRo® Deli」によるコンビニ商品の無人配
送サービスの実証実験を実施した。専用アプ
リから注文すると、ロッカーのカギであるQR
コードが送信され、ロボットのカメラにかざす
と商品が入ったロッカーが開く仕組みだ。
　2019年6月、アマゾン・コムは小型無人機

「ドローン」を使った宅配サービスを数カ月以
内に始めると発表した。24キロ以内の距離で、
重さ約2.3キロ以下の荷物を30分以内に届ける
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1　はじめに
　モビリティを取巻く環境はここ数年で大きく
変わった。日本国内においては少子高齢化で公
共交通への需要が伸びているが、利用者減に転
じてから厳しい経営状況が続く交通事業者が多
い。海外では大都市部の環境問題や交通事故な
どが深刻化している。このような社会課題が山
積する一方でモビリティを取巻くテクノロジー
の進展が著しい。なかでも着目すべきは“デジ
タルテクノロジー”だ。IoT、AI、5G、ビック
データなどによりモビリティは100年に1度の
変革が起きようとしている。
　このインパクトは公共交通など移動サービス
への激震だけではない。自動車産業ではCASE
（Connected、Automated、Shared ＆ Service、
Electrified）への対応に迫られるなどあらゆる
産業に大きな影響が出ている。デジタルテク
ノロジーが得意とすることは、Society 5.0やス
マートシティにみるように、社会や暮らし課題
やニーズに寄り添い、関係する産官学が連携し
てエコシステムを構築しながらビジネスを進め
ることができることだ。さらにはある地域で始
まったサービスが国境を越えて爆発的に展開で
きる可能性も秘めている。
　このような環境の中で近年注目されているの
がMobility as a Service（モビリティ・アズ・
ア・サービス）、略してMaaS（マース）だ。
MaaS・新モビリティサービスに着目しながら
日本の地域課題の解決に向け地域でのデジタル
テクノロジーの活用について国内外の事例をも

とに考える。

2�　モビリティ分野におけるデジ
タルテクノロジーの可能性

　スマートフォンの普及、クレジットカードな
ど決済サービスの多様化、SNSなど人と人との
コミュニケーションやネットワークの変化、位
置情報や地図などの高度化などにより私たちの
生活は大きく変わりつつある。
　このような背景の中、グーグル社が自社価値
を10億ドルに上げるまで8年かけたにもかかわ
らず、それを2年で達成した企業がある。2009
年に設立したアメリカ・サンフランシスコ発の
ウーバー・テクノロジーズ社だ。このようなラ
イドシェアはなぜこれほどの価値がつくのだろ
うか。
　ライドシェアはAirbnb（エアービーアンド
ビー）などと同様にプラットフォームビジネス
だ。特徴としてニーズとニーズをつなぐのが非

楠田　悦子
くすだ　えつこ

心豊かな暮らしと社会のための、移動
手段・サービスの高度化・多様化と環
境について、分野横断的、多層的に国
内外を比較しながら考える。自動車
新聞社のモビリティビジネス専門誌

「LIGARE」初代編集長を経て、2013年
に独立。国土交通省、自転車の活用推
進に向けた有識者会議の委員、名古屋
市交通問題調査会委員自治体の地域交
通や国の有識者会議委員などを務める。

国内外の先駆的事例に学ぶ日本版 MaaS の作り方

モビリティージャーナリスト　　楠田　悦子
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常にうまい。また自社で宿泊施設やドライバー
を雇用しないなど資産を持たないため、オープ
ンデータやオープンAPIを活用し、いろいろ
な連携をとりながらエコシステムを構築して動
く。ビックデータを活用して、それをAIやア
ルゴリズムで学習させながら、ユーザーのニー
ズやドライバーのサービスの質を自動的に向上
させる強固な仕組みを構築することができる。
グローバル化を念頭に展開する企業は動きが非
常に早い。

図1　プラットフォームビジネスの仕組み

　一方でプラットフォームビジネスは課題も多
い。日本でのライドシェアは、道路運送法を愚
直に守ってきたタクシーやバス会社から“白タ
ク行為”だとして反対されたように、海外でも
既存の産業との兼ね合いが難しい。しかし、こ
のようにデジタルテクノロジーを活用すれば、
これまでにない発想で新たなモビリティサービ
スを展開できることを、暮らしの移動に関する
問題で頭を抱える世界各国に示唆してくれたこ
とは大きいだろう。
　ライドシェアのみならずここ10年でさまざ
まなモビリティサービスが生まれてきている。
カーシェア、自転車シェア、自動運転バス、
AIデマンド交通、電動キックスクーターシェ
アなどだ。新モビリティサービスは、持続可能
性や既存の公共交通との関係性など道半ばでは
ある。しかし暮らしに必要な移動手段の選択肢

やサービス提供者と利用者をつなぐツールが劇
的に増えつつあることは確かだ。

3　自動車産業とデジタル化
　自動車産業をデジタル化の波が大きく襲う。
基幹産業として自動車産業を抱える日本は関連
する他産業、暮らしや社会に大きな影響が出て
くるため、インパクトを的確にとらえて対応す
る必要があるだろう。
　デジタル化時代に自動車産業は何を迫られて
いるのか。これまでは製造、販売、整備を中
心としたものだった。しかしクルマがIoTによ
りいろいろなものとつながりはじめ、電動化
し、自動運転時代を見据えると、もはや閉じら
れた自動車産業の中の議論ではなくなってき
ている。モビリティサービスを提供する公共
交通やスマートフォン、決済サービス、SNS、
地図などGAFA（Google、Apple、Facebook、
Amazon）とともに土俵を同じくするように
なってきているのだ。

図2　デジタルで変わる自動車メーカーの業界

4　フィンランドが提案するMaaS
　このように新しいモビリティサービスが生ま
れたり、さまざまな産業で変革が起きようとし
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　MaaSグローバル社が提供するMaaSアプリ
の名前は「Whim（ウィム）」。公共交通のみな
らず新モビリティサービスを含めた検索結果が
提案される。そして一般的なチケットから、決
められた期間乗り放題となる定額制のプランの
提案などがあり、決済はクレジットカードで行
う。
　MaaSにはレベルの定義がある（Jana Sochor
氏による）。レベル0は統合なし（移動手段ご
とに個別対応）、レベル1は情報の統合（マル
チモードの移動計画、運行情報）、レベル2は
予約・支払いの統合（検索、予約、決済）、レ
ベル3は提供するサービスの統合（パッケージ
化、定額制、事業者内の連携など）、レベル4
は社会全体目標の統合（地域政策との連携、官
民連携）だ。
　MaaSは“都市交通”の要素が入っているこ
とがただ単なるプラットフォームビジネスと異
なる点を特筆したい。つまり過度なクルマ依
存をやめて環境負荷の低い移動手段へ転換し
ようという考え方だ。フィンランド交通通信
省の出身でMaaSについての産官学連携を進め
るMaaSアライアンスの担当者は、「都市交通
の政策は行動変容や行動変更を促すため、これ
まで住民に課税するなど強制的な施策が多かっ
た。MaaSは住民に気持ちよく参画してもらい
ながら転換してもらえるソフトなツールで非
常に心強い」と話す。そのためフィンランド
はMaaSを推進しやすい環境整備に法律を整備
するなど国を挙げて進めている。ただ単なるプ
ラットフォームビジネスであれば、国の積極的
な協力は得ることができなかっただろう。

5　日本におけるMaaSの議論
　日本ではトヨタをはじめとする自動車産業
のMaaSへの反応に感化され、2018年度から
MaaSに関する検討会が国土交通省と経済産業

ているなかで注目されはじめたのがMaaSだ。
トヨタファイナンシャルサービスが2017年に、
あいおいニッセイ同和損害保険とともにMaaS
の生みの親のとも言われるSampo Hietanen氏
がCEOをつとめるフィンランド・MaaSグロー
バル社に出資したことや2018年のCESでトヨ
タがMaaSについて言及したことを皮切りに日
本で火がついた。
　MaaSとは何か。基本形と言われるのが、フィ
ンランドが提案するものだ。これをデジタルの
テクノロジーサイドから説明をすると、MaaS
も第2章で取り上げたプラットフォームビジネ
スと言える。ライドシェアと異なり、MaaSは
マルチモーダルであることが特徴だ。既存の公
共交通のみならず、ライドシェアも含めたレン
タカー、カーシェア、自転車シェア、自動運転
などの新モビリティサービスを組み合わせて、
最適な移動手段を提供しようというもの。ライ
ドシェアと同様に自社で公共交通などの運行を
行っていない第三者が、オープンデータやオー
プンAPIにより集めたデータを活用してMaaS
のプラットフォーマーを担う方がよりユーザー
視点のサービスが提供できるのでないかという
考え方もフィンランドが提案している。

図3　MaaSプラットフォームの仕組み
出典：ITSフィンランド
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サイドから国内外の事例をみていく。
　筆者が MaaS を取材しはじめた 2017 年は、
MaaSが自動運転やライドシェアだと勘違いさ
れ新しい黒船が到来したという記事が多く間
違った情報が出回っていた。MaaSが提案され
た欧州のモビリティの基本的な知識を伝える
とともにMaaSが生まれた背景や近年のモビリ
ティを取り巻く環境、特にテクノロジーの進展
によってどのようなことが起きているか伝える
必要があるだろう。そうしなければ日本が取り
残されるのではないかという危機感を感じ海外
の取材をはじめた。海外のMaaS事例の取材に
訪れた国は8カ国（フィンランド、デンマーク、
スイス、ドイツ、台湾、イギリス、フランス、
アメリカ）。できるだけ多くの国に足を運び生
活体験や専門家のヒアリングを大切にした。
　欧州の公共交通に1人で乗った経験のある人
はどれくらいいるだろうか。ある自動車販売店
で講演を行った際に約50人に聞くと、乗った
ことがない、欧州へそもそも行ったことがない
と回答した人が多かった。

（1）フィンランド
　国によって仕組みが違うのだがMaaSを提案
したフィンランドではゾーン制を導入している

（ドイツ、スイスなども）。ゾーン制はMaaSで
論点になっているサブスクリプションモデル

（時間制の乗り放題サービス）だ。
　ゾーン制は一般的に街の中心街を1ゾーンに
区切り、そのゾーンの券を買えば1時間、半日、
1日、2日などの間、そのゾーンを走る公共交
通（鉄道、バス、地下鉄、トラムなど）は乗り
放題だ。さらに日本のように改札がなく、たま
に車内を巡回する乗務員にチケットを見せる信
用乗車だ。このようにすでに欧州ではマルチ
モーダルやサブスクリプションモデルが採用で
きる素地がある。
　欧州全体でもともと環境に対する意識が非常

省で立ち上がった。未来投資会議などで取り上
げられ自動運転と同様に注目されるキーワード
になった。
　しかし日本におけるMaaSの整理は、MaaS
が外来語であるせいか非常に多様化している。
フィンランドのように都市交通に着目しマル
チモーダルで整理しようとするもの。MaaSを
モビリティのサービス化と捉えてIoTとAIに
よる新モビリティサービスと考えるところもあ
る。このようにデジタル化によりさまざまな業
界がモビリティに興味を持って関わり方を模索
しており、その業界の課題や活用できるテクノ
ロジーや資産が各社によって異なるため、実に
多様な解釈が生まれてきている。
　また日本の公共交通は欧州と異なり民間企業
がサービスを提供している。“公共交通”といっ
ても意味合いはさまざまで、自治体がサービス
を提供するか、空間を多くの人とともに共有し
地域生活に資するものであるか、意味合いが異
なるのではないだろうか。日本の公共交通事業
者の多くが苦しい経営状況にある。過去のマル
チモーダルの実証実験からも公共交通の移動手
段をつないでも、なかなかビジネスモデルとし
て成立しないことが課題としてある。したがっ
て事業性を考えると観光、医療・福祉、不動
産、小売りなど異業種との連携が必要となって
くることが他国と比較しての特徴で、スマート
シティへと発展をみせている。
　このようにMaaSの言葉にとらわれず、モビ
リティを取巻くデジタルテクノロジーの進展が
著しく、さまざまな産業界が動き暮らしや社会
の課題に対して投資をしようとしている大きな
流れを捉えることが重要だろう。

6　MaaSの先駆け的な事例に学ぶ
　地域課題の解決に対してMaaSをどのように
活用したらよいのだろうか。ここでは都市交通
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　ドイツは欧州の中でも面積が大きく人口の多
い国だ。そのため北欧とは事情が異なる。アメ
リカのように連邦制で、地域ごとに運輸連合が
ある。2018年にドイツを取材した際は、その
運輸連合ごとにアプリを作っており、長距離は
ドイツ鉄道のDBナビゲーターがカバーしてい
る状況で、アプリ間連携ができていないため、
使い勝手が悪いと評判だった。日本においても
地域ごとのMaaSアプリが生まれると予測され
ているが、ドイツのようにアプリ間連携がしに
くいシステムの構築にならないように気を付け
る必要があるだろう。

図5　 ダイムラーとBMWグループはモビリティ
サービスで連携

（3）スイス
　スイスの特徴はMaaSが提唱される以前より
MaaSレベル4相当の高いレベルのサービスが
ハードとソフト面で展開されている点だ。スイ
スは欧州の中でも面積が小さく人口も少ない上
に、日本と同様に山岳地域が多い。それにも関
わらず日本よりも鉄道密度が高く、時計を作っ
ているため定時制にうるさい。
　このような条件下で、スイスがとった方策は
徹底的な合理化だ。ユーザーファーストに考
え、公共交通事業者には連携を促す。公共交通
事業者で作るタリフゲマインシャフトのもと、
データの一元化と接続性を考えデータの統合を
行った。そのため15年前ですでに鉄道、バス、
トラムなどスイス国内のあらゆる公共交通の一

に高く、過度なクルマ依存を止めて環境にやさ
しい公共交通に転換する都市交通政策が進めら
れている。
　さらにデジタル化が特に欧州の小国で進んで
いる。面積は日本よりやや小さい33.8万平方キ
ロメートルと広大で、人口は約550万人と非常
に少ない。しかし労働時間は8時ごろから16時
ごろまでと非常に短い。ICTを活用して効率的
合理的に進めなければ国の経営は成り立たな
い。フィンランドでは健康保険証や運転免許証
をデジタル化され番号で管理されていて、しか
も国民はメリットを享受できるためデジタル化
に前向きだ。そのため公共交通のオープンデー
タなどのデジタル化も進んでいる。またヘルシ
ンキ市によると欧州の中でも北欧は歴史文化的
にヒエラルキーが小さくオープンカルチャーで
意思決定が早い。

図4　フィンランド・ヘルシンキの中心街

（2）ドイツ
　ドイツは日本と同様に自動車産業がある国
だ。それにも関わらず、環境に対する意識が高
い。都市部のクルマの台数を減らし環境負荷の
低い移動手段への転換に対して、自動車メー
カーもカーシェアやマルチモーダルアプリの
サービスをMaaSという言葉が出る以前から取
り組んでいることが特徴だ。
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　高雄市のMaaSアプリは「Men-GO（メンゴ）」
で通勤通学用MaaSだ。高雄市は若者の交通事
故や環境問題を抱えており、クルマ中心からヒ
ト中心のまちづくりにシフトさせた。公共交通
は日本と同様に改札があり、ICカードiPass（ア
イパス）を活用して乗車している。MaaSの料
金プランはサブスクリプションモデルを採用
し、行動変容と行動変更を促すインセンティブ
のフィードバックポイントを付与するなどの工
夫をしている。
　日本の植民地時代の街や法律に名残がある台
湾。親日で同じ言語を話せば台湾にいると日本
にいるのかと錯覚するほどだ。台湾は日本の国
内事例として捉えてもよいかもしれない。

図7　高雄市の公共交通

図8　高雄市のMaaSアプリ「「Men-GO（メンゴ）」

元的に乗換検索ができた。駅やサインなどもユ
ニバーサルデザインを取り入れ全国で統一され
ている。
　チケットに関してもユニークだ。1年間スイ
ス国内のあらゆる公共交通が乗り放題となる年
間パスが存在し、年齢や学生、シニアなどで価
格を区切って販売している。
　スイス以外の小国では公共交通を無料にする
ところも出てきている。小国で自治体が計画を
立て運行委託を出す仕組みをとっているため成
せる業かもしれないが、ここまですることは可
能だということを覚えておきたい。
　スイスからの教えは、強固な合理化の戦略を
持ちデジタル化する前にハードの環境や組織体
制を万全にしておけなければ合理化には至らな
いという点だ。

図6　スイス・チューリッヒ中心街

（4）台湾
　一番身近な海外事例にあたるのが台湾だ。
フィンランド式のMaaSを一番忠実に実行しよ
うとしている国と言ってもいいだろう。日本よ
り先んじて2017年よりMaaSの検討を北部の台
北周辺と、南部の高雄市の2か所で開始した。
　北部の MaaS アプリは「UMAJI（ユマジ）
遊.買.集」で自動車交通を含めたMaaSに取組
んでおり日本のヒントにもなる。
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晴らしい」と称賛したことに驚いた。
　このように日本にも他国に劣らない経路検索
や決済システムが既にある。

（6）トヨタ「my route」
　最近生まれた国内のMaaSの取組みとして興
味深いものをいくつか紹介しよう。2018年か
ら実証実験をはじめたトヨタと福岡に本社を置
く西日本鉄道（西鉄）の取組みだ。西鉄はドラ
イバー不足を抱え、福岡市内のバス網を他の移
動手段と連携させながら削って、郊外の路線維
持へと戦略を転換してきている。もともと街づ
くりとICT化、他の事業者とのコミュニケー
ションを密にとってきていた西鉄の基盤に、ト
ヨタのMaaSアプリ「my route（マイルート）」
を組み合わせることで実証実験は好調だ。

図10　my route（マイルート）

　また渋谷に本社を置く東京急行電鉄（東急）
は沿線の価値向上と日本の観光振興に貢献す
るためMaaSに2018年より取組んでいる。第
一弾のMaaSアプリは、ダイムラーグループの
moovel（ムーベル）のシステムを使った伊豆
半島の観光MaaS「Izuko（イズコ）」だ。
　新宿と小田原を結ぶ小田急電鉄もMaaSアプ
リ「MaaS Japan」の開発にオールジャパンで
に取組んでいる。

（5）  ナビタイム、Yahoo!MAP、JR東日本のモ
バイルスイカ

　日本は「MaaSの取組みが遅れている」と揶
揄されるがはたして本当だろうか。日本でも独
自の進化を遂げた高度な経路検索と乗換検索、
決済システムがある。
　ナビタイムジャパン（2000年設立）は経路
検索と公共交通の乗換検索のコア技術に、情報
の統合や移動の際の手間をできるだけ省き有益
な時間を作ることに長年向き合ってきた。同社
のトータルナビのアプリ内で徒歩、電車、バ
ス、クルマ、自転車のあらゆるモビリティに対
応し、タクシーの配車、飛行機の予約などが他
のアプリを立ち上げずに完了させることがで
きる。MaaSが登場する前からサービス提供を
行っている。ヤフーのYahooMapも同様に多
くのユーザーを抱える人気アプリだ。

図9　ナビタイムジャパンのトータルナビ

　東日本旅客鉄道（JR東日本）が提供するス
マートフォンを使いApple Payと連携させた
モバイルSuica。筆者は2019年にアメリカの
MaaS事情を取材した際にサンフランシスコと
ロサンゼルスの交通関係の担当者が「アメリカ
はサンフランシスコのシリコンバレーの印象が
強く、進んでいるように言われるが、日本の方
が進んでいる。JR東日本の決済システムは素
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証実験をみてきたが、実証実験期間の終了とと
もに終わり、根付かなかったものが大半だ。実
証実験疲れをしている企業も見受けられる。
　地域の公共交通事業者も同様だ。利用者数を
減らしドライバーの給与や支出を抑えながら耐
え忍んできた事業者が多い。今年をどのように
耐えるかという状況で、5年後10年後を予測し
た計画を立てていくような経営者や企画部門が
不在の状況だ。また民間事業者が公共交通サー
ビスを担っているため、地域内の事業者間は非
常に仲が悪い。自転車ですらバス事業者にとっ
ては競合相手となる。また同じグループ内です
ら鉄道とバスの関係性は悪く調整に非常に汗を
かく。
　平成19年の地域公共交通活性化再生法の制
定や、平成26年の改正を踏まえて、地方公共
団体をはじめとする地域が主体となって、計画
的なまちづくりと連携し、地域公共交通の確
保・維持の取組みを進めることとなった。しか
し関係者が事前に根回しされ事項を承認するだ
けの会議と読み物的な計画書ができあがるばか
りで、地域の全体的な暮らしと移動を本気で変
えていこうとするものは少ないのではないだろ
うか。
　人口ボリュームと強い経済力で日本はこれま
で発展を続けてきた。しかし人口減少のなか
で、これまで通りにいかないことは誰もがわ
かっている。ともに考え、ともに学び、ともに
汗をかき、地域の未来について話すタイミング
が来ている。
　これからの地域で必要となることは、このよ
うなことができる人材育成とその育った人材が
あらゆる人とつながり動いていくことを支援す
る体制づくりだろう。

8　おわりに
　これまでモビリティを取巻くデジタルテク

（7）他の取組み
　MaaS アプリの開発まで至っていないが、
MaaSの取組みとしておもしろい取組みがあ
る。たとえば神奈川県の横須賀市、香川県の高
松市だ。
　経産省・国交省が2019年4月からMaaSなど
新モビリティサービスを取組む地域や企業を応
戦するプロジェクト「スマートモビリティチャ
レンジ」に取組んでいるが、その際に参考にし
た取組みが「ヨコスカ×スマートモビリティ・
チャレンジ（スカモビ）」といわれている。
　フィンランド式のMaaSを実現する素地を持
つ地域は日本には少ないと言われているが、そ
の1つが高松市だ。スイスと同様にフィジカル
面と組織体制の必要性を示唆してくれる。

7　日本の課題
　これまでデジタルテクノロジーを活用して、
地域内の移動や社会課題を解決しようとあら
ゆる産業界が注目していることを紹介してき
た。しかしこの好景気をうまく活用できていな
い地域がほとんどだ。なぜならこのような新し
い動きに対して対応できる人材や組織が育って
いないからだ。人口が減少し税収が減少する中
で、高齢化社会に対応した多様なサービスに対
応しながら、持続可能な都市経営を強いられる
地方においては、欧州の小国のようにデジタル
化をうまく活用していかなければ経営が成り立
たないといっても過言ではないだろう。しかし
デジタル化と聞いて「難しいことは無理だ」と
いって敬遠する地域が多い状況だ。自治体やそ
こに住む住民が自分たちの地域は今後どのよう
になっていくのか、問題が出てくるのであれば
先んじてどのような手を打たなければならない
かを考える必要がある。地域が温まった状態で
なければ新しいものを受け入れる土壌はできな
い。過去のさまざまなモビリティサービスの実
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ノロジーの可能性とMaaSの活用について述べ
てきた。しかしMaaSによってすべての暮らし
と移動の問題が解決するわけでない。救えない
移動もある。新しいモビリティサービスの中に
は、高齢者や障がい者が使えないものもあり、
もっと多様な移動手段を活用したサービスが必
要になる。なぜなら基本的にはMaaSは既存の
公共交通やシェアサービスによって構成されて
いるからだ。当然、いろいろ手を尽くしたとし
ても事業性が成り立たず、サービスが行き届か
ない地域も出てくる。MaaSは万能薬ではない
ことを踏まえ、さまざまなハードとソフトの解
決策を適材適所に活用していく必要があるだろ
う。
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1　はじめに
　皆さんは、ジオデザインという言葉を聞いた
ことはあるでしょうか？
　GISを活用し、建物や都市のデザインの過程
において地理的な考慮をする、といったもの
で、スマートな街づくりの手法として注目され
ています。近年問題になっているグローバル
化、人口増加、気候変動、資源需要の増大など
の重要な課題もジオデザインを通して解決策を
見出すことができると言われています。
　ここでは、ジオデザインの概念のおさらいと
米国ハワイ州ホノルル市での活用事例をご紹介
します。

2　ジオデザインとは
　「ジオ」とは地理学のGeographyや地質学の
Geology等の頭に付いている言葉ですが、「デ
ザイン」にこれが付くことで、建物や都市のデ
ザインの過程において地理学的な要素を考慮す
るといった意味合いになります。
　そのような考え方は今に始まったものではな
く、古くから人々はその土地の風土に適応した
デザインを行ってきました。例えば日本の木造
建築は蒸し暑い日本の気候に対して空調機能を
発揮すると言われていますし、雪深い地域では
雪下ろしの手間を省く合掌造りのような建物
が、日本海側の漁村には一階部分で舟に乗り降
りできるような舟屋のような建物もあります。
さらに大きな範囲では、防御を主眼に置いた城

下町や交通の要衝に発展した宿場町、低地を堤
防で取り囲んだ輪中集落や、山間部の急斜面で
土地や水を効率的に利用する棚田など、その土
地の気候や生活スタイルに合った家屋や街並み
のデザインは数え上げればきりがありません。
　現代においては、私たちが何かのデザインを
する場合、どのようなプロセスを踏むでしょう
か？住宅のデザインなら、何階建てで屋根の形
がどうで、壁の材質が何で、色が何色で、庭に
は芝生と桜の木を…等いろいろな要素を具体的
に考えていきますが、そこには何らかの選択や
決定が存在するはずです。その決定の根拠とな
るのは、自分や関係者あるいは所属するコミュ
ニティの価値観や経験、伝統のようなものかも
しれません。

図1　デザインの過程において「ジオ」を考慮

丹羽　雄輔
にわ　ゆうすけ

入社以来、米国Esri社等の画像・3D系
を中心にGISソフトウェア製品の技術
担当としてサポート、トレーニング、
コンサルティング等に従事。2012年に
Esri CityEngineの担当となったことか
ら、ジオデザインや3D CGに接点を持
つ。2019年度より名古屋オフィス勤務。

GIS とジオデザイン～米国ホノルル市を事例に～

ESRI ジャパン株式会社　コンサルティングサービスグループ　課長　　丹羽　雄輔
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切っても切れない関係にあると言えます。

4　ジオデザインのプロセス
　ここまでジオデザインの概要とその有用性を
述べてきましたが、ではジオデザインを実施す
るには具体的に何をすれば良いのでしょうか？
下図はジオデザインのプロセスを具体的な形に
したものです。

図2　ジオデザインのプロセス

　ジオデザインのプロセスは構想案を練ること
から始まります。それをマップやグラフなどの
目に見える形に可視化し、関係者間で評価しま
す。現在の問題点を書き出し、周囲の人から意
見や新しいアイディア等のフィードバックを
貰ったら、再度構想プロセスに戻って、それら
を反映し、可視化、評価します。このように、
構想、可視化、評価を繰り返し、最善のデザイ
ンを決定していきます。
　さらにこれらのモデルがどのように構築され
処理されるべきであるかを示すのが、カール・
シュタイニッツ（ハーバード大学大学院デザイ
ン研究科）によって提案されたジオデザインプ
ロセスです。

　ジオデザインでは、この根拠として「ジオ」
な要素を盛り込みます。例えば、近所に高い建
物があって日影になっている時間が多いから屋
根に天窓をつける、線路が近くて音が気になる
から窓は小さめにする、風が強いから垣根を作
る、地盤が弱いから深く杭を打つ…身近なもの
でもいろいろ考えることができます。都市レベ
ルでは、さらに「ジオ」の要素が重要になりま
す。再開発でより魅力的な街にするには？人口
増加と環境問題の両方に対応できる街とは？自
然災害に強い街とは？ジオデザインはこうした
問いに対して解決策を見出せる可能性を秘めて
います。
　このように、建物や街のデザインの過程に地
理的な分析を含めることで、より快適で持続可
能な生活を実現しようというのがジオデザイン
のゴールです。

3　ジオデザインとGIS
　では、建物や地域を取り巻く地理的な状況を
知るにはどうすれば良いのでしょうか？そこで
考えられるツールがGIS（地理情報システム）
です。GISでは、地図の座標に関連付けること
さえできれば世の中のありとあらゆるデータを
利用することができます。地図データはもちろ
ん、航空写真や衛星画像、測量データ、気象デー
タ、地球科学データ、道路や鉄道のネットワー
クデータ、上下水道や都市ガス、電気等のユー
ティリティのデータ、都市計画等の行政のデー
タ、国勢調査などの統計データ、最近では街中
に設置された様々なセンサーや人が持ち歩くス
マートフォンなどの携帯端末、あるいは自動車
に搭載されたセンサーなどで取得された膨大な
データも位置と紐づけて利用されるようになっ
ています。そして、これらのデータを統合的に
解析・可視化し、最善の決定を下すことができ
るのです。このように、GISとジオデザインは
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開発シナリオの作成に地理学的ナレッジを盛り
込んだジオデザインの概念を応用しました。

ホノルル市の課題
　ホノルル市の人口は2050年までに25万人増
加し、14万1千世帯分の新規住宅が必要になる
と推定されています。ちなみに名古屋市全体の
世帯数は2019年6月現在で約112万世帯だそう
ですので、実にその8分の1、1つの区よりも大
きなコミュニティに相当します。
　米国の宅地開発は家族用戸建て住宅が主流で
すが、これは、道路、電力、上下水道といった
インフラの建設や維持管理といった面で高コス
トとなります。
　こういった問題に対しては、都市を高密度化
し、「横」ではなく「上」への成長を促すこと
により、コストを抑えることができます。

図4　ホノルル郊外に広がる住宅地

　また、手頃な物件の多い郊外に住宅地が広が
ることで、通勤などで都市部へ向かう交通機関
が不足し、交通渋滞が悪化するという問題も持
ち上がっています。

図3　 シュタイニッツによるジオデザインの6つ
のモデル

　このジオデザインプロセスは、地域におけ
る変化の性質を定義する6つのモデルから成り
立っています。最初の3つのモデルは、「地域
はどのように記述されるべきか」、「地域はどの
ように機能するのか」、「地域はうまく機能して
いるか」という問いかけに答える評価のプロセ
ス、次の3つのモデルは、「地域はどのように
変更されるのか」、「変化がもたらす違いは何
か」、「地域を変更する必要があるか」という問
いかけに答える介入のプロセスです。これらの
プロセスを順にたどることで、ジオデザインの
骨格を形成することができるとシュタイニッツ
は述べています。
　このようなジオデザインの実践手法について
は、古今書院から出版されている「ジオデザイ
ンのフレームワーク（カール・シュタイニッツ
著、石川幹子・矢野桂司 編訳）」に詳述されて
いますので、ジオデザインにご興味を持たれた
方は是非ご一読ください。

5　ジオデザインの事例
　ここからは実際に米国ハワイ州ホノルル市で
行われたジオデザインの事例を見ていきましょ
う。
　ホノルル市のGIS担当チームは、市が抱える
スプロール化（無秩序な都市化）の抑制、交通
渋滞の緩和といった課題に取り組むにあたり、
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道路網データを使って駅からの徒歩圏を計算
し、未開発地については、駅からの直線距離を
使用して計算しています。

図7　 GISにより算出された駅の建設予定地点か
らの到達圏

図8　徒歩圏を高密度化の最適地として選定

　このようなプロセスを経て選定された徒歩圏
エリアへの住宅の高密度化により、新規住宅需
要の80％を供給可能であると試算されました。
ではこれを実行した結果、都市の景観や環境は
どのように変わるのでしょうか？それをコン
ピューター上に可視化し、評価することが、ジ
オデザインの次のステップになります。

都市の高密度化の3Dモデリング
　高密度化の実行前（現況）と実行後の街並み

図5　ホノルル市の交通渋滞の様子

　そこでホノルル市は、宅地需要の増加と交通
渋滞を緩和するための方策として、新しく鉄道
を建設することを検討しました。すなわち、高
架の軽便鉄道を導入することにより、交通シス
テムに対する開発インパクトを最小限に押さえ
つつ、都市の高密度化を図るというものです。

GISによる将来モデルの作成
　まず、計画路線とそれに沿った21個の駅の位
置を示すGISデータを作図しました。また、周
辺の道路や河川、建物、自然公園、都市計画そ
の他の地物のGISデータも用意されています。

図6　新設する鉄道路線

　そしてこれらのデータとGISの空間解析によ
り、各駅からの徒歩圏を決定しました。現在す
でに都市化されている地域については、実際の
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図9　既存データによる現況の3Dモデリング

鉄道システムがもたらす変化のモデリング
　次に鉄道システムの建設や高密度化の実施に
よる未来像を可視化しました。現況のモデルに
鉄道の計画路線から生成した高架や車両のモデ
ルを追加してその景観をシミュレーションする
のはもちろんですが、ジオデザインとしては
もっとすべきことがあります。

図10　 計画路線の3Dモデル化による景観シミュ
レーション

　冒頭にGISで分析して作成した高密度化の候
補エリアのデータを基に、高密度化を実現する
ための規制緩和などを盛り込んだゾーニング

（用途地域）データを作成しました。ゾーニン
グデータは高さに関する規制も含むため、3D
で表現することでより直感的に理解できるよう
になります。

を比較するため、両者の3D CGモデルが作成
されました。景観の分析という観点では、壁面
にテクスチャを貼ったリアルなモデルを使用し
て街並みを再現するのが最善ですが、市が保
有するテクスチャ付き3D建物データセットは
限定的であり、最新の測量技術等で新規に3D
データを作成するのは予算的に困難でした。ま
た現況のモデリングだけでなく、計画に基づく
将来像もモデリングする必要があります。しか
もジオデザインでは、評価とデザインの修正を
繰り返すことでより良いデザインを目指すの
で、評価を反映した新しいデザインで3Dモデ
ルを即座に作り直す必要もあります。
　ホノルル市はこの用途にEsri社の3D都市モ
デル作成ソフトウェアCityEngineを使用しま
した。同ソフトウェアはGISデータから自動的
にリアルな3Dの街並みを生成することができ
るため、元となるGISデータを変更するだけで
様々なパターンの景観を瞬時に作り出すことが
できます。

現況の3Dモデリング
　ホノルル市が利用可能なデータは、テクス
チャ付き建物（一部地域のみ）、テクスチャな
し建物（一部地域のみ）、高さ属性を持つ家形

（一部地域のみ）、道路、用途地域、他の様々な
二次元のGISデータでした。これらを3Dモデ
ル化するにあたり、テクスチャ付きの建物デー
タはそのまま取り込んで使用し、それ以外の
データには3D都市モデル作成ソフトウェア上
で立ち上げたり、テクスチャを貼るなどのルー
ルを適用して3Dモデル化したものを統合して
作成しました。
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　こうして高密度化を実現するためのゾーニン
グとそのシミュレーション結果を視覚化して評
価することを繰り返し、最善なゾーニング案を
策定することになります。

スプロール化を放置した場合の未来像
　もし高密度化を行わなかったら、2050年まで
に都市はどこまで広がって行き、どんな姿にな
り、どのような影響があるでしょうか？それを
評価するため、郊外において、高密度化を行っ
た場合と行わなかった場合のそれぞれについて
GISの空間解析と3D可視化を実施しました。
　まず、GIS上で既存の建物や空港などの人工
的な施設等からの近接性や公園や保護区などの
規制といったデータから都市の拡大しやすさの
データを作成しました。

図14　 都市の拡大しやすさに制約を与える自然公
園や既存開発地などのエリアを示すデータ

図15　 様々なGISデータから解析された都市化し
やすさのデータ

図11　現況の用途地域の3D可視化

　また、この情報を基に建物の高さや用途の制
限を反映した3D建物モデルとして生成したの
が次の2つの図です。高密度化を適用した場合
は鉄道路線の付近に大きな建物ができていま
す。

図12　自動作成された高密度化前の景観

図13　高密度化を適用した場合の景観
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図18　 高密度化によるスプロール化の抑制効果を
3Dモデルで比較した例（左：高密度化を
未実施、右：実施）

　高密度化を行わなかった場合は、より広範囲
の農地がスプロール化により宅地になり、景観
が大きく変わってしまっている様子が分かりま
す。このように3Dモデルで表現することで、
より現実感のある形で街並みのデザインを関係
者と共有し、評価することができます。そして
このデザインに対する評価を基に高密度化の対
象エリアや郊外の宅地化の制限を調整し、再度
の可視化、そして評価というようにジオデザイ
ンのプロセスを回し、最終的なデザインを決定
することになります。

結果
　一連の検討結果からホノルル市は、高密度化
を実施することにより約425 km2の未開発地と
農地を消失から保護できるのに対し、高密度化
を行わないと、さらに93 km2の道路用アスファ
ルトが必要となり、不浸透面の総面積が増大す
るということを試算することができました。
　また、住民を公共交通機関の近接地に住まわ
せることにより、公共交通機関の利用を促進
し、開発がもたらす交通システムへの影響（道
路の渋滞など）を減少させることができるとい
う結論を得ることができました。

　これに基づいて、2050年までに増える都市
エリアを、高密度化を実施しなかった場合と実
施した場合の2パターン作成しました。

図16　 高密度化を行わなかった場合に2050年ま
でに都市化するエリア

図17　 高密度化を行った場合に2050年までに都
市化するエリア

結果の可視化
　この解析結果を3Dモデルとして可視化した
のが次の図です。
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ArcGISとAirflow Analystで目指す

（東京農業大学　地域環境科学部　地域創成科学科）

https://www.esrij.com/industries/case-studies/ 

106226/

Esri CityEngineを使った超立体3Dマップ化プロジェ

クト（近畿大学　総合社会学部）

https://www.esrij.com/industries/case-studies/ 

96572/

6　まとめ
　ここではジオデザインの概念とホノルル市で
実践された都市の高密度化の検討についての事
例をご紹介しました。ジオデザインでは、建物
や街のデザインにおいて、地理的な知見を考慮
し、環境や文化にフィットしたデザインを決定
することができます。これを実践するための手
法の一つがジオデザインのフレームワークであ
り、建物や都市を取り巻く環境の様々なデータ
の収集・統合やそれらを使った解析、結果の可
視化、評価、フィードバックといったプロセス
を順に実行することでジオデザインを実践する
ことができます。GISはその作業をシームレス
に行うことのできるツールと言えるでしょう。
　最後にESRIジャパンのWebサイトに掲載さ
れているジオデザイン／GISを活用した都市デ
ザインの事例を記載します。当記事でジオデザ
インに興味を持っていただけた方は是非ご一読
ください。

ホノルル市の未来を3D都市景観モデリングで可視化

（ホノルル市）

https://www.esrij.com/industries/case-studies/ 

39509/

福島県相馬市を対象とした土地利用デザインの提案

（立命館大学　歴史都市防災研究所）

https://www.esrij.com/industries/case-studies/ 

48072/

GISを使って作成した立体都市模型と津波浸水想定深

度の体験型展示の開発（徳島大学　総合科学部）

https://www.esrij.com/industries/case-studies/ 

82105/

環境と調和した地域・都市づくり支援のためのマップ

作り（広島大学　大学院工学研究科）

https://www.esrij.com/industries/case-studies/ 

106059/

熱環境と風況解析による環境計画手法の確立を
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1　はじめに
　近年、少子化による児童数の減少や過疎化に
よる統廃合により、全国において毎年約500校
の公立学校が廃校の運命をたどっています。そ
のような中、廃校の校舎を取り壊すのではな
く、別の形で活用しようという取り組みが全国
各地で行われています。
　今回、本市において、新しい時代「令和」の
幕開けとともに、新たな活用がスタートする旧
那古野小学校施設について紹介します。

2　背景
　旧那古野小学校は、1909年に開校し、学校
施設としてだけでなく、地域における防災機能
や地域活動の拠点として、重要な役割を果たし
てきました。
　しかし、少子化に伴う児童数の減少により、
2015年4月に旧那古野、旧幅下、旧江西小学校
の3校が統合となり、旧那古野小学校の施設は
統合後の新校舎が建設されるまでの間校舎とし
て利用された後、2017年3月に閉校となりまし
た。
　旧那古野小学校は、様々な都市機能が集積
し、2027年のリニア中央新幹線開業を迎える
名古屋駅の近傍にあります。また、町屋や土蔵
など古くからの地域資産が残る四間道・那古野
地域に位置していることや、名古屋城から大
須・熱田を介して、有松・桶狭間までの「歴史・
文化軸」及び近世以降の名古屋のまちづくりと

近代の産業発展を支えてきた「まちづくり・も
のづくり魅力軸」上にあることなどから、今後
のまちづくりを進めるうえで重要な役割を担う
場所です。

図1　位置図

表1　施設の概要
在地 名古屋市西区那古野二丁目14番 1 号

交通

・「名古屋駅」より約800m
・ 名古屋市営地下鉄「国際センター駅」から

約700m
・名古屋市営バス「菊井町」から約100m

土地
敷地面積 6,940.86m2（公簿面積6,947m2）

用途地域 商業地域

主な 
建物

北校舎 地上 3 階　1981年竣工

西校舎 地上 3 階　1995年竣工

体育館 　　　　　1994年竣工

　本市では、旧那古野小学校施設の活用にあた
り、地域住民等の意見を聞きながら2か年かけ
て活用方針を取りまとめるとともに、活用方針
に基づいて事業者提案募集を行い、活用事業者
を選定しました。

廃校に新たな息吹　旧那古野小学校

名古屋市住宅都市局まちづくり企画課
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員等で構成する懇談会と、地域住民、商店街、
四間道・那古野界隈まちづくり協議会の代表者
等で構成する地域意見交換会を交互に開催し、
各会での意見や考え方を共有しながら、まちづ
くりの観点から今後の活用に向けた検討を進め
ました。そして、その検討を踏まえ「旧那古野
小学校施設活用方針（素案）」を作成し、各会
において方針に示す活用のコンセプト、方向
性、整備の進め方等について確認しました。

3．1　懇談会
　懇談会では、旧那古野小学校施設周辺の状況
を踏まえながら、当地の担うべき役割とコンセ
プト、活用に対する考え方等について意見交換
を行いました。
　また、本市より民間事業者へのヒアリング結
果を報告する中で、導入機能や事業スキームに
ついても意見交換を行いました。

3．2　地域意見交換会
　地域意見交換会では、那古野地域の現状を確
認しながら、懇談会と同様の議題について意見
交換を行いました。
　また、本市より他都市の事例を交えて事業ス
キームをご紹介する中で、地域と民間事業者が
どのように関わっていくのかについて、「まち

3　検討経緯
　3校の統合について地元合意後の2014年11月、
地域（那古野学区区政協力委員会、那古野学区
連絡協議会、四間道・那古野界隈まちづくり協
議会）から市長に旧那古野小学校の活用に関す
る要望書が提出されました。

○要望事項

・地域の防災拠点としての機能の維持
・地域住民の交流の場の確保
・地域を活性化する集客機能の導入
・ 地域のまちづくり活動を支援する機能の導入

　本市では、2016年から学識経験者と本市職

図2　旧那古野小学校

図3　地域意見交換会
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4．1　基本方針
〇活用のコンセプト

クロスコア那古野
～交流・創造・発信の場～

　コンセプトは、リニア中央新幹線の開業によ
るまちの変化を受け止めながら、当地の特色を
活かし、他地域と連携を強化し、様々な人が交
わり、新たなまちを生み出す拠点を目指すこと
としています。

〇活用の方向性
　施設の活用においては、これまで学校が担っ
てきた地域の防災機能やコミュニティ機能など
の公共的機能を維持しつつ、貴重な公有財産と
して有効に活用し、長期的な視点で事業性の確
保を目指すこととしています。
　また、以下の3つの方向性を掲げ、これらを
深く関連付けながら一体的に活用することによ
るさらなる「那古野らしさ」を追求し、単に名

づくり」「コミュニティ」「防災」の視点で分類
して意見交換を行いました。

○地域の関わりに関する主な意見

○まちづくりの視点
・ 長いスパンで地域と関わり合いが持てる仕組

みがよい。
・ この地域のまちの様子や活動を高く評価し、

一緒に連携していけるような民間事業者に活
用してもらいたい。

〇コミュニティの視点
・ グラウンドや体育館は様々なスポーツに利用

しているので、できれば今後も利用したい。

〇防災の視点
・ 避難所は公の力で維持していくものだと思う

が、ある程度地域も力を出して維持していか
なければならない。

3．3　旧那古野小通信
　本市では、このような取り組み状況につい
て、地域住民、商店街、まちづくり協議会の方々
に広く知っていただくために、『旧那古野小通
信』と題した印刷物を地域意見交換会開催等の
タイミングで発行しました（2019年4月までに
計11回発行）。

4�　活用方針（2018年3月）の概要
　2018年3月、本市は旧那古野小学校施設の活
用に関する基本的な考え方「旧那古野小学校施
設活用方針」をとりまとめました。

図4　旧那古野小通信
（vol.4 2017年3月発行）
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住民の交流の場の確保など、地域との連携を深
める活用となるよう条件を設定しました。

表2　貸付にあたっての主な条件①
条件

施設 
整備

・ 現状有姿で貸し付けることとし、市で
修繕等は行わない

・ 施設（校舎及び体育館）を除却し新築
することはできない

・ 市と協議し承認を得た場合は増築・修
繕可能

・ グラウンドに建物の新築は不可
・ 契約終了時は原状回復することとする

が、事前に市と協議し承認を得たもの
については原状回復不要

・ 地域利用等に配慮した施設計画を行う

地域 
連携

〇地域の防災拠点
・ これまで担ってきた地域の防災機能や

防災活動の場としての役割を継承する
・ 災害発生時には避難所としての利用に

協力し、指定避難所、災害救助地区本
部等の防災機能を確保する

〇地域住民の交流の場
・ 地域住民等の交流の場として、学区主

催の行事（成人式、防災訓練等）は地
域団体が優先的に利用できるようにする

〇地域を活性化する集客施設の導入
・ 活用の方向性として、「広域的な交流の

促進」に「名古屋の玄関口」や「回遊
性の向上」を示すことで、地域活性化
を担う集客機能を有する施設を目指す

〇まちづくり活動との連携・支援
・ 定期的に地域団体等と、当地と地域の

価値向上及び施設運営について話し合
う機会を持つ

・ 地域団体等の施設利用について、情報
交換を密に行い、協力して運営する

表3　確保する防災機能
用途 施設

災害救助地区本部 図工室

指定避難所 体育館、音楽室、図工室

指定緊急避難場所 洪水時は校舎（北・西）の3階、
地震時はグラウンド

防災備蓄倉庫 防災備蓄倉庫
（旧図工準備室）

古屋駅至近の公有地というだけでなく、名古屋
の魅力や個性を高める拠点として、エリアの価
値向上を目指すこととしています。

方向性①　広域的な交流の促進
方向性②　産業・知的資産を活かした創造
方向性③　地域力の創造と発展

4．2　活用に向けて
　活用の進め方としては、リニア中央新幹線開
業を見据え、既存施設を活用する第1ステップ
と、その後、活用成果を踏まえた施設とする第
2ステップの2段階による活用としています。

図5　活用の進め方

　第1ステップでは、既存施設を利用したリノ
ベーション型活用を目指すことで、都市的利用
のすすむ名古屋駅周辺地域の近くにありなが
ら、歴史的資産や下町風情を大切にし、ものづ
くり文化を継承する新旧が調和した特色あるま
ちの実現の可能性を追求していくこととしてい
ます。
　また、第1ステップでの活用により、交流拠
点や創造拠点として、さらにはリニア中央新幹
線の開業によるまちへの波及効果を受ける場所
として土地のポテンシャルを向上させ、第2ス
テップに向けた活用方策の可能性を広げること
を意図しています。

〇第1ステップの活用
　第1ステップは15年間と設定し、市が土地、
建物を所有し、施設全体を一括で民間事業者に
貸し付け、民間事業者がリノベーション型活用
をすることとしています。
　地域から要望があった防災機能の維持や地域
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表4　事業スケジュール

募集要項公表 2018年 7 月 2 日

現地確認 2018年 7 月10日
　　　　～31日

質疑書受付 2018年 7 月23日
　　～ 8 月 3 日

質疑回答 2018年 8 月20日

応募登録受付 2018年 7 月 2 日
　　～ 9 月 7 日

提案書類受付 2018年 9 月18日
　　　　～28日

書類審査 2018年10月22日

ヒアリング審査 2018年11月12日
　　　11月26日

契約候補事業者決定 2018年12月10日

※ 施設内の防火水槽の残置について、本提案募集に係
る追加情報として8月17日に公表し、その質疑につ
いては8月31日に回答した。

5．1　募集の概要
　募集要項では、『旧那古野小学校施設活用方
針』に掲げる第1ステップの活用に関する条件
をより詳細に提示し、貸付料は土地及び建物等
を合わせて、月額84万円を最低価格としまし
た。
　そして、第1ステップとして、3つの方向性『広
域的な交流な促進』『産業・知的資産を活かし
た創造』『地域力の創造と発展』への配慮とと
もに、第2ステップに向けた活用方策の可能性
の広がりを期待し、施設全体を一体的に活用す
る事業提案を求めました。

5．2　審査
　審査の流れとしては、今回提案書類の提出が
6者あったことから、書類審査を行い上位5者
に絞り込み、5者を対象にヒアリング審査を実
施しました。

〈成人式（1月）〉
　体育館、音楽室を使用

〈防災訓練（9月）〉
　体育館、音楽室、グラウンドを使用

図6　学区主催の行事

5　事業提案募集
　2018年度、本市は「旧那古野小学校施設活
用方針」に基づき、第1ステップ（15年間）の
既存施設を利用したリノベーション型活用に向
けて、施設全体を一体的に活用する事業提案を
公募型プロポーザル方式により幅広く募集し、
契約候補事業者を決定しました。
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表5　評価項目と配点
評価項目 配点

Ⅰ 提案内容等評価 160
1）活用方針との整合性 90

事業全体のコンセプト 45
広域的な交流の促進 15
産業・知的資産を活かした創造 15
地域力の創造と発展 15 

2）事業計画の実現性・具体性 70
応募者の安定性 20
事業計画の実現性 30
施設整備計画の妥当性 20

Ⅱ 貸付料価格評価 40
小計 200

加算点（その他特筆すべき事項） 10
合計 210

　契約候補事業者の決定にあたっては、学識経
験等を有する5名の評価委員が提案内容等に対
して総合的に評価を行い、最も評価の高い応募
者を、市が契約候補事業者として決定しまし
た。
　その結果、事業コンセプトを『なごのキャ
ンパス　次の100年を育てる学校』として提案
された東和不動産株式会社を代表とする共同
体（構成員：東和不動産株式会社、株式会社
オープン・エー、大成建設株式会社、株式会社
R-prp、株式会社パソナJOB HUB、Tongaliプ
ロジェクト）に決定しました。

図7　提案内容

〇事業コンセプト
　『なごのキャンパス　次の100年を育てる学校』
　那古野小学校を新たな産業・ベンチャーを育成する学校『なごのキャンパス』として再生します。
　 名古屋が産業の中心地として発展してから100年を迎えようとしている今、成長から成熟へ向かう次

の100年に向けて、「ヒトを育て」「物・事を生み出し」「エリアの価値を高める」新たな拠点を創造
します。

　―キャンパスとして愛される施設―
　　・地域の歴史や思い出を継承する小学校の再生であること
　　・さまざまな人々が交流し、新たな発想が“育まれる”施設となること
　　・ ビジネスを“育て上げる”「学校」として新しい人材を輩出していく施設となることの思いから“キャ

ンパス”としており、小学校として利用されていた時のように皆に愛されながら、那古野エリア
から次の世代を育んでいく施設となります。

〇事業内容
　　・当社が名古屋市から土地建物を賃借し、リノベーションを実施
　　・教室をオフィスとしてベンチャー企業を中心に賃貸
　　・入居者にはビジネスマッチングや専門家紹介などソフト面の支援

〇主な建物用途・機能
　　校　舎： コワーキングスペース、イベントスペース、まちの給食室（飲食店舗）、会議室、 

オープンキッチン、オフィス、シェアオフィス
　　体育館：イベントスペース

〇貸付料価格　　　月額840,000円
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図8　提案内容（イメージパース）
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7　おわりに
　旧那古野小学校は、学校の役目を終えてもま
ちの財産として、シンボルとして地域の人々に
愛され続ける中、今新たな活動の場として生ま
れ変わろうとしています。
　現在、施設開業に向けた工事が始まり、準備
も本格化していく中で、地域の期待も高まって
います。
　本市としては、『なごのキャンパス』の開業
が、当地において新たなまちを生み出す拠点と
なることを期待するとともに、事業開業による
まちへの効果検証を行い、第1ステップの活用
方針に掲げた3つの方向性の実現に向けて取り
組んでいきます。

参考文献
旧那古野小学校施設活用方針（名古屋市2018.3）

5．3　講評
　評価委員による全体講評及び最高得点提案に
対する主な意見と要望は以下のとおりです。

○全体講評

・ 活用方針に示す3つの方向性（※）への配慮を
求めた今回の募集に対し、「産業・知的資産
を活かした創造」に重きを置く傾向があり、
特に起業支援の分野に関して数多く提案され
た。

（※）活用方針に示す3つの方向性
　　 「広域的な交流の促進」、「産業・知的資産を活か

した創造」、「地域力の創造と発展」

○最高得点提案に対する主な意見と要望

・ 全体の事業構成のバランスがよく、安定した
事業運営が期待できる。

・ 運営の主体側だけでなくサポート側にも多く
の業種との連携が想定されており、運営体制
に優れている。

・ 来訪者や地域の方々が気軽に入りやすい施設
のイメージが具体的に表現されている。

・ 地域の特性と結びつけ、他のエリアとの違い
をいかに見出すか、提案内容をいかに地域に
根付くように実現するかという観点から更な
る検討を期待する。

6　決定から契約締結まで
　契約候補事業者決定後、本市と東和不動産株
式会社は2018年12月に基本協定を締結し、設
計協議及び地域協議を経て、2019年3月29日
に土地、建物等の公有財産有償貸付契約を締結
しました。契約期間は10年間とし、双方協議
の上、5年間の契約更新を行う予定です。
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□トーク

【小松】　皆さん、こんにちは。モデレーターを務めます、名古屋大学の小松です。
　本日ご参加の皆さんは、「地区の家」とか「コミュニティ・ハブ」という言葉に魅かれて、「それっ
て、いったい何だろう」と思いながらいらっしゃった方が多いのではないかと推察しています。そ
ういう方はおそらく、今の日本の地域社会が直面している課題や最近の動きに強く関心を持ってお
られるのではないかと思います。私もその課題や動きはトリノの「地区の家」で行われている取り
組みと重ね合わせられる点が多いと思い、今回のシンポジウムを企画するに至った次第です。
　「“地区の家”とは何か」については、これからボッコさんが詳しくお話しされますが、一つ、彼
が私たちに寄せてくれた言葉をご紹介しておきたいと思います。それは、「“地区の家”とは、住民
自身が自分たちの地区のために何かすることのできる場所である。その最終的な目標は、住民同士
の間の人間関係をケアすることだ」ということです。これは、「地区の家」というものを、端的に
紹介している言葉であると同時に、われわれの気持ちや考え方を非常に前向きにしてくれる言葉だ
と思います。この一節は、まさに、本日のボッコさんのお話のエッセンスの一つになると思います。
また、私は、「公共建築のつくりかた」というのを、「みんなの場所のつくりかた」というふうに読
み替えて考えていますが、「みんなの場所のつくりかた」についても「地区の家」から皆さんとと
もに学び合いたいと思っています。

ユネスコ・デザイン都市なごや×名古屋都市センター　CREATIVE CAFÉ NAGOYA vol.8

イタリア・トリノの「地区の家」に学ぶ 
コミュニティ・ハブのエッセンス

日時：2019 年 2 月 16 日（土）13:30 ～ 15:30
場所：名古屋都市センター　11 階ホール

スピーカー　：アンドレア・ボッコ（建築家、トリノ工科大学建築学科建築技術専攻　准教授）
　　　　　　　【通訳】多木陽介（演出家、アーティスト、批評家）
モデレーター：小松　尚（名古屋大学大学院環境学研究科　准教授）

主催：ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会
　　　公益財団法人名古屋まちづくり公社名古屋都市センター
　　　名古屋大学大学院環境学研究科小松研究室

本イベントは名古屋市とトリノ市が姉妹都市であり、また共にユネスコ創造都市ネットワークのデザイン
都市であることからクリエイティブ・カフェとして企画・開催されました。
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イタリア・トリノの「地区の家」に学ぶコミュニティ・ハブのエッセンス

建築家、トリノ工科大学建築学科建築技術専攻　准教授
アンドレア・ボッコ

　こんにちは、CREATIVE CAFÉへお越しの皆さん。これから、トリノという地域での特別な取
り組みについての話をしますが、これはトリノに限った話ではなく、もっと広い世界のために意義
のある取り組みだと思っています。
　よくある都市開発の手法というと、放棄された建物などを壊して、更地にして、そして新しく建
てる、というのが典型的ですが、われわれはそうではなくて、その地域に住んでいる人たちに目を
向けて、その人たちの生活をいかに改善していくか、という手法でアプローチしています。

1．サン・サルヴァリオ（San Salvario）で「みんなの場所」をつくる

　トリノ市にある「サン・サルヴァリオ」という地区は、市のほぼ中央に位置し、またトリノで最
も重要な駅に隣接しています。そこをなんとか改善しようと活動を始めて、すでに20年が経ちます。

（1）サン・サルヴァリオ地区の成り立ち、特徴
　サン・サルヴァリオは、19世紀半ば以降に生まれたまちです。ここは、行政がつくる大きな都
市計画によって整備された地区ではなく、どの場所も一つ一つ、自然発生的にできてきたといえま
す。
　戦後、トリノでは何度か大きな移民流入の波が起きましたが、サン・サルヴァリオはそういう人
たちが入り込んできた地区です。だから、ここは文化的にも宗教的にも非常に多様性に満ちていま
す。また、飲食業などの店も非常ににぎわう一方、文化的な活動もかなり活発に行われており、経
済的にも社会的にも非常に活気のある地域といえます。
　ところが、1990年代半ば頃、この地域への移民が、主にアフリカ系の移民が非常に増えたことで、
社会的にかなり緊張が高まった時期がありました。またその当時、この地域の治安に関して、メディ
アには「犯罪などが非常に増えたのではないか」と書き立てられました。
　そこで、われわれはこの地域の改善を図ろうと、研究チームをつくり、まずはこの地域の特徴を
はっきり見極めることから始めることにしました。

（2）地区改善事務所の創設　－地区住民の生活環境改善を目指して－
　われわれの目的は、トリノ市とも協力しながら、多角的な地区改善を実現することです。それは、
ここに住む市民の生活環境を改善する、つまり経済的、社会的、文化的といったさまざまな側面を
すべて含めての改善ということです。そこで、われわれはこの目的に向けて取り組むため、「地区
改善事務所」というものをサン・サルヴァリオに創設しました。
　この地区改善事務所は、数人で運営しているわけではありません。イタリアでは市民団体のこと
を「アソシエーション」といいますが、この地区改善事務所は、多数のアソシエーションをメンバー
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とした、二次的な市民団体として活動しているのです。
　ここでは、公共的なニーズに対応した活動を行っています。すなわち、市民への情報提供、困っ
ている人を助けるといったことから、彼ら自身の参加を得ながら地区改善のためのプロジェクトも
推進しているわけです。と同時に、われわれは市にとっての一種のアンテナとなって、この地域の
状況や情報を市に提供することで、市政の助けとなるような役割も果たしているのです。
　さて、1999年にわれわれはここでの活動を始めましたが、最初に取り組んだのは、「この地域は
危険な場所だ」という汚名を返上しようということでした。「実はこの地域は豊かなリソースのあ
るすばらしい場所だ」ということを、地域住民にも世間の人たちにも認識してもらいたかったので
す。それは、広い意味での文化的な取り組みといえます。そこで、2001年から「サン・サルヴァ
リオ　モナムール（San Salvario mon amour）」という地区のフェスティバルを何年か続けて開催
しました。こういった取り組みにより、新聞等のメディアには初めて、「ここは非常にすばらしい
場所だ」というポジティブな表現を使ってもらうことができました。これは成功した取り組みの一
つですがに、現在に至るまで、実にいろいろなことに取り組んできました。
　そして、地区改善事務所としては、「これで地域がどんどんよくなっていける」と自分たちの力
に自信がついてきた頃に、本日の主題である「地区の家」をつくることになりました。

2．地区の家（Casa del Quartiere）とは

　われわれは、活動当初から「地区の家」のような場を持ちたいと思っていたのですが、なかなか
そういう機会に恵まれませんでした。それが、2006年に、ボーダフォン財団のコンペでわれわれ
の提案が採択され、その願いがかなうことになったのです。

（1）放置されていた公衆浴場の再生
　われわれの提案というのは、ほとんど放置状態にあった市営の旧公衆浴場を改修して「地区の家」
をつくる、というものでした。結果、ボーダフォン財団から改修費用を得ることが出来、市当局か
らはその建物を30年間は無料で借りられることになりました。このようにして、「地区の家」は誕
生したのです。
　「地区の家」には、非常に大きな部屋が一つあり、そこは芝居やコンサートやミーティングなど、
いろいろな目的のために使われています。また、たくさんある小さな部屋では、講座などが開かれ
ています。そして、カフェテリアが一つあります。
　実は、この「地区の家」で一番人気のある場所は、中庭です。外部から守られた安全な場所であ
り、おまけに南向きなので、冬でも少し陽があたるとすぐに人が出てきます。子どもたちは駆け回っ
て遊び、親たちはおしゃべりをする。人と人が出会う場として非常に人気のあるスポットになって
います。この「地区の家」は、ほぼ毎日開いています。開館時間も非常に長く、夜遅くまで利用で
きます。
　さまざまなニーズや課題を抱えて訪れる市民には無料で応対したり相談に乗り、地域改善のため
のプロジェクトに取り組み、各種の講座が開かれ、そして遊び場としても使われる。それが「地区
の家」なのです。
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（2）コミュニティ・ハブとしての「地区の家」
　「地区の家」というのは、もともとはサン・サルヴァリオでは固有名詞として使われていましたが、
トリノにある他のいくつかの同様な拠点の名称にも使われるようになってきました。どこの「地区
の家」でもサン・サルヴァリオと同じような活動をしていますが、もちろん各人各様、それぞれに
内容は多少異なります。そして今や、これらの「地区の家」を結ぶネットワークが完成しています。
　われわれの地区改善事務所は、この「地区の家」を運営すると同時に、今でもサン・サルヴァリ
オ地区の整備、活性化の取り組みを続けています。ただ、ある意味で、成功しすぎてしまった面が
あります。というのは、この地区に対するネガティブな印象はすっかり払拭されましたが、逆に、
非常に多くの若いクリエイターたちが住むようになり、ビルの1階スペースには大変な数のカフェ
やレストランなど飲食店が入ったため、夜などには住民にとってにぎやか過ぎる地域になってし
まったのです。

（3）「地区の家」の運営主体
　地区改善事務所の母体となっているのは、社会的協同組合の「スミズーラ」というグループです。
スミズーラというのはイタリア語で「オーダーメイド」という意味です。
　スミズーラでは、大きく分けると、二つの職種の専門家たちが働いています。一つは、建築家な
ど、空間を整備する専門家です。そしてもう一つは、人々のつながりなど社会的問題を扱う専門家
です。そういう専門家で成り立っているグループが「地区の家」を運営しているということです。
　それで、われわれの活動は、市から経済的なサポートを受けてきたわけですが、2010年以降は
世界的に経済危機の状況にあり、イタリアでも地域整備事業などに回される市の予算はほとんどな
くなってしまいました。そこで、市からお金の援助がないならば活動をやめてしまうか、あるいは
自分たちで起業するかという、このような選択に迫られることになりました。
　さて結論は、もう一つ、「地区の家」をやってみようということになりました。新たな「地区の家」
を、市の援助なしで、自分たちの力で始めることにしたのです。

3．ヴィア・バルティア（Via Baltea）でのチャレンジ

　そこで、サン・サルヴァリオの「地区の家」も運営しながら、今度はトリノの北部にある地区に、
「地区の家」をオープンしました。

（1）バリエーラ・ディ・ミラノ地区の成り立ち、特徴
　この地区は、まちの中心からミラノに向かう高速道路へ出る道が通っていることから、「バリエー
ラ・ディ・ミラノ」と呼ばれています。ここは、現在のトリノでは、外国人移民が最も多い地区で
す。もともとは南イタリアからの移民たちが住み着いてできたまちですが、ここにも何度か移民の
波が押し寄せたということです。ちなみに、サン・サルヴァリオのように超ブルジョア層から貧民
層までが住んでいる地区とは異なり、基本的には労働者階級が住んできたまちといえます。
　この地区は、歴史的に市も手を掛けるのが遅れてきたところで、特に地区の北部についてはそれ
が顕著です。ただ、南と中央の地域には最近はかなり投資が入り、地下鉄駅がつくられるという話
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もあります。このような条件下の地区に、新しい「地区の家」をつくろうと思うようになったのです。

（2）ヴィア・バルティアの「地区の家」
　そこで、この地域の中央あたりに、昔は印刷工場だった建物を見つけ、そこを借りて入ることに
しました。この「地区の家」は、バルティア通りにあるということで、「ヴィア・バルティア」と
いう名前で呼ばれています。
　「地区の家」の運営において、こことサン・サルヴァリオの一番大きな違いは、サン・サルヴァ
リオの方は家賃を一切払う必要がありませんが、こちらはオーナーが民間の方なので、かなりの家
賃を払わなければならないということです。だから、運営の実態は相当違うということです。
　空間的な特徴としては、ここはやはり「家」だということです。親密な感覚を持てる場所であり、
インフォーマルな場所という意味です。もう一つは、「中庭」があることです。家と中庭という二
つの空間的要素は、サン・サルヴァリオとも共通するものです。
●3つの活動原則とは
　われわれがここで行っている活動は、すべて三つの原則の下に成り立っています。
　一つは、何よりも「人」が大事だということです。われわれは、人と人との連帯感を強め、彼ら
にとって必要なことをきちんと聞き取り、特に外から来た人たちを受け入れる役割を果たしていま
す。
　二つ目は、「サステナビリティ」の重視です。市民一人一人が行う一つ一つの行為が、環境的に、
社会的にいかなる影響をもたらすか、ということについて教育する役割を担っています。
　三つ目は、「人に寄り添う」ということです。いかに地区のなかに入って、人々に寄り添い、そ
して彼らの信頼を勝ち得て仕事をしていくか、ということを考えながら実践しています。
●3つの運営要素とは
　そして、ここには運営における重要な要素も三つあります。
　一つ目は、食事を出す場所があることです。サン・サルヴァリオでは外部の業者にカフェの運営
を委託していますが、ここでは自分たちで運営しています。運営の特徴としては、出す料理はホー
ムメイドで、すべてベジタリアンメニューです。また、値段は極めて安価で、誰でも気軽に入れま
す。そして、このカフェは、子どもを対象とした「食」をめぐる講座を開く場にもなっています。
　二つ目は、プロの技術・知識を踏まえ、まちづくり等のノウハウを人々に教えるということです。
　三つ目は、スペースを市民に貸し出すことです。かなり安い料金設定になっています。都市では
人々が一緒に何かに取り組む場所が不足しているので、それを支援していこうと思っています。
　実は、この三つの運営要素は、この「地区の家」を支える基本的な収入源となっています。すな
わち、カフェテリアの収入、コンサルタント業務による収入、そしてスペースのレンタル料です。
●常駐の業者が入居　－地域雇用の創出－
　ここには、常駐で経済活動をしている業者が入っています。例えばジャズスクール、木工の工房
ですが、また間もなく自転車修理屋も入る予定です。
　また、ここには当初から、有機素材を使ってピザ、パン、ビスケット等を焼いて販売するパン屋
が入っています。市内にはここ以外に4つの直営店があるほか、外部に委託販売もしています。こ
こで一つ特徴的なことは、社会的困難を抱えている人たち、例えば移民などもそうですが、そうい
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う人たちを雇って、彼らが経済的に安定する機会を与えていることです。

　以上が、この20年ほど、われわれが地域改善を目指して取り組んできたことです。

4．「地区の家」から学んだこと

　では、これまでの取り組みの経験や見聞の中から、皆さんにも共有していただけるだろうと思え
る教訓や大事なポイントをいくつかお話ししたいと思います。

（1）運営方法や求められる能力について
●時間をかけて成熟させる（“Unavailability as good luck” and “It takes time”）
　欲しいものがすぐ手に入らないことは、逆に良い結果をもたらします。われわれは活動を始めた
20年前に「地区の家」を持ったとしても、うまく運営する能力がなかっただろうし、住民もすん
なりとはわれわれを受け入れられなかった可能性があります。そうではなくて、「地区の家」がで
きる以前から10何年もまちの改善活動を続けてきた市民団体の人たちが数多くいて、「一緒に取り
組んでいこう」という雰囲気があったからこそ、「地区の家」はうまく開けることができたのだと
思います。
　要するに、これは、建物を建てるという話ではなくて、「人々の間に何かをつくっていく」とい
うことなのです。人々の間に入って事業を行うプロセスというのはオープンでなくてはいけない
し、最初から「こういう道筋で、こうなるだろう」ということはわからないものです。だから、ゆっ
くり時間をかけて、何かが成熟していくのに任せることが大切です。
● 小さなことから始め、長期的なビジョンを持つ（“Small things first” and “Necessity of a 

vision”）
　実は、住民にとって問題となっていた公共のゴミ箱を、われわれは相談を受けてからたった数日
で移動させることに成功したのですが、それをきっかけに、われわれは地区住民の信頼を得ること
ができたのです。このように、小さなことから一つ一つ始めて、それをきちんと実現していくこと
が大事です。同時に、長い目で見たビジョンがないと絶対に成功しません。しかも、野心的で、魅
力的なビジョンであることが必要です。
●地区の住民とともに活動する（“A project built for and with the neighborhood”）
　地区整備･地区改善のプロジェクトというのは、ある地区で実施したものを別の地区へ輸出する
ことは不可能です。なぜなら、その地区の住民にも参加してもらいながら、彼ら自身のために取り
組む必要があるからです。例えば、サン・サルヴァリオで行われている大半の活動は、われわれの
コア・メンバーではなく、市民によって直接運営されています。
●必要な人は“T-person” （“T-people”）
　地区整備・地区改善においては、それを実施する「人」のクオリティが非常に重要です。プロジェ
クトを進めていくグループの中でも必要とされる人の特徴は何かというと、「T-person」という言
い方ができると思います。アルファベットの「T」の横の線は、「横に広がる、幅の広い視野を持つ」
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ということを、そして、真ん中の縦の線は、縦軸がきちんとあるということで、「自分の本職につ
いてプロであり、それを周りから認められている」ということを表しています。この二つの能力を
持っていることが必要なのです。
●他者を受け入れる資質が必要（“Feminine qualities”）
　もう一つ重要なクオリティは、「女性的な資質」ということです。自分の意見を押し通すよりも、
きちんと人の話を聞いて、受け入れて、話し合う能力が必要になってきます。そういう面は、男性
よりも女性のほうが有能であることが多いのです。
●住民の視点を持つ（“Becoming locals”）
　場所に思い入れを持って仕事をしていたら、多くの仲間はサン・サルヴァリオに住むようになり
ました。やはり住んで初めて見えてくることもあるし、住まないまでも、そこに住んでいる人たち
の視点を身につけることは大切です。要するに、外部のプロのコンサルタントという立場ではなく
て、その地域の人になりきるということです。そういう視点、態度で臨まないと、この仕事はうま
くやっていけないと思います。
●インフォーマルな場であること（“Ristorazione urbana”）
　市役所のある知り合いが言ったジョークですが、地域整備のことをイタリア語で「リジェネラ
ツィオーネ・ウルバーナ（rigenerazione urbana）」といいますが、それに引っ掛けて「リストラツィ
オーネ・ウルバーナ（ristorazione urbana）」というわけです。つまり、「地域整備」ではなくて、「地
域での飲食業」が大事というわけです。実は、地域整備・地区改善という取り組みにおいては、そ
の中心的な活動としてカフェやレストランを運営することは重要で、それがかなり機能している事
例があります。というのは、カフェなどは、非常にインフォーマルなかたちでコンサルティングが
できる場所だからです。そのような場所で生まれるものは、役所で話を聞いてもらう時とは随分と
違うと思います。
● 多様性を受け入れる、いつも開いている、敷居が低い（“Informality”, “Celebration of 

diversity”, “Openness” and “Low threshold”）
　「地区の家」というのは、多様性を受け入れることを第一の目標にしています。要するに、肌の
色、宗教の違い、政治的な主張にかかわらず、「誰でも来れる」ということです。インフォーマルで、
整然としていないかもしれないけれど、制度的な堅苦しい場所には絶対にならないようにしていま
す。
　また、「地区の家」はほぼ毎日開いており、一日の開館時間も非常に長いです。長い時間開けて
おくことで、ターゲットとなる多様な人々が来ることができるのです。
　役所や公的な機関が運営している施設には、厳しいルールがいろいろあるし、何か目的がないと
なかなか行かないものです。一方、「地区の家」は、敷居が低いわけです。広場のように誰でも勝
手に入れるという、そういう場所に常にしておくことが大事です。
● 利用者の責任感と自発性に任せる（“Responsibility and anarchy” and “Spontaneous 

generativity”）
　「地区の家」は、非常に長い時間、年中開けておくため、非常に少ない人数で運営するのは無理
だということはおわかりいただけるでしょう。そこで、われわれがコントロールするのではなくて、
逆に、利用する各人に責任を与えて、任せるわけです。場合によっては鍵も渡します。それは、利
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用者自身のモラルを鍛えることになっていきます。そして、そのことが、大勢の人がどんどん自発
的に来ることにつながっていきます。

（2）空間的な特徴について（“New concept of public space”）
　このようにして、非常に新しいタイプのコミュニティ空間、すなわち「地区の家」をわれわれは
創ってきました。あらためて思うに、それはどのような場所といえるのでしょうか。
●分かち合う（“Sharing”）
　まず、人々がお互いにいろいろなものを分かち合うという、そういう気持ちをどんどん育んでい
こう、という気持ちを持っている場所です。
●高め合う（“Awareness building”）
　また、人々が、いろいろな意味において、社会、環境といったものについて意識を高めるための
場所でもあります。
●つながる（“Strengthening social networks”）
　そして、もう一つ大事なことは、そこの地域に住む人々にとって、「人と人のつながり」を強化
していく役割を持っている場所だということです。
　本当に厳しい危機的な状況に陥ったとき、農村に比べると、都市というのはかなり脆弱さを抱え
た場所に見えます。しかし、都市部は可能性として大きな力も持っているわけで、それは「人口密
度の高さ」そして「人がたくさんいること」です。その多くの人々の間に強い連帯感があれば、そ
れは大きな力になるはずです。だから、将来訪れるかもしれない厳しい状況に備えて、われわれが
少しでも何か貢献できるとしたら、そういう「人と人のつながり」を育んでおくことでしょう。

（3）  非物質的なことの大切さ（“Tangible vs. intangible actions” and “non-fundamental 
services”）

　地区整備とか地区改善といった事業においては、物理的に建物を建てていくことも必要ですが、
同時に、非物質的な、つまり人々の間に何かをつくっていくことも非常に大事になります。ちなみ
に、われわれが取り組んでいる、特に非物質的な事業というのは、あまりお金がかからなくて済み
ます。
　しかし、われわれが取り組む、つまり市民があるグループをつくって活動するのは、行政の代わ
りになろうということではありません。行政が担っている教育や保健などの領域については、これ
からも行政が取り組むべきことだと考えています。

5．コミュニティ・ハブのエッセンス

　われわれが「地区の家」と呼んでいるような場所は、国際的には「コミュニティ・ハブ」と呼ば
れています。そのコミュニティ・ハブは、地域や国により、いろいろな形があります。ただ、そこ
には本質的に共通するものがあり、それは地域の改善などに非常に有効だということで、政策上で
も注目されるようになってきました。では、その共通するエッセンスとは何か。いくつか挙げてみ
ます。



67

イタリア・トリノの「地区の家」に学ぶコミュニティ・ハブのエッセンス

・No simple solutions：
　都市の問題とは非常に複雑なもので、単純な解決方法はあり得ません。
・Proximity：
　問題があれば、問題のあるところに近寄って、親身になって解決することが大切です。
・Integration：
　「多角的に問題を解決する」ということは、「多様な人々が共生していく」という意味でもあるの
です。
・Co-creation：
　参加型で問題を解決していくこと、すなわち、解決を必要としている人たち自身もその計画に携
わって実行していくことが大切です。
・Reuse, recycling and upcycling：
　都市には放置されている場所がたくさんありますが、想像力を働かせて、それらを活用していく
ことが大切です。
・Extraction of social value：
　地元にある資源、人々のなかに眠っている能力、あるいは価値を引き出すことが大切です。
・Public character not given, but build：
　地区整備などのプロセスにおいて、公共的な側面というのは最初からあるのではなく、つくりな
がらだんだんできてくるものです。
・Experimentation：
　いろいろな試みをすれば、失敗もあるけれど、その過程で解決方法は見つかってくるものです。
・Social inclusion encounter：
　コミュニティ・ハブというのは、「人が出会う場所を提供する」というのが最も基本的な特徴と
いえます。
・Hybrid by necessity：
　コミュニティ・ハブには非常にたくさんの要素があるので、その地区の多様な要求に応えること
もできるし、経済的に成り立たせていくこともできるわけです。
・Obstinacy：
　コミュニティ・ハブのような場は、結構難しい状況にあるものが多いです。そこを頑張って何と
か運営していく人たちが、今に至るまで運営しているわけです。
・Processes, before/more than works：
　大事なのは、結果ではなく、プロセスです。
・Interstitial work：
　こういう仕事はみな、社会の死角と言えるような場所で取り組まれています。地元の行政が手を
掛けていない場所に乗り込んでいくのです。
・New city-makers：
　都市計画家や行政関係者とは異なり、自発的なかたちで、新しいかたちの都市を生み出す人々が
昨今は出現しています。
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　最後に一つ、エコロジストで、詩人で、農業に従事している、ウェンデル・ベリーの言葉を引用
させてください。

　「この世の中では、搾取して儲けようとする人にとっての基準は“効率”です。そうではなくて、
そこにいる人々や社会を育もうとする人にとっての基準は“人をケアすること”です。そして、搾
取する人の目標とするところは“利潤”ですが、人を育もうとする人にとってのゴールは“健康”
です。」

　ご清聴ありがとうございました。

【小松】　実は、3年前にも名古屋でボッコさんから「地区の家」の取り組みについてお聴きする機
会を持ったのですが、3年たった今、「かなり進展したな」と感じました。
　本日は特に、実際にボッコさんが携わっている二つの「地区の家」を紹介していただきましたが、
彼はこの二つの「地区の家」については、非常に多くの葛藤とか悩みなどを抱えながら取り組んで
いるわけです。特にヴィア・バルティアの「地区の家」については、経済的にも自立して運営しよ
うと決めたわけですが、それはサン・サルヴァリオでの教訓を得てのことです。すなわち、いかに
もっと自分たちの取り組みとするか、もしくは、どうすれば地域の自治といえる領域に踏み込みな
がら、自分たちで「地区の家」をつくっていけるか、ということへのチャレンジだったと私自身は
理解しています。ですので、ヴィア・バルティアで行われる活動としては、地域で本当に困ってい
る人たちにとって必要なことに取り組むこと、また地産地消的な動きとして理解できる「食」への
取り組みというのは、サン・サルヴァリオでの経験と教訓を踏まえた、彼らなりの進展だったのだ
ろうと思います。

□質疑応答

【質問】　参加型プロジェクトの試みとして、具体的なものがあれば教えてください。

【ボッコ】　例を挙げる前に、「参加型のプロセス」と「参加型プロジェクト」の違いについてご説
明します。イタリアでは、「権力側が決めて、何かを実施して、最終的に住民が怒る」ということ
がしばしば起きます。それで、「参加型のプロセス」というのは、住民から文句が出ないようにす
るために、一部のプロセスに住民に参加してもらう仕組みです。ワークショップや意見を聞く会を
設けるわけです。一方、「参加型プロジェクト」は、最初から住民の参加を組んでプロジェクトを
実施していきます。
　そこで、イタリアでの「参加型プロジェクト」の例を挙げると、山岳地域など、交通や教育など
に係る行政機関の整備が非常に難しいところでは、最初から住民の参加を伴った本格的な参加型プ
ロジェクトのかたちで取り組むことが、法律で定められています。住民と一緒に取り組まなければ、
地域に手をつけてはいけないことになっているのです。
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1　はじめに
　近年、世界的にも自動車の自動運転技術開発
が飛躍的に進み、2020年代前半にも自動運転
技術の社会実装が始まることが予想される。
　自動運転車の普及は、私たちの生活やまちづ
くりに多大な影響、インパクトを与え、今後の
まちづくりを考える上で重要な要素である。
　本研究では、今後、実用化が近づいている自
動運転を踏まえ、将来のまちづくりをどのよう
に進めていくべきか検討を行い、今後のまちづ
くりの参考となることを期待するものである。

2�　自動運転がまちづくりに与え
る影響

①交通量
　将来的に自動運転のロボットタクシーが普及
すると、現在より利用コストが大幅に下がるこ
とが様々な機関で予測されており、乗車人数
によっては、公共交通より安価になるという
試算※1 もある。利用コストが低くなることで、
ロボットタクシーの利用頻度の増加や公共交通
からの利用の転換などにより、特に都心部にお
いては、交通量が増加し、混雑悪化も懸念され
る。
　ボストン・コンサルティング・グループが
2018年にボストン市全域で行ったシミュレー
ション※2 によると、道路上の車両台数は15％
減少するものの、走行距離は16％増加する結
果となっている。また、エリア別にみると、郊

外では平均移動時間の12.1％減少が見込まれる
が、市街地では逆に5.5％増加する結果となっ
ており、都心部の混雑悪化を予見させるもので
ある。
　なお、ボストン・コンサルティング・グルー
プにおいては、施策により都市全体の平均移動
時間がどの程度改善されるかについても推計を
行っており、乗客人数にひもづいた料金体系の
導入が最も効果が高く、15.5％の改善効果を示
している。
　現在、NY市では、Uberを始めとするライド
ヘイリングの利用が増え車両が大幅に増加した
ため、交通渋滞の悪化を招くなど様々な問題が
生じており、ライドヘイリングの車両数に上限
を設けるなどの対応がとられている。
　大都市の都心部においては、移動の利便性が
高まることで交通量が増加し、混雑の悪化が懸
念されるため、例えば、乗客人数にひもづいた
利用料金設定、道路の占用時間・距離に応じた
課金システム、複数乗車を優遇する乗降スペー
スの運用など、都心部の混雑を緩和する施策を
行っていく必要があると考えられる。
　 ボ ス ト ン 市 に お い て は、 交 通 計 画「GO 
BOSTON 2030」※3 を策定し、将来の目指す都
市像を描き、計画を実行している。ボストン市
は、ボストン・コンサルティング・グループや、
世界経済フォーラムと共同し、自動運転に関す
る交通シミュレーションや実証実験、市民への
アンケートなど、自動運転の活用に積極的な都
市である。
　しかしながら、ボストン市が最終的に目指す

〈平成30年度 都市センター研究報告〉

自動運転がまちづくりに及ぼす影響に関する研究

元　名古屋都市センター　調査課　　濱中　将樹
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人の移動をLRT、BRTで受け持つことで、大
幅な再構成も可能となると考えられる。
　さらに、1車線分のスペースを、区間により
利用方法を変更したり、時間帯により利用方法
を変更するなど、柔軟で効率的な道路空間の利
用も考えられる。
④歩車空間の分離
　自動運転が実用化されると、エリアを定め
て、車の侵入を制限したり、侵入できる車の種
類を限定したりすることが容易になると考えら
れる、その場合、駅前空間のトランジットモー
ル化や、区画街路への流入制限などが可能とな
り、安全で歩いて楽しめる道路空間を整備する
ことが可能となると考えられる。
⑤駐車場
　自動運転が実用化され、降車した後の自動回
送や、オートバレーパーキングが社会実装され
ると、「駐車」という労務から解放されること
となる。
　自動運転と駐車場との関係は、大きくは、「自
動回送」と「所有からシェアリング利用への移
行」の2つの観点から説明される。
　「自動回送」については、土地利用に大きく
関係し、自動回送により降車後は自動で駐車場
まで移動するため、駐車場は必ずしも利便性の
よい場所でなくともよくなり、都心部の立地性
のよい場所に点在しているコインパーキングな
どを都心周辺部（フリンジ）に集約し、都心部
の土地は賑わい創出に有効活用することも可能
となる。
　「所有からシェアリング利用への移行」につ
いては、駐車場の総量に大きく関係する。将来
的に自動運転のロボットタクシーが普及し移動
コストが低減すると、「所有からシェアリング
利用への移行」への流れが着実に進行すること
が想定される。シェアリング利用では、降車後
の車両は、駐車する必要はなくなり自動回送す
る（または他の利用で呼び出される）ため、駐

都市像は、公共交通の利用を増加させ、歩いた
り自転車利用を促進するウォーカブルな都市で
ある。一方で、単独乗車の自動車利用について
は、半減させることを目標としている。
　ボストン市においても、自動運転の活用は進
められていく予定であり、効果も期待されてい
るが、自動運転による効果として最も期待され
ているのは、移動に不便な地域などでの移動機
会の改善である※4。目的地までのDoor-to-Door
の交通手段として、全ての交通が自動運転車に
置き換わることを期待しているのではなく、自
動運転による公平な移動機会、移動の機会の改
善などが期待されている。
②交通容量
　自動運転が実用化されると、自動車が相互に
通信することから車間距離が減少し、1車線あ
たりの交通容量の増加が見込まれる。また、自
車の測位制度の向上により、1車線あたりの幅
員を減少させることもできる可能性がある。
　イギリスの運輸省では、自動運転車が普及
し、車間距離が変化した場合、交通容量がどの
程度変化するかシミュレーション※5 を行って
いる。シミュレーションによると、市街地にお
いて、車間距離を最大で0.5秒まで減少させた
場合、交通容量は67.3％増加する結果となって
いる。
　また、Shladover※6 によると、高速道路にお
いては、CACCの活用により、交通容量が2倍
以上になる試算も行われているなど、自動運転
車の普及により、交通容量の増加やそれに伴う
車道空間の削減などが考えられる。
③道路空間の再構成
　仮に交通量が同じ場合、交通容量が2倍にな
れば、車線数を半分にし、生み出された空間を
歩行者空間の拡大や、自転車レーン、緑地の創
出に活用できるなど、道路空間の再構成につな
げることが可能となる。
　また、LRTやBRTが導入された路線では、
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自動車の8～74％（平均30％）は単に駐車スペー
スを求めて走っていたという結果が出ており、
これらの解消が図られれば、都心部の混雑解消
にもつながるものと考えられる。
⑥建物計画における乗降スペースの位置づけ
　EV化やロボットタクシーの普及により、排
気ガスを発生することもなくなり、駐車も不要
となることから、乗降スペースは、現在の駐車
場のように建物の外縁部に配置されるのではな
く、建物と人をつなぐメインの空間になりうる
と考えられる。カリフォルニア州にある複合ビ
ルEPICでは、VIPや自動運転車用のメインの
エントランスを屋内に整備しており、今後の建
物設計の参考となるものと考えられる。
⑦ ビジネスモデルの変化により生じる土地利用

の転換
　自動運転車が普及すると、所有からシェアリ
ング利用への転換が大きく進むと考えられる。
その場合、自動車を購入する主体は個人ではな
く、ロボットタクシー等を運用する法人が主な
購入層へと変わることとなり、現在の個人向け
カーディーラーのあり方が大きく変わることも
想定される。　
　自動運転車では、1台あたりの稼働率が高ま
り、走行距離も従来より多くなると予想される
ため、整備拠点は現在と同様に必要性は高いと
考えられるが、整備拠点は必ずしも立地のよい
場所でなくてもよい。
　経済センサス※10 によると、カーディーラー
等の自動車小売業は、全国に83,295事業所が存
在し、名古屋市内にも1,337事業所が存在して
おり、ビジネスモデルの変化による土地利用の
変化は大きいものと考えられる。
　また、自動運転とともに、内燃機関からEV
化への転換が加速すると考えられ、既に減少傾
向であるガソリンスタンドへの影響も大きい。
ガソリンスタンドは、引き続きEVの充電基地
として整備されたり、災害時にも重要や役割を

車場の総量が減少することが想定される。
　ボストン・コンサルティング・グループが
2016年に行った試算※7では、4段階のシナリオ
を想定し、シミュレーションを行っている。試
算結果によると、自家用車が存在する条件では
駐車スペースの減少は数％程度であるが、自家
用車がほぼなくなりシェアリング車両に置き換
わった場合、最大で約5割の駐車スペースが減
少する結果となっている。
　名古屋市内には、約150万台の駐車スペース
が存在している。駐車のためには、通路などを
含め1台あたり25～30m2 程度のスペースが必
要とされており、単純に台数に30m2 を乗じる
と、約4,500haの面積となり、いかに駐車のた
めのスペースが広大であるかということがよく
分かる。
　戸建住宅の駐車場が不要になれば、自宅の駐
車スペースを、居住スペース、庭や家庭菜園、
近隣のコミュニティのための賑わい空間とする
ことで潤いのある土地利用が可能となる。ま
た、駅そば圏等で集合住宅の駐車場が不要とな
れば、そのスペースを新たな住宅の建設にも利
用が可能となるため、駅そば圏の居住人口の増
加、コンパクトシティの実現にもつながると考
えられる。
　また、都心部の商業地では、前述のように点
在する駐車場をフリンジ部へ集約するなど、賑
わい創出のために利用することも期待される。
郊外SCの広大な駐車場が不要となれば、物流
センター等にも活用が可能になると考えられる。
　なお、都心部に限ってみた場合でも、約
83,000台の駐車スペースが整備されており※8、
単純に台数に30m2 を乗じると、約250haの面
積となるなど、まちづくりへの影響・インパク
トは相当大きいものと考えられる。
　また、Shoup※9の調査では、混雑したダウン
タウンでは駐車スペースを見つけるのに3分半
から14分かかり、ダウンタウンを走っている
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による損失は6兆3,340億円（H21年度）と推
計されている。自動運転車が普及すると、交
通事故も大幅に減少することが想定され、米
シンクタンクのEnoでは、自動運転車の普及率
90％で交通事故件数が約77％減少、死亡者数
が約67％減少すると予測されている。実際に
国内においても、AEBS（衝突被害軽減・自動
ブレーキ）装着車では6割以上事故件数が減少
した結果が報告されている。
　交通事故者数は、様々な対策により、全国的
に減少傾向にあり、平成30年の全国の死亡者
数は3,532人と平成21年の4,914人の約7割となっ
ている。愛知県の死亡者数は189人と、16年連
続で全国で最も多く、名古屋市は55人となって
おり、全国の死亡者数の約1.6％となっている。
　交通事故で失われるものは、勿論金銭的な部
分だけではないが、仮に内閣府の試算を基に名
古屋市の交通事故による損失を推計すると、平
成30年においても約700億円規模の損失が発生
していると考えられる。
③労働力不足への対応
　近年、路線バスの運転手不足により、地方は
もとより福岡市においても、路線が維持できな
くなり、循環バスの減便や深夜バスの廃止が行
われるという事態に直面しており、10年間で
約14,000kmの路線が廃止され、全国のバス会
社の約8割が運転手不足に陥っているという。
　日本全体の労働者不足が問題となる中、運輸
部門の労働力不足は特に深刻であり、ヒトやモ
ノの輸送へ与える影響が危惧される。
　自動運転が実用化されれば、運輸部門の労働
力不足への対応が可能となり、ヒト・モノの円
滑な輸送が確保され、引き続き良好な社会基盤
が維持されることとなる。
　また、トラックの自動化については、隊列走
行等の自動運転技術の進展だけではなく、物流
システム自体をどのように維持、改良していく
かを合わせて考える必要があると考えられる。

果たすとも考えられるが、異なる用途へ土地利
用の転換を図るケースも多いと考えられる。

3　自動運転がもたらす社会的効用
　前項では、主にまちづくりと自動運転との関
係について述べてきたが、自動運転は我々の生
活や社会生活に与える便益も非常に大きい。以
下では、生活へ与える要素や社会的便益につい
てまとめる。
①車内で過ごす時間の有効活用
　国土交通省の調査※11 によると、国内では年
間に1人あたり自動車内で100時間を過ごして
いる。内訳としては走行時間として約60時間、
渋滞時間として約40時間となっている。
　自動運転車の車内では、運転から解放されセ
カンダリアクティビティが可能となるため、年
間で約60時間が活用でき、車内で仕事を行う
など生産性の高い活動を行うことも可能となる
し、休養や娯楽を楽しむことも可能となる。ま
た自動運転により交通が円滑化され渋滞が無く
なれば、更に約40時間が活用可能となる。
　渋滞損失のみをみても、全国で年間約12兆
円の損失、280万人分の労働力に相当するとさ
れており、渋滞損失の解消は大きな便益といえ
る。なお、愛知県は全国平均より渋滞損失が大
きく、1人あたり年間で約50時間の渋滞損失と
なっており、総量としても全国の約7％程度を
占めるため、約8,000億円程度の渋滞損失が発
生していると考えられ、解消につながればその
便益は非常に大きい。
　なお、シトロエンの行った調査※12 では、日
本人が生涯、車内で過ごす時間は約2年5カ月
とされており、その全てが有効に活用できた場
合、私たちの生活に与える影響は非常に大きい
といえる。
②事故率の低下による交通事故死者数等の減少
　内閣府が行った調査※13 では、道路交通事故
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出量の大幅な低減も期待されるところである。
⑥緊急車両等の到着時間の遅延解消など
　近年、路上駐車等が障害となり、救急車の現
場到着が遅延するなどの事例がみられる。
　自動運転車が普及し、車両間で相互に通信す
ることで、救急車の出動時に救急車を優先的に
走行できるよう通行空間を確保することが可能
となり、到着時間が早くなり、蘇生率の向上等
の効果が期待できる。
　同様に、消防車等の緊急車両の通行空間確保
や、災害時における災害対応用車両の運用など
にも寄与するものと考えられる。

4�　自動運転が実用化した後のま
ちのイメージ

　今後、自動運転が実用化した後のまちをどの
ようにしていくのがよいか、都市センターが事
務局となり、学識者、市役所のメンバーからな
る「自動運転時代のまちづくり勉強会」におい
て議論し、将来のまちのイメージとしてビジュ
アル化を図った。図1に、代表的なイメージパー
スを示す。

④少子高齢化社会への対応
　中山間地域などでは、自動車が移動手段とし
て欠かせないものの、高齢になり自分で運転が
できなくなった方などへの移動手段として、自
動運転の活用が期待され、社会実験等が進めら
れているところである。
　名古屋市においては、中山間地域ほどではな
いにしろ、駅やバス停まで距離があるなど、移
動手段に困る方も、今後、高齢化の進展などに
より増えてくることも懸念される。自動運転が実
用化し、安価なロボットタクシーが普及すれば、
そのような地域の高齢者の移動手段も確保され、
外出機会の増加など、健幸で住みやすいまちと
して名古屋が輝き続けることが期待される。
　また、子供の習い事、塾などの送迎で自動車
が使用されることが多いが、自動運転車が普及
し、子供たちの送迎を自動運転車で行うことが
できれば、送迎の労務・時間から解放され、時
間を有効に活用することが可能となる。
⑤CO2排出量の削減
　自動車の動力源が、内燃機関からEVに転換
していくことの影響も大きいと考えられるが、
自動運転による交通の円滑化により、CO2排

図1　自動運転実用化後のまちのイメージ
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ている建物等の既存ストックを自動運転実用化
後においても有効に活用していくことも重要で
ある。以下に、今後の参考となると思われる先
駆的な事例を紹介する。
　「クリばこ」は、名古屋駅近くの名駅南二丁
目に位置しており、既存の立体駐車場の1階の
区画を人の集うクリエイティブスペース、設計
事務所にリノベーションした事例である。
　同様の立体駐車場において、今後駐車場需要
が減少した場合、魅力的な空間にリノベーショ
ンする際、大いに参考となる事例と思われる。

5�　自動運転に関する市民の意識
調査、行動変化の分析

　現時点では、一般の方が自動運転の実験車両
を街中で見かけることはほぼなく、今後、自動
運転が普及することで、社会受容性も高まり、
自動運転に対する考え方も変化していくと想定
されるが、今後の参考として、現時点での自動
運転に対する意識等についてWEBアンケート
を活用し把握を行うとともに、交通行動の変化
等について分析を行った。
　主な質問項目は、現状での自動車の利用状
況、移動に伴うコスト等が変化した場合に、所
有からシェアリングへどの程度移行するか、交
通機関の選択行動にどのような変化が起こる
か、相乗りに対する意識などについて調査を
行った。　
　以下に、調査の結果の一例を示す。
①自動車の稼働率
　自動車所有者の週当たりの実運転時間（目
的地での駐車時間等は除く）は、平均 5.78時
間であり、稼働率＝5.78時間÷（24時間×7日）
＝3.57％であった。
　このことから、所有する自動車の、実に
96％の時間が駐車場で過ごしていることが分
かる。

①過渡期のまちづくりにおいて考慮すべき事項
　イメージパースはほぼ全ての自動車が自動運
転となった時点を想定し、まちづくりのイメー
ジを描いているが、現実的にはほぼ全ての自動
車が自動運転車に置き換わるには、十数年から
数十年の長い期間が必要となると思われる。
　その間にも建物の更新などは絶えず行われる
ことになるが、前述のとおり、自動運転社会が
実現した場合、駐車場需要が大幅に減少するこ
とが見込まれるため、過渡期においては将来の
駐車場需要の減少を見込んだ建物設計を行うこ
とも重要である。
　米Genslerがオハイオ州シンシナティで設計
を行った84.51°という建物では、外観からは極
めて分かりにくいが3階から5階に自走式の駐
車場を設置しており、将来的に駐車場需要が減
少した場合、オフィスフロアへコンバージョン
可能な構造を設計段階から考慮している。具体
的には、駐車場の天井高をオフィスフロアに転
用可能となるよう通常より高く設計するととも
に、フラットな床を最大限確保するよう駐車場
各階をつなぐスロープの設計を行っている。
　この設計により、建設当初においては、割高
となるものの、建物の使用期間のトータルでは
経済的な設計となっている。
　また、将来的に、自家用車がシェアリング利
用に置き換わっていくとともに、物流の重要性
は今より高まっていくことが想定され、自家用
車用の駐車場を荷捌き用のスペースに転用する
ことも想定される。その際、自家用車用の設計
高では、業務用車両によっては入庫できない可
能性も生じることから、将来を見越し、業務用
車両にも対応できる余裕ある駐車場高としてお
くことも必要であると思われる。
②既存施設の有効活用
　今後新たに建設する建物については、自動運
転により変化するであろう諸条件を考慮するこ
とは可能であるが、一方で、現在既に建築され
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　これらの結果から推察すると、将来的にロ
ボットタクシーの利用コストが低減した場合、
公共交通からロボットタクシーへの移行が起こ
り、都心部での交通量が増加し、都心部の混雑
悪化につながることが懸念されるところである。
　前述のとおり、ロボットタクシーの利用コス
トが低減した場合、公共交通からロボットタク
シーへの転換による都心部の混雑悪化が懸念さ
れるため、現状での「自動車利用」、「公共交通
利用」の回答者を対象に、その交通行動がどの
ように変化したか分析を行った。
　現状で「自動車を利用」している回答者の、
約半数は引き続き自動車を利用、約3割は自動
車からロボットタクシーへ変更という結果であ
り、8割程度の方は引き続き、自動車を専用的
に使用するという意向であった。
　現状で「公共交通を利用」している回答者の
うち、「引き続き公共交通利用」は約7割に低
下し、約18％が「目的地までロボットタクシー
利用」と回答し、公共交通からロボットタク
シーへの転換による都心部の混雑悪化が懸念さ
れる。
　また、「最寄り駅までロボットタクシーを利
用し公共交通を利用」という回答は、70代で
多く、最寄り駅までの高齢者の移動手段とし
て、ロボットタクシーに期待される部分は大き
いと考えられる。
　居住地4区分ごとに集計した結果をみると、
都心域において、現状で「自動車を利用」が
14.1％に対し、将来「目的地までロボットタク
シーで移動」、「自動車を引き続き利用」の合計
が41.2％と3倍近くまで増加しており、都心域
周辺、駅そば、郊外と都心域から離れるにつれ、
増加の割合が低くなっている。このことから、
都心域では特に交通量が増加し、混雑の悪化が
懸念されるところである。

　また、現在の居住地の4区分（都心域、都心
域周辺、駅そば、郊外）毎に運転時間を集計す
ると、都心域居住者の自動車利用も多いという
結果が得られた。
②都心部への現状の移動手段
　都心部（名駅や栄など）に移動する際の交
通手段は、自動車が24％、公共交通が63.3％、
自転車が7.3％などの結果が得られた。
③自動車所有の意向
　前提条件として、自動車の移動コスト、タク
シー、JR・地下鉄などの移動コストを例示し
た上で、将来的に、自動車を所有するよりもロ
ボットタクシーを利用する方が、コストが低く
なる可能性がある場合、自動車の所有をやめ、
ロボットタクシー利用に切り替えるか、質問を
行った。
　「ぜひ移行したい」・「できれば移行したい」を
合わせると46.1％となり、半数程度は、所有か
らシェアリング利用に前向きの結果が得られた。
④ ロボットタクシーの利用意向、交通行動の変化
　タクシーのコスト構造※14は、約7割が人件費
となっており、今後、ロボットタクシーが実用
化されると、利用コストの低減も想定される。
　仮に、ロボットタクシーの利用コストが現在
の50％程度となった場合、どの程度利用する
か尋ねたところ、「頻繁に利用する」という積
極的な利用を示す回答は約15％であった。「あ
まり利用しない」、「全く利用しない」という回
答が36％となり、約1/3の方は利用の意向が低
かった。
　同様に、都心部への移動方法を尋ねたとこ
ろ、「公共交通で移動」が49.8％と約半数であ
り、現状での「公共交通利用」の63.3％から低
下がみられた。また、「目的地までロボットタ
クシーで移動」、「自動車を引き続き利用」を合
計すると39.8％となり、現状での「自動車利用」
24.0％に対し1.66倍となり、大幅な増加がみら
れた。
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6　まとめ
　自動運転は、「移動」のハードルを低くし、
高齢者や子供などにも安全な移動を提供し、生
産性や生活の質を向上させる革新的な技術であ
る。しかしながら、その非常に高い利便性によ
り、無秩序のまま利用機会が増加し、都心部の
交通量増加、それに伴う都心部の混雑悪化とい
う負の側面を招きかねない。
　名古屋市は、先人たちが築いてきた地下鉄な
どの充実した公共交通ネットワークをもってお
り、公共交通と自動運転車の最適な連携を図る
ことで、自動運転車の持つ効用が最大限に高ま
るものと考えられる。
　都市の活力を生み出すためには、人と人との
交流が必要であり、そのためには「移動」の
ハードルを自動運転により引き下げるととも
に、「移動」して楽しい空間に、街を変えてい
く必要がある。
　自動運転は、街の重要な構成要素である「み
ち」を、自動車主体から歩行者主体に転換する
とともに、安全に楽しく歩ける「まち」に変え
ることができる鍵となる要素である。
　ほぼ全ての車両が自動運転車に置き換わり、
それを前提とした街へ再構成されるまでには、
長い時間を要すると思われるが、今後、確実に
来るであろう変化に備え、今から思考を柔軟に
し、準備していくことが重要である。
　本研究で描いた将来のまちのイメージが、今
後の名古屋のまちづくりの参考になれば幸いで
ある。
　なお、本稿では紙面の都合により、一部のパー
スのみを掲載しているが、他のパースや詳細に
ついては調査研究報告書を参照いただきたい。
（http://www.nup.or.jp/nui/investigation/
result.html）
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1　研究の背景・目的
　中川運河再生計画（平成24年10月策定）の
モノづくり産業ゾーンの取り組みの促進に向
け、平成29年度の調査研究「中川運河から創
造する産業活性化に向けた新たな仕組みについ
て」において、名古屋市における産業活性化に
資する現行の取り組みや中川運河沿岸用地及び
後背地を調査し、現状を把握することで、課題
の抽出・分析を行った。その結果、製造業の置
かれる非常に厳しい状況が示唆されたため、同
研究において、地域資源としての産業を持続的
に発展させていくためには、新たなビジネス
チャンスや独創的なアイデアなどをネットワー
クによって創造する新たな仕組みが必要である
として、中川運河クリエイティブタウンセン
ター（NCTC）の設立を提言した。
　そこで、本研究においては、実証実験により
NCTC立上げに向けたネットワーク形成手法を
検証するとともに、そのネットワークを活用し
た情報連携や共同物流等の付加価値向上施策に
よる産業空間の価値向上や、さらに、その後の
産業誘導に向けた住工混在地の土地利用上の価
値観醸成のための検討を行うことを目的とする。

2　研究の構成
　本研究では、まず平成29年度調査研究にお
いて提唱した工場体験のプロジェクトである

「中川運河宝探し in factory」を実証実験として
実施し、既設の研究会により効果の検証を行う。

　また、効果的な取り組みを継続的・発展的に
実施することにより形成されるネットワークを
ベースとしてNCTCが展開すべきアーバンデ
ザインプロジェクトに関し、産業空間の価値向
上に向けた検討を産業構造の視点から行う。更
に、空間の価値づけの背景となる土地利用上の
方策の実態等を調査した上で、緩やかな産業誘
導のための取り組みの方向性について考察して
みたい。

3　実証実験
3-1　実施概要

（1）オリエンテーション
　中川運河宝探し in factoryに先立ち、中川運
河を知ってもらうとともに、参加学生相互のコ
ミュニケーションや当日の取材方法・取材内容
を検討するため、オリエンテーションを実施し
た（写真1）。

写真1　オリエンテーションの実施状況

〈平成30年度 都市センター研究報告〉

中川運河地区における 
産業空間の価値向上に関する研究
元　名古屋都市センター　調査課　　山﨑　恭雅
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能性を感じることができた。

写真3　報告会の実施状況

3-2　効果検証
（1）アンケート調査
　実証実験の効果の検証及び課題の抽出によ
り、本取り組みを継続的・発展的に実施してい
く上での検討資料を得ることを目的とし、中川
運河宝探し in factoryへの協力を得られた工場
及び参加学生へアンケート調査を実施した。
　協力工場においては、実施時間に対する物足
りなさが指摘される一方、協力工場側、学生側
双方に事前準備をしっかり行ってもらえたこと
もあり、本取り組みに対して肯定的な意見が多
く、今後も継続していくことへの意義が感じら
れる結果となった。
　参加学生においては、今後の社会人生活で役
立つという意見がともに8割以上であったこと、
この取り組みを続けていくべきという意見がほ
とんどを占めることなどから、協力工場へのア
ンケートと同様に本取り組みの意義を窺うこと
ができた。また、協力工場と同様に、実施時間
の不足に関する意見が多く挙げられていること
や、事前準備方法、工場選択に関する意見も
あったことから、今後の改善実施に向け、検討
すべき視点が見出された。

（2）研究会による検討
　アンケート及び報告会等の結果を踏まえ、研

（2）中川運河宝探し in factory
　中川運河再生計画のモノづくり産業ゾーンの
再生方針である「成長産業の誘導等による産業
空間の価値向上」には、地域の産業活性化が不
可欠であり、また、その際には、産業支援の前
段階支援の必要性も言われている。そこで、本
取り組みにおいては、「聞き書き」の手法によ
り工場側自身に保有する技術の素晴らしさを再
認識してもらうとともに、地域へも発信するこ
とで、住工共生による空間価値向上の実現に向
けた基礎資料を得ることを目的とする（写真2）。
更に、実証実験後には、工場間のネットワーク
の醸成や多様性によるイノベーションの創出及
び新産業創造を実現するため、取り組みを継続
的・発展的に実施していくための仕組みとなる
ネットワークの形成手法について、既設の研究
会において検証するものとする。

写真2　「聞き書き」の実施状況

（3）中川運河宝探し in factory報告会
　工場訪問によるインタビューや映像取材の結
果について、学生たちがプレゼンテーションや
上映を行うことで、地域のモノづくりの必要
性・魅力を幅広く発信し、地域住民との価値観
の共有化を図る切っ掛けとするために報告会を
開催した（写真3）。報告会では、学生と協力
工場、協力工場同士の交流も見られたことか
ら、今後の取り組みへの継続性・発展性への可
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区における産業集積の進化について、その可能
性の検討を行うこととする。
①産業集積の硬直化脱却による発展性
　産業集積は、企業間の分業から構成されてお
り、市場の拡大につれ、ある工程を独立させる
ことができ、それによって収穫逓増が働くこと
となる。さらに、関連企業や支援サービスの供
給者が生まれ、産業集積が形成される。岡本義
行は、シリコンバレー、ウオッチバレー、プラー
トの三つの産業集積の進化から、「消費者の嗜
好や技術の変化に対して、市場のメカニズムが
自動的に産業集積を進化に導くのであれば、集
積内の企業が十分な経営能力を持ちさえすれ
ば、どのような産業集積も生き残るであろう
が、実際はそうではなく、多くの企業から構成
される産業集積では、通常、垂直的ないしは水
平的な分業が形成されており、企業間に何らか
の技術的関係である『負のロックイン効果』が
あるとし、この状態を脱するためには、産業集
積全体で変化する方向に関するコンセンサスが
必要である」としている。
②地域ネットワークの重要性
　インダストリアル・パークとしての開発を境
にして、世界に注目されるハイテク型産業集積
のモデルとして発展してきたシリコンバレーに
おいて、サクセニアンは、その特徴を「個々の
企業ではなく、地域とそのネットワークが経済
活動の中心となったのだった」と述べ、地域
ネットワークとは、大学、業界団体、自治体な
ど公的組織、専門職団体、趣味のサークルなど
非公式組織などの集団であり、「地域社会を団
結させ、労働市場の動きからリスクに対する態
度まで、あらゆるものを決定づける共通の認識
や習慣、つまり地域文化をかたちづくる」とし
ている。
　すなわち、企業の参入・退出条件を整え、時
代の要請に対応しうる産業集積の構築を目指す
べきであり、熾烈な競争環境と再挑戦を可能に

究会により効果の検証、実施の際に感じた課題
及びその解決に向けたアイデアの抽出を議論
し、継続的・発展的に実施していくための仕組
みづくりについての検討を行った（写真4）。

写真4　研究会の実施状況

　研究会は、学生が社会と出会い、自身の今後
の行動を考える機会としての教育的効果とも相
まって、地域魅力の発掘を行うことができ、実
施に関わった関係者各々が効果を得られる結果
となったが、その成果として作成した実施記録
や映像についての十分な活用・発信や、地域住
民への効果の浸透方策については更なる検討が
課題であるとし、今後、継続的・発展的に実施
していくための場・実施主体・予算の確保等
を明確にしつつ、地域を巻き込んだプラット
フォームの構築が必要であることを一つの結論
とした。

4　産業空間の価値向上
4-1　中川運河地区における産業集積の進化

（1）産業集積に関する事例に基づく検討
　日本のモノづくりの競争力の源泉としての地
域産業集積の意義及びその活性化に向けては、
地域資源の有機的ネットワークの構築と、その
実現に向けたコーディネートの重要性に関し、
様々な既往研究の中で論じられている。そこ
で、既往研究及び海外事例を参考に中川運河地
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き込んだ大きな取り組みは未だ起こっていない
のが現状である。
　このように、中川運河地区では様々な条件が
整っているが、資源としての有効活用は十分で
きていない。その打開に向けて、地域全体での
コンセンサスを得る仕組み及び大学や地域住民
とのネットワーク化のためのプラットフォーム
を形成することで、主体性のある将来ビジョン
の構築やその実現が期待できると考えられる。
その結果として、中川運河地区の産業集積は進
化する切っ掛けを得ることになるのではないだ
ろうか。

（2）産業施策の重点配分化
　名古屋市では、市域における中小企業の重要
性を深く認識し、活力ある豊かな名古屋市の実
現を目指し、中小企業の経営基盤の強化や、挑
戦する意欲の増進等、様々な支援策を全市均一
的に講じてきた。
　しかし今後は、厳しい財政状況の中、モデル
地区形成による特定のエリアへの重点配分によ
る選択と集中により、即効性のある効果発現に
シフトすることも必要であると言える。
　そして、中川運河地区へのシフト配分を促す
ために、これら施策は民間活力を活用し、行政
を巻き込んだ公・民・学が連携したプラット
フォームであるNCTCにより推進されること
が重要だろう。それによってネットワークによ
る多様性が生まれ、イノベーションの源泉とな
ることで、緩やかな産業集積を促し、産業空間
の価値向上が果たされると考えられる。

する仕組みの両立、そのための公・民・学が連
携するネットワークやコーディネート機能の構
築が、質の高い関連産業集積の構築を促進し、
ひいては関連産業集積との連携を目的とした新
規立地を促進していくと考えられる。
③環境の重要性
　ボッシュ版のスタンフォードともいうべきド
イツのレニンゲン研究センターには、「何百万
ものアイデアのネットワーク化」が掲げられ、
独創性に富む頭脳の持ち主のための全く新しい
作業環境の場が整えられている。ボッシュは、
レニンゲン研修センターの研究者にとっての作
業環境に格別の注意を払っており、「新鮮な空
気の中でのインスピレーションの交流、水辺で
生まれる技術」などの作業環境は非常に近代的
で、基本的に施設全体が一つの職場を形成する
よう設計されている。
　以上三つの観点を、中川運河地区に比較対照
することで、産業集積の進化について検討す
る（表1）。これまでの調査の中で、中川運河
地区は、市内で最も中小製造業が集積している
地域である知見は得られたが、ヒアリング結果
では、特に異業種間での企業間連携や大学・地
域住民等とのネットワークの形成はまだ見られ
ないことが明らかとなった。しかし、企業利益
を地域に還元することや地域のイベントに積極
的に参加することで、住工混在によるトラブル
の解消ができると考え、少しずつではあるが取
り組みを始めた企業も見られた。また、都心の
貴重な水辺空間である中川運河への思い入れも
強く、水質改善などの取り組みには積極的に関
わっていきたいとの声も聞かれたが、企業を巻

表1　中川運河地区における産業集積の進化の課題

①発展性 市内で最も産業が集積している地域だが、企業間連携によるイノベーティブな動きを生み出す土
壌となっていない

②地域 NW 組合等による企業間ネットワークは存在するが、大学や地域住民等とのネットワークがない

③環境 都心の貴重な水辺空間である中川運河を活かした産業空間創出のビジョンが必要
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周辺道路の安全性向上による住工共生の一助に
なるとともに、CO2排出量削減等の環境負荷
低減なども産業空間の価値向上に寄与するだろ
う。さらに、中川運河沿岸等の市有地を活用し、
その物流事業をNCTCが担うとすれば、障が
い者雇用促進や自立支援を推進するカフェや保
育所、地域住民を対象としたスポーツ施設等を
併設することで、より一層、産業空間の価値向
上を図ることができるはずである。

5　土地利用制度の実態調査
5-1　名古屋市の工業系土地利用の変遷

（1）  対象地域における工業系土地利用の変化
の実態把握

　土地利用上の価値観醸成に向け、その実現の
背景となる土地利用制度についての実態調査・
検討を行うにあたり、まず、工業系土地利用の
面積割合を名古屋市全体と本研究対象地域であ
る中川区において経年比較することにより実態
把握を行った（図1）。

図1　土地利用面積の変動率

　全市における土地利用面積の調査対象期間
10年間での増減率がマイナス9％という結果と
なる中、調査対象地域である中川区においては
マイナス8％となり、全体としては減少傾向を
示している中、全市に占める中川区の工業系土
地利用の割合は横ばいとなっていることから、

4-2　情報連携及び共同物流の展開
　日本経済団体連合会のSociety5.0時代の物流
－先端技術による変革と更なる国際化への挑
戦－（2018年10月16日）によれば、IoT、ビッ
グデータ、AI、ロボット等の革新的技術の導
入により、物流は、イノベーションの創出を喚
起しつつ、情報連携によって、企業間はもとよ
り業種横断的な「共同」の取り組みが進み、物
流リソースの最適利用が実現すると言われてい
る。例えば、ブロックチェーン技術等も活用し
ながらプラットフォーム上で荷主の輸送ニーズ
と物流事業者のリソースをマッチングさせる仕
組みが普及し、荷主同士が業種の垣根を越えて
容易に「共同」輸送を行うようになるというこ
とである。さらに、サプライチェーンを越えて、
メーカー、卸・小売事業者、物流事業者等をは
じめとする多種多様なステークホルダーが協力
し、情報連携や共同物流による合理化・効率化
に取り組むことの重要性も指摘されている。
　また、製造業の付加価値の源泉が「モノ」そ
れ自体から「サービス・ソリューション」も組
み合わせた新しい形態へと移行するなか、物流
業においても、関係者全体で連携して付加価値
の高いサービス・ソリューションを提供するよ
うになるとしている。
　しかし、それにはサプライチェーンの統合や
輸送のマッチングなどのネットワークの構築が
不可欠であり、「国が民間と連携し、調整の主
体となることが期待されている。」といった記
述からも大きな課題であることが分かる。
　そこで、中川運河地区ではその主体をNCTC
が担うことで、多種多様なネットワークを活か
したプラットフォームによる情報連携を行うこ
とができると考えられ、その先に、輸送コスト
削減により高付加価値化の効果が期待される

「ミルクラン方式」等の共同物流の仕組みを構
築できると考えられる。それにより、エリアに
ブランド力が生まれ、流入車両台数の削減は、
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多様化され、特別用途地区の一つである特別工
業地区の活用が広がっていくこととなった。

5-2　工業系土地利用保全に資する方策の整理
（1）特別工業地区等の都市別比較
　梅原（2001）によれば、名古屋市における特

全市に対して中川区の減少率は若干低いことが
分かる。このデータにおいて、今後も減少して
いくであろう工業系土地利用の中で、人口減少
下における住宅系土地利用の需要の減衰によ
り、当該地区での未利用地となった土地への産
業集積・事業拡張の可能性が示唆されたという
点で、非常に興味深い結果となった。

（2）名古屋市における工業系地域地区制度
　次に、産業空間の価値向上に資する土地利用
制度の活用について、検討に向けた基礎資料を
得るため、工業系地域地区制度の変遷（表2）
及びその背景となった工業化へ向けての土地利
用構想等（表3）について整理を行った。この
ことから、名古屋市における地域地区制は、工
業化へ向けての土地利用構想をうけ、建築規制
機能と市街化誘導が期待され展開していったこ
とが窺える。
　旧都市計画法、市街地建築物法による地域地
区制の導入によって近代都市が形成されていっ
た戦前期に続き、戦後には、建築基準法が制定
され、高度経済成長期による臨海部・内陸部へ
の工場立地が進むことによって、公害・環境問
題が深刻になっていく時期を迎えることとなる。
その対応に迫られたことにより、新都市計画法、
建築基準法改正のもとで、規制手法は詳細化、

表2　工業系地域地区制度の変遷
工業系地域地区制

1924（T13）年 「旧都市計画法」、「市街地建築物法」による地域地区の指定〔工業地域、未指定地〕
1940（S15）年 工業専用地区の指定〔工業地域（工業地域内に工業専用地区を指定）、未指定地〕
1943（S18）年 戦時特例で廃止（戦後復活）
1950（S25）年 「市街地建築物法」廃止、「建築基準法」制定（未指定地の用途地域を位置づけ）
1951（S26）年 準工業地域の指定〔工業地域（工業地域内に工業専用地区を指定）、準工業地域〕
1968（S43）年 「旧都市計画法」廃止、「新都市計画法」公布
1970（S45）年 「新都市計画法」、「建築基準法」改正（地域地区の全面改定（4地域→8地域など））
1972（S47）年 特別工業地区の指定

〔工業専用地域、工業地域、準工業地域、特別工業地区（工業地域、準工業地域に指定）〕
1992（H4）年 「新都市計画法」、「建築基準法」改正（用途地域の細分化など）〔同上変わらず〕

表3　工業化へ向けての土地利用構想等
1911～12

（M44～45）年
工主商従（工業都市化）の主張

〔市区改正調査会〕

1922（T11）年 都市計画区域設定
（一大工業都市をめざして決定）

1925～34
（T14～S9）年

工業地域拡張などの陳情
〔名古屋商工会議所〕

1939（S14）年 軍需工業生産の拡充
〔都市計画愛知地方委員会〕

1946（S21）年 理想的産業都市建設計画〔戦災復興計
画〕、工業都市建設計画〔田淵寿郎〕

1957（S32）年 臨海工業地帯の造成
〔市将来計画要綱〕

1962（S37）年 工業地域の拡大、14市町村編入・市
域拡大計画〔市将来計画基本要綱〕

1968（S43）年 内陸部での公害問題により環状2号線
沿線へ工場移転、併せて臨海部に工業
地確保を計画〔市将来計画・基本計画〕

1980（S55）年 既存市街地の単一機能純化困難、住工
共存、特別用途地区制度の活用

〔市基本計画〕

1988（S63）年 産業空洞化、特別工業地区指定の見直
し〔市新基本計画〕
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（2）住工共生に資する他都市の取り組み事例
　東大阪市や東京都大田区では、特別工業地区
等の指定とは別に、住工共生に資する取り組み
についての条例を定めている。これらの取り組
みは、モノづくり推進地域の指定の考え方や地
域全体でのコンセンサスを得る仕組みづくりと
いう点において、異業種間での企業間連携や大
学・地域住民等とのネットワークの形成が必要
であると考えられる本市において、参考にすべ
きものであるといえる。

6　考察
　本調査研究では、中川運河再生計画のモノづ
くり産業ゾーンの取り組みの一つである「多様
な産業の新たな誘導」の促進を目的とし、実証
実験によるNCTC立上げに向けたネットワー
ク形成手法の検証、産業空間の価値向上に向け
た検討並びにその実現の背景となる土地利用制
度の実態把握等について、中川運河宝探し in 
factoryプロジェクトの実践や既往研究調査等
により取り纏めた。
　実証実験においては、協力を得られた工場や
参加した学生へのアンケート結果から、プロ
ジェクトを実施することの有益性が明らかと
なった。また、今後は、実施方法や対象者選定
など再検討を加えることで効果の増幅も期待で
き、その継続的な実施により、地域としての価
値観共有化や延いては地域ネットワークの形成
がなされることで、他のプロジェクトの実現へ
と繋がるものと考えられる。
　産業空間の価値向上に向けては、他の先進事
例で見られるように、単に操業空間を用意する
だけでなく、地域としての高付加価値化が必要
となることを示唆した。そのためには、企業の
開拓精神やアントレプレナーシップの発露策、
リスクテイクに対するインセンティブ策（失敗
が許容される土壌づくり）など、イノベーショ

別工業地区指定は、公害問題への対処から建築
規制概念が強く押し出された指定として始まっ
ており、第1回見直し時には、第1種特別工業
地区は住工複合地が提起されながらも建築規制
概念のみが強調され、反対に第2種特別工業地
区は都市型工業の導入という工場立地誘導が主
要な狙いとなり建築規制概念から市街地化の誘
導概念へと変化したとされる。
　また、本研究対象地域では、第一回全市見直
し時（1979）に、工業専用地域から工業地域へ
の変更に伴って、第2種特別工業地区の指定が
なされたが、既成市街地であったため、守山区
や西区などと比較して、工場立地誘導を行う未
利用地が少なかったために、ほとんど変化しな
かったものとされている。
　一方、他都市においては、その都市の持つ背
景が異なることから、工業系土地利用に対する
規制誘導内容も名古屋市とは異なっていると考
えられる。そこで、住宅・工場に関する建築制
限について、特徴的と思われる他都市の特別工
業地区等の指定状況を調査することにより、特
別工業地区等指定に関する概要を整理した。
　その結果、その用途は、名古屋市と同様に東
京都北区、大田区などの特定の工場の建築を制
限するもの、燕市、三条市、川崎市などの特定
の工場の制限を緩和又は制限を付加するもの、
札幌市、横浜市、東大阪市などの住宅等の建
築を規制するものの概ね3種類であることが分
かった。
　公害防止技術が進歩している中、人口減少と
いう潮流の変化を踏まえると、将来の生産性向
上に向けた産業基盤を支える土地利用誘導と地
域の実情に応じた住環境の保護を同時にきめ細
かく考えていく必要がある。この場合、地域地
区の範囲を街区の単位まで細分化し、市街地の
将来像と許容建築物を明確に示した上で、情勢
を踏まえた特別工業地区指定の転換を行うこと
が必要となるだろう。
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て接する場を設け、地域の合意形成を図ってい
くなど、産業空間の価値向上に資する役割を担
い、更に組織としてのネットワークを強化しつ
つ、他地区や経済界を巻き込んでの産業構造の
変革を全市的な取り組みとして推進していくこ
とだと考える。その実現を画餅に終わらせず、
地域産業を安定的に発展させることは、今後の
本市にとって極めて重要ではないだろうか。
　最後に、本調査研究が中川運河の再生促進に
寄与し、名古屋市の産業競争力の強化や魅力向
上に繋がることで、延いては名古屋港の発展の
一助になれば幸いである。

《参考文献等》
※ 名古屋市・名古屋港管理組合『中川運河再生計画』（平

成24年10月）

※名古屋市『産業の名古屋2018』（平成30年11月）

※ 名古屋市『名古屋市産業振興ビジョン2020』（平成

28年3月）

※ 名古屋市『名古屋市産業施策ハンドブック』（平成

29年度版）

※名古屋市『都市計画基礎調査』（平成29年度）

※中小企業庁『中小企業白書』（2018年度版）

※ 中小企業庁『中小企業BCP支援ガイドブック』（2018

年3月）

※ 梅原浩次郎『都市の工業化過程における土地利用計

画手法としての地域地区制に関する研究－名古屋を

事例として－』（2001年2月）

※ 岡本義行『産業集積の転換可能性－なぜ産業集積は

進化するのか－』（2009年）

※ 本多哲夫『中小企業の地域社会活動と自治体政策－

自治体中小企業政策の新たな形－』（2017年）

※ 日本経済団体連合会『Society5.0時代の物流－先端

技術による変革とさらなる国際化への挑戦－』（2018

年10月16日）

ンを創出する仕組みを公・民・学が連携したプ
ラットフォームの形成によりプロデュースして
いくことが重要である。また、想像力を喚起す
る上では、空間の質的要素も重要であり、中川
運河の持つ水辺空間のポテンシャルは、モデル
地区形成という観点で他地域との差別化に最大
限活用されるべきだろう。それには、建て替え
等の耐震対策促進等による地域産業の強靭化や
地域の脆弱性を逆に利用した相互補完作用等の
仕組みの構築など、防災上も体力のある地域と
なっていくことが必要である。
　一方で、土地利用上の実態把握と規制誘導手
法については、今回十分な分析には至らなかっ
たが、人口減少や産業構造の変革という潮流の
変化を踏まえると、あらためてその受け皿とな
る施策について検討を加える必要性を感じる。
関西大学による東大阪市高井田地区の住工共生
を事例とした研究では、最終的には住宅と工場
のトラブルが問題ではなく、操業環境が一番の
問題であることが指摘されている。つまり、土
地利用の担保ができないことによって企業が投
資を諦め他地域に出てしまうため、技術革新や
販路開拓支援ではなく、企業が安心して操業で
きる環境づくりが一番重要であるとし、これ
は、都市計画上の土地利用の問題であると結論
づけている。また、トラブルがなくなったとし
ても根本的な問題として、住宅が少しずつ増
え、モノづくりの産業用地が減っているという
現象は存在し、産業集積がなくなっていってい
るのが、現状である。規制しすぎれば、住宅も
建たない、産業も来ないという危険性もあるた
め、バランスを取りながら緩やかに規制と誘導
を実施していく必要があるだろう。
　以上のような観点からNCTCの果たすべき
役割は、地区の高付加価値化を背景とした土地
利用誘導のあり方に関する新たなまちづくり

（アーバンデザインプロジェクト）について、
工場・行政・地域住民・大学などが当事者とし
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1　はじめに
1-1　背景・目的
　近年、全国各地でエリアマネジメントをはじ
めとした民間主体のまちづくり活動が活発に
なってきている。従来、まちづくりに関する取
組みについては、行政が.中心となって行って
きたところであるが、近年民間主体によるまち
づくりの取組みが活発となっており、まちづく
りの新たな担い手としての民間主体の役割が拡
大しつつある。
　人口減少に伴う税収の減少、高齢化に伴う社
会保障費の増大等により、行政の財政状況は
ひっ迫しつつあることから、民間による自主的
な取組みの公的な側面に着目し、このような取
組みを促進することが重要となっている。
　国も官民連携のまちづくりの進め方として、

公共施設等において民間による収益活動を積極
的に認め、収益の一部を道路等の維持・管理に
充当することで、まちの活性化に寄与するとし
ている。
　名古屋市では、様々な制度において道路空間
を活用したにぎわいづくりが行われているが、
2027年に予定されている東京―名古屋間のリ
ニア中央新幹線開業を控え、今後まちのにぎわ
いづくりの観点から、更なる取組みが期待され
る。そこで本研究では、他自治体で活用されて
いる先進事例から、各事例における課題を抽出
し、名古屋市における更なる活用可能性を考察
する。

1-2　各法律における道路占用許可の特例措置
　まちの利便性を高めるための施設や設備の設
置、まちのにぎわいを創出するためのイベント

図1　官民連携のまちづくりの進め方（国土交通省）より

〈平成30年度 都市センター研究報告〉

官民連携によるまちづくりについて
～名古屋市における活用可能性～

元　名古屋都市センター　調査課　　石見　拓也
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サイクルポート等）周辺の清掃や看板を植樹帯
に設置する場合の当該植樹の剪定、サイクル
ポートを設置する場合の周辺の放置自転車の整
序等が想定されている。

※ 無余地性の基準：道路占用許可の基準の1つ
である「道路の敷地外に余地がないためやむ
を得ないものであること」

（2）国家戦略特別区域法の制定
　国家戦略特別区域法は「世界で一番ビジネス
をしやすい環境」を作ることを目的に、地域や
分野を限定することで、大胆な規制・制度の緩
和や税制面の優遇を行う規制改革制度であり、
2013年度に関連する法律が制定された。エリ
アマネジメントの民間開放（道路の占用基準の
緩和）が規制改革メニューの1つとして制定さ
れており、国際的な活動拠点の形成に資するた
め、多言語看板やベンチ、上屋、オープンカフェ
等の占用許可に係る無余地性の基準を適用除外
している。
　道路占用許可を受けるに当たっては、道路交
通環境の維持及び向上を図るための清掃等の措
置が講じることが条件となっている。

（3）中心市街地の活性化に関する法律の改正
　中心市街地の活性化に関する法律は、中心市
街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割
の重要性にかんがみ、近年における急速な少子
高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情
勢の変化に対応して、中心市街地における都市
機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一
体的に推進するため、中心市街地の活性化に関
し、基本理念、政府による基本方針の策定、市
町村による基本計画の作成及びその内閣総理大
臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基
づく事業に対する特別の措置、中心市街地活性
化本部の設置等について定め、もって地域の振

の開催等に際し、道路等の公共空間を活用した
いとのニーズが高まりつつあるが、道路上に施
設を設置し継続的に道路を使用する場合には、
道路管理者から道路占用許可を受ける必要があ
る。しかし、道路の占用は、道路外に余地が無
くやむを得ない場合にしか許可を受けられな
い。
　そこで、こうしたニーズを受け、幾つかの法
律において道路占用許可の特例措置が設けられ
ている。

（1）都市再生特別措置法の改正
　都市再生特別措置法は2002年に制定され、
近年における急速な情報化、国際化、少子高齢
化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十
分対応できたものとなっていないことにかんが
み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の
高度化及び都市の居住環境の向上（以下「都市
の再生」という。）を図るため、都市の再生の
推進に関する基本方針等について定めるととも
に、都市再生緊急整備地域における市街地の整
備を推進するための民間都市再生事業計画の
認定、都市計画の特例等の特別の措置を講じ、
もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経
済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与する
ことを目的としたものである。
　その後、数回にわたり改正が行われている
が、2011年の改正において、市町村がまちの
にぎわい創出等のために必要であるとして都市
再生整備計画に記載した施設等については、道
路占用許可の基準が緩和されることになった。
具体的には、オープンカフェや広告板、コミュ
ニティ・サイクルポート等を適用例とし、「無
余地性の基準」を適用除外としている。
　また、占用特例の適用を受ける場合には、道
路交通環境の維持向上を図るための措置を講ず
る必要があるとしており、具体的な措置の内容
としては、占用施設（ベンチ、オープンカフェ、
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　道路協力団体として指定されるためには、申
請時点において法人等の設立後5年以上経過し
ていること、直近数年間（おおむね5年間）に
わたる継続的な道路の管理に資する清掃・除草
等の公的活動を行っていること等の様々な基準
を満たしている必要がある。なお、収益活動に
よる収益は、その道路の清掃や花だん整備等の
活動の充実に還元することとされている。

1-3　国土交通省による通知等
　また、こうした法律における道路占用許可の
特例措置だけではなく、国土交通省による通知
等（表1）において道路占用許可の運用の弾力
化が図られている。

2　名古屋市における活用事例
　名古屋市では、「名古屋駅地区街づくり協議
会」が国家戦略特別区域法に、「栄ミナミまち
づくり株式会社」が都市再生特別措置法に基づ
いて道路空間を活用したにぎわいづくりを行っ
ている。

興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及
び国民経済の健全な発展に寄与することを目的
としたものである。
　2014年に「中心市街地の活性化に関する法
律の一部を改正する法律」が制定され、その一
つとして、認定を受けた基本計画に対し、オー
プンカフェ等の設置に際しての道路占用の許可
の特例が創設された。都市再生特別措置法及び
国家戦略特別区域法と同様に、道路占用許可を
受けるに当たっては、道路交通環境の維持及び
向上を図るための清掃等の措置が講じることが
条件となっている。

（4）道路法の改正
　　（「道路協力団体制度」の創設）
　2016年に道路法が改正され、道路協力団体
制度が創設された。道路管理者が道路協力団体
として指定することにより、オープンカフェや
広告等の収益活動を行えるようになり、その活
動で行う道路占用の許可については、道路管理
者との協議で足りることとしている。そのた
め、無余地性の基準の適用が除外されている。

表1　国土交通省による通知等
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メント委員会」を設置し、2016年よりエリア
マネジメント社会実験を実施している。具体的
には、地域情報の発信の場として活用し、街の
魅力向上を図るデジタルサイネージ広告事業、
回遊性の向上によるにぎわい創出や自転車の所
有から共有による自転車利用の適正化を図る
シェアサイクル事業（図3）、将来の自転車駐
車場運営の姿を見据え、一部路線の自転車駐車
場を有料化し、無料時間の設定や地域サポート
による割引サービス等の利用促進が図られた有
料自転車駐輪場事業を実施した。また、地域還
元事業として、施設周辺の道路清掃や違法看板
抑制に関する啓発活動、自転車の整理活動やマ
ナー啓発活動等も併せて実施している。
　その後、継続的なまちづくりを進めるため、
2016年に「栄ミナミまちづくり株式会社」を
設立し、2018年には名古屋市が都市再生推進
法人として指定したことで、都市再生特別措置
法に基づいた道路占用許可の特例措置の活用が
可能となり、本格的な運用を実施している。

図3　シェアサイクル

3　札幌市における活用事例
　札幌市においては、1-2及び1-3で紹介した
様々な制度により、道路空間を活用したにぎわ
いづくりを実施している。

2-1　 名古屋駅地区街づくり協議会における取組
　中部圏の玄関口である名古屋駅地区におい
て、多くの人が訪れ・働き・学び・住みたい街
とするため、2008年に「名古屋駅地区街づく
り協議会」が設立され、魅力向上のため様々な
取り組みを行っている。2011年より、地権者
や地域の民間企業等が主体的に行う新しい官民
連携のエリアマネジメントのあり方を検証する
ため公共的空間利活用社会実験を行い、その一
環として規制緩和することで、広告付き歩行者
案内板の設置（図2）、フラッグバナー広告及
び工事用仮囲い広告の掲出を実施した。
　2017年には、国家戦略特別区域法における
道路占用事業として事業を開始しており、事業
による収益によって、歩道清掃や花だんの維持
管理、放置自転車の整理等を行うことで良好な
都市景観を維持するとともに、滞在者や国内外
からの来訪者の利便性を高める等、スーパー
ターミナルの玄関口のおもてなし機能を強化し
ている。

図2　広告付き歩行者案内板

2-2　 栄ミナミまちづくり株式会社における取組
　栄ミナミ地区においては、2013年度に地元
まちづくり団体が共同で「栄三丁目エリアマネ
ジメント検討会」を立ち上げ、将来のまちづく
り像の検討と実現に向けた取組みの検討を開始
した後、2015年度に「栄ミナミエリアマネジ
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やキッチンカーを道路上に設置した「狸小路3
丁目にぎわい事業deve★so」を開始し、歩行
者の利便性を高めるとともに、にぎわいと憩い
の空間を創出している。この事業で得た収益
は、道路清掃や利便施設の設置等の環境充実に
役立てるとしている。

図5　販売コンテナ

3-3　広場条例
（1）札幌駅前通地下歩行空間「チ・カ・ホ」
　札幌駅前通地下歩行空間は、地下鉄南北線
さっぽろ駅と大通駅を結ぶ区間において、安全
で快適な歩行空間を確保するとともに、人々が
憩い楽しめる空間を創出することを目的として
2011年に整備された。その構造は中央12mの
通路空間の両側に各4mの憩いの空間を整備し
たものとなっている。道路の一部である「交差
点広場」、「憩いの空間」を条例により札幌駅前
通地下広場として位置づけることにより、柔軟
な活用を可能としている。
　札幌駅前通地下歩行空間では、指定管理者制
度を導入しており、地下歩行空間が位置する札
幌駅前通地区のエリアマネジメントを実践して
いる札幌駅前通まちづくり株式会社が管理運営
を行っている。
　広くて比較的大きなイベントが行える3つの

「交差点広場」（図6）、小規模なイベントが行

3-1　都市再生特別措置法
　　 （大通すわろうテラス）
　札幌市内における路面電車のループ化を見
据え、地域の創出を図る目的として2013年に

「大通すわろうテラス」を設置し、都市再生特
別措置法に基づいた道路占用許可の特例を活用
して、常設のオープンカフェ・売店（図4）や
広告塔・看板を設置している。常設のオープン
カフェはカフェや軽食販売、アートワークの展
示・物販をはじめ、ワークショップやセミナー、
企業プロモーション等、様々な用途へ対応可能
な施設となっており、都市再生推進法人である

「札幌大通まちづくり株式会社」が管理・運営し、
道路交通環境の維持及び向上を図るための措置
として、設置施設周辺の清掃や放置自転車の整
序等を実施している。
　なお、当施設の占用料については、区域内の
維持管理を主体的に行うこと、地域の交通の利
便に資することや地域活性化につながる公共性
から90％減免としている。

図4　常設オープンカフェ・売店

3-2　道路協力団体制度（札幌狸小路商店街）
　札幌市では2018年9月に「市道南2・3条中
通線」を区域とし公募を開始し、同年10月に「札
幌狸小路商店街振興組合」を道路協力団体とし
て指定した。
　札幌狸小路商店街は、2019年4月より、道路
協力団体制度を活用して販売コンテナ（図5）
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を容易としている。なお、北3条広場において
も札幌駅前通地下歩行空間と同様に民間ノウハ
ウの活用等によるサービス向上及び経費の削減
を図るため、指定管理者制度を導入しており、
札幌駅前通まちづくり株式会社が広場の指定管
理業務を行っている。
　広場には設備として電源、給排水設備が備え
付けられており、夏季の土日を中心として年間
20～30件の利用がある。飲食施設を伴う宣伝
プロモーションやコンサート、行政が主催する
広報等のイベント等に活用されている。冬季は
積雪のためイベントの開催が難しくなっている
が、札幌駅前通まちづくり株式会社が事務局と
なりイルミネーションの実施を行う等、にぎわ
いの創出を行っている。

図7　北3条広場活用事例

3-4　その他
　札幌駅南口駅前広場においては、一部が道路
となっているため、基本的に道路占用が認めら
れておらず、イベントを実施する際に活用を行
うことができないものとなっているが、国土交
通省通達「地域の活性化等に資する路上イベン
トに伴う道路占用の取扱いについて」では、先
述のように地方公共団体及び地域住民・団体等
が一体となって取り組む場合、それに関する道
路占用の許可に当たり弾力的な判断を行うこと
とされている。これに基づき、札幌駅前通まち

える「憩いの空間」の広場では、販売、アート・
音楽、プロモーション、行政の利用等、多種多
様なイベントが年間約6,000件開催されており、
年間稼働率は9割を超えている。また、地下歩
行空間には壁面広告スペースも設けられてお
り、広場の貸出しも含めて得られた収益の一部
は、広場を活用したアートプロジェクトやマル
シェの開催等の自主企画事業を含めたまちづく
り活動に還元されている。

図6　交差点広場

（2）北3条広場「アカプラ」
　北3条広場は民間事業者により整備が行われ
た珍しい手法である。広場に隣接する「札幌三
井JPビルディング」の整備を計画していた三
井不動産株式会社及び日本郵政グループ（現在
の日本郵便株式会社）がビルの建設を機会とし
た公共貢献の一環として広場の整備を都市計画
提案した。札幌市ではこの提案を受け、広場と
して都市計画決定を行い、広場の整備に向けた
官民協働による取組みを始めた。
　また、広場を公の施設として位置付け、イベ
ントの実施やオープンカフェの設置等の柔軟な
活用を可能とするため、「札幌市北3条広場条
例」を制定している。道路を通行以外のために
使用する場合は、使用者が個々に関係機関から
許可を受ける必要があるが、広場条例により管
理することで、広場の管理者への申込、許可を
受けることで利用可能となり、利用に係る手続
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行空間ではそれぞれまちづくり会社である札幌
大通まちづくり株式会社、札幌駅前通まちづく
り株式会社が、札幌狸小路商店街では札幌狸小
路商店街振興組合が、札幌駅南口駅前広場では
札幌駅前通まちづくり株式会社、町内会連合会
長、札幌市等からなる札幌駅前通地区活性化委
員会がそれぞれの占用主体となっている。
　公共空間である道路を活用する以上、公益性
が求められるため、継続性を確保するための団
体規模、社会実験等を通じた活動実績等が重要
となり、道路管理者である行政からの信頼も必
要となると考えられる。これまでに紹介した制
度をうまく活用するためにも、機運醸成の段階
から活動団体と行政が密に連携・協力を行って
いくことが重要ではなかろうか。
　また、これまでの調査事例からも、イベント
開催等によるにぎわいの創出や、道路交通環境
の維持及び向上を図るための清掃等の活動は、
そのエリア全体の質の向上に資するため、持続
的かつ長期的に行われることが求められてい
る。各制度では、オープンカフェや広告板等、
占用物件を用いた収益活動を行うことができ、
道路協力団体制度ではその収益を道路空間の修
景や除草・植栽活動に還元することと定められ
ている。一方で、都市再生特別措置法ではその
使途について制限はなく、まちづくり団体の運
営経費等に充てることもできる。活動団体は広
告掲出事業やオープンカフェ等の事業により、
安定して収益を得ることが継続的なまちづくり
活動のためには重要であり、公共空間における
収益活動では、都市景観への配慮や、道路が本
来持つ通行空間の確保等様々な課題を解決する
必要があるが、行政が柔軟な対応を行い、民間
主体の取組みに協力していく必要があろう。

5　おわりに
　2027年にリニア中央新幹線開業を控える名

づくり株式会社、町内会連合会長、札幌市等か
らなる「札幌駅前通地区活性化委員会」が駅前
広場におけるにぎわいづくりのため、オープン
カフェやイルミネーション（図8）を実施して
いる。

図8　イルミネーション

4　活用事例における考察
　公共空間である道路を活用したにぎわいづく
りを行うためには、基本的に道路占用の許可を
受ける必要があるが、1-2、1-3でも紹介した
ように、法律等において特例措置が認められて
いるところである。しかしながら占用主体は、
都市再生特別措置法では都市再生推進法人（都
市再生特別措置法に基づき、まちづくりを担う
法人として市町村が指定したもので、一般社団
法人、一般財団法人、NPO法人、まちづくり
会社がなることができる。）に、道路協力団体
制度では設立後5年以上が経過している法人等
に、国土交通省通達「地域の活性化等に資する
路上イベントに伴う道路占用の取扱いについ
て」では地方公共団体もしくは地方公共団体を
含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会
等に限定されている。
　札幌市における活用事例においても、大通す
わろうテラス、北3条広場・札幌駅前通地下歩
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古屋市においても、名古屋駅地区、栄地区で道
路空間を活用したにぎわいづくりが行われてい
る。今後、リニア中央新幹線の効果を最大限に
引き出す一因として、2つの地区を中心に様々
な団体が各種制度を活用し、名古屋市内全域を
はじめとして広域的に効果を波及させていくこ
とを期待する。
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はじめに
　名古屋の中心市街地の骨格形成は、戦後早々
に立案された復興都市計画に基づいている。復
興都市計画のなかでも都市計画街路網が果たし
た役割の大きいことも広く認められている。そ
れでは復興都市計画において位置づけられた都
市計画街路網は、その後どのような変遷を経て
現在のネットワークにたどりついたのであろう
か。本レポートではこのような問題認識に立
ち、復興都市計画街路網がどのような時代の要
請を受けて廃止、縮小あるいは部分的な拡大を
受け入れていったのかについてみていくことと

したい。
　以上のような経過については、既に「名古屋
都市計画史」及び「名古屋都市計画史Ⅱ」に記
述されているところであるが、本レポートにおい
てはもう一歩踏み込んで詳細な内容を紹介する。

1�　戦後旧都市計画法期における
変更経緯概観

　旧都市計画法の下で復興都市計画街路網が都
市計画決定されてから新都市計画法に基づいて
都市計画街路網が一新されるまでの期間の変更
内容を表1及び表2によって概観しておく。

表1　戦後旧都市計画法期における名古屋都市計画街路の変更経緯概要
No. 都市計画決定

年月日 告示番号 変更概要 主な変更理由等 変更
種別

 1 1946（S21）
6.27

復興院告示
第45号 広路1 久屋町線ほか41路線の幹線街路を決定 既決定を廃止し、新規に路線網を決定 決定

 2 1946（S21）
7.23 ― Ⅱ・1・1 天神橋東大曽根線はじめ52路線の補助幹線街路を追

加 補助幹線街路の追加 追加

 3 1950（S25）
6.5

建設省告示
第450号

Ⅰ・3・12 一色線、Ⅱ・2・50 中須篠原線を追加
Ⅰ・2・3 荒子町線を変更 国鉄八田操車場計画に伴う変更 追加

変更

 4 1951（S26）
10.1

建設省告示
第886号 広路9 田幡町線を変更 国立病院建設計画との調整による線形変更 変更

 5 1953（S28）
10.21

建設省告示
第1372号 広路3 城外線支線第1号ほか7路線の追加 公館地区形成のための区画街路追加 追加

 6 1953（S28）
10.27

建設省告示
第1389号

Ⅰ・2・21 稲永埠頭線ほか2路線を追加
Ⅰ・2・4 昭和橋線ほか4路線を変更
Ⅰ・3・12 一色線、Ⅱ・2・50 中須篠原線を廃止

荒子川運河変更、工業土地利用適応のため
追加
変更
廃止

 7 1954（S29）
11.18

建設省告示
第1534号

広路12 広井町線ほか5路線を追加
広路2 矢場町線ほか23路線を変更
広路5 飯田線ほか7路線を廃止

土地区画整理法施行に伴う復興土地区画整理事
業計画と都市計画の適合
区画整理区域外計画街路再検討

追加
変更

 8 1956（S31）
10.27

建設省告示
第1707号

Ⅰ・3・13 東山高針線を追加
Ⅱ・2・14 莇生線を廃止 莇生線の代替として東山高針線を追加 追加

廃止

 9 1957（S32）
3.23

建設省告示
第219号

Ⅰ・3・14 天神橋東大曽根線ほか9路線を追加
Ⅱ・1・5 下之一色篠原線ほか4路線の変更 交通量増加に伴う見直し 追加

変更

10 1957（S32）
9.24

建設省告示
第1174号

Ⅰ・3・15 宮前橋線ほか34路線を追加
広路7 江川線ほか16路線の変更

周辺町村合併に伴う路線追加
荒子川土地区画整理事業都市計画決定等に伴い、
臨海部、新市域と中心部との連絡

追加
変更

11 1958（S33）
10.3

建設省告示
第1673号 広路8 伏見町線ほか7路線を変更 鳴海、守山の街路網にあわせて変更

名城公園変更に伴い区画街路変更 変更

12 1959（S34）
3.10

建設省告示
第238号

Ⅰ・3・19 椿町線ほか1路線を追加
Ⅰ・2・12 広小路線ほか6路線の変更

新幹線計画に伴う変更
東部住宅地の開発に伴う変更

追加
変更

13 1959（S34）
10.19

建設省告示
第1978号 Ⅰ・3・19 椿町線ほか3路線を変更 新幹線用地縮小に伴う変更 変更

〈平成30年度 NUI レポート〉

名古屋復興都市計画街路の変遷

元　名古屋都市計画史編集実行委員会　事務局長　　杉山　正大
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No. 都市計画決定
年月日 告示番号 変更概要 主な変更理由等 変更

種別

14 1960（S35）
8.13

建設省告示
第1599号 Ⅰ・2・12 広小路線の変更 池下以東区間の拡幅変更 変更

15 1960（S35）
8.13

建設省告示
第1600号 Ⅱ・2・51 亀島町線を廃止 周辺街路の整備及び土地利用状況を勘案 廃止

16 1960（S35）
11.29

建設省告示
第2514号 Ⅰ・2・6 篠原町線、Ⅱ・2・19 豊田新屋敷線の変更 名古屋港4号地計画縮小

豊田都市改造事業に伴う延伸 変更

17 1961（S36）
9.26

建設省告示
第2197号 広路8 伏見町線、広路9 田幡町線を変更 公館地区整備のための線形変更等 変更

18 1961（S36）
9.26

建設省告示
第2198号 Ⅱ・1・8 瀬戸線、Ⅱ・2・49 桜ヶ丘南下線の変更 土地区画整理事業設計との調整 変更

19 1962（S37）
2.12

建設省告示
第253号 広路3 城外線の変更 公館地区交通円滑化のための線形変更 変更

20 1962（S37）
8.1

建設省告示
第1864号 Ⅰ・3・19 椿町線を変更 新幹線計画変更に伴う変更 変更

21 1963（S38）
3.23

建設省告示
第702号 広路8 伏見町線ほか7路線を変更 交通量増大に伴う路線網の変更

（東名名古屋IC対応、橋梁区間変更等） 変更

22 1963（S38）
10.4

建設省告示
第2563号 広路3 城外線、広路8 伏見町線の変更 公館地区街区変更に伴う区画街路変更 変更

23 1963（S38）
10.4

建設省告示
第2570号

Ⅱ・1・16 矢田町線の追加
広路11 葵町線ほか3路線を変更
Ⅰ・3・14 天神橋大曽根線ほか1路線を廃止

大曽根都市改造事業に併せて地区内街路網を変更
追加
変更
廃止

24 1964（S39）
2.20

建設省告示
第230号 Ⅰ・3・20 山ノ木線ほか3路線を変更 交通円滑化のため交差形状等を変更 変更

25 1964（S39）
12.2

建設省告示
第3276号 Ⅱ・1・101 名半線ほか1路線を変更 交通量増大に伴う変更

（名古屋市域は天白川橋梁区間のみ） 変更

26 1965（S40）
1.27

建設省告示
第118号

番号変更の上、広路8 伏見町線ほか54路線を変更
路線統合、番号変更の上、広路3 桜通線ほか29路線を変更
Ⅰ・2・2 岩井町線ほか10路線を追加
Ⅱ・3・2 高根団地高根線ほか2路線を廃止

周辺市町合併に伴う路線網全体の整理統合
追加
変更
廃止

27 1965（S40）
8.28

建設省告示
第2483号 Ⅰ・3・13 高畑町線を変更 荒子川運河計画縮小に併せ延伸変更 変更

28 1965（S40）
12.28

建設省告示
第3567号 Ⅰ・1・1 広小路線を変更 東名名古屋IC計画変更に伴う幅員変更等 変更

29 1965（S40）
12.28

建設省告示
第3569号 Ⅰ・3・10 東海橋線を変更 交通量増加に伴い野並橋幅員変更 変更

30 1965（S40）
12.28

建設省告示
第3588号 Ⅰ・2・1 名古屋環状線を変更 名鉄常滑線と立体交差化（跨線橋） 変更

31 1966（S41）
3.16

建設省告示
第691号

Ⅱ・2・69 小田荒池線ほか2路線を廃止
Ⅱ・2・70 松和花壇線を廃止・追加

既計画検討による線形変更
（形式的な追加・廃止があるが実質的には変更） 変更

32 1966（S41）
3.16

建設省告示
第693号 Ⅱ・2・34 長畝内田橋線を変更 国鉄東海道本線堀川橋橋梁を既存架道橋に変更 変更

33 1966（S41）
9.16

建設省告示
第3246号 Ⅰ・2・13 赤萩町線、Ⅱ・2・4 堀越天神橋線を変更 赤萩町線の線形を変更 変更

34 1966（S41）
10.13

建設省告示
第3398号

Ⅰ・3・16 東郊線ほか2路線を変更
Ⅱ・1・21 大高町線ほか4路線を追加 合併新市域（大高町、有松町）における追加変更 追加

変更

35 1967（S42）
3.17

建設省告示
第681号

一部路線の番号変更
Ⅰ・1・1 広小路線ほか17路線を変更
Ⅱ・1・21 高根線ほか15路線を追加

名古屋環状2号線決定に伴う変更
長久手、東郷、日進における追加

追加
変更

36 1967（S42）
3.17

建設省告示
第682号 広8-1 名古屋環状2号線ほか3路線を追加 名古屋環状2号線を追加 追加

37 1967（S42）
9.7

建設省告示
第2827号 広8-1 名古屋環状2号線を変更 名古屋環状2号線の飛島延伸（起点変更） 変更

38 1967（S42）
9.7

建設省告示
第2829号 広1 久屋町線ほか2路線を変更 サカエチカ等の地下街（地下通路）を追加 変更

39 1967（S42）
9.7

建設省告示
第2830号 Ⅰ・3・14 椿町線を変更 名古屋駅西広場及びエスカ地下街（地下通路）を

追加 変更

40 1968（S43）
8.3

建設省告示
第2098号 Ⅱ・2・69 小田猿投線を変更 平針原土地区画整理事業との調整による線形変更 変更

41 1968（S43）
8.3

建設省告示
第2099号 Ⅰ・2・14 高田町線ほか14路線を変更 事業進捗状況を勘案し、一部幅員を現道幅員に

縮小変更 変更

42 1968（S43）
10.18

建設省告示
第3130号 広8-1 名古屋環状2号線を変更 名古屋環状2号線の大治延伸（終点変更） 変更

43 1968（S43）
11.7

建設省告示
第3327号 Ⅰ・2・7 豆田町線、Ⅰ・3・10 東海橋線を変更 豆田町線の熱田跨線橋、東海橋線の堀川橋梁（紀

左衛門橋）に係る変更 変更

44 1968（S43）
11.8

建設省告示
第3353号 Ⅱ・1・13 星崎白土線を変更 支障港湾施設を勘案し起点を変更 変更

45 1969（S44）
5.20

建設省告示
第2714号

一洲海岸線の番号変更
Ⅰ・2・8 稲永埠頭線ほか8路線を変更
Ⅱ・2・104 植田線を追加

周辺部街路網を見直し、稲永埠頭線の終点変更、
変更、追加

追加
変更

告示番号中第1行目の復興院は戦災復興院の略である

表1　戦後旧都市計画法期における名古屋都市計画街路の変更経緯概要（続き）
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軍による一時利用が終了した時点で本地区を公
館地区とする方向での議論がまとまり、1953

（昭和28）年10月21日に名城公園の区域を縮
小した。併せて公館地区形成のために街区を
形成すべく区画街路を追加した（No. 5）。その
後名城公園の変更、街区形状の変更、市役所
北交差点改良（東西中心線一致のための線形
変更）などに伴う変更が、1958（昭和33）年
から1963（昭和38）年にかけて行われた（No. 
11, 17, 19, 22）。

　表1は名古屋都市計画区域における旧都市計
画法の下での都市計画街路の変更を時系列で示
したものである。ただし名古屋都市計画区域で
あって名古屋市以外の町村にのみ関係する変更
は除外した。また守山都市計画区域及び鳴海都
市計画区域は、後に名古屋都市計画区域に吸収
されることとなるため、それらにかかる都市計
画変更については表2に示した。

2　復興街路の変容過程
（1）　国鉄八田操車場計画に伴う変更（No. 3）
　国鉄八田操車場計画は1949（昭和24）年こ
ろに計画された。操車場の施設基面は基本的に
地平とする計画であったため、この計画によっ
て一部の復興街路は平面のままでは不都合と
なった。このためⅠ・2・3荒子町線（現3・2・
15同）は一部区間の除外と名称変更（Ⅰ・3・
12一色線）とともに、一部幅員縮小し、これ
を補うようにⅡ・2・50中須篠原線（現3・4・
154下之一色篠原線）を1950（昭和25）年6月
5日に追加した。（図1）

（2）　 公館地区関連の変更（No. 5, 11, 17, 19, 
22）

　名城公園は名古屋城郭内において1947（昭
和22）年5月6日に都市計画決定された。進駐

表2　戦後旧都市計画法期における守山及び鳴海都市計画街路の変更経緯概要
No. 都市計画区域 都市計画決定

年月日 告示番号 変更概要 主な変更理由等

 1 守山 1956（S31）
8.13

建設省告示
第1277号 Ⅱ・1・1 本通りほか16路線を決定 守山都市計画区域に路線網を決定

 2 守山 1957（S32）
9.24

建設省告示
第1168号 Ⅱ・2・2 新街道線ほか2路線を変更 宮前橋架橋位置変更に伴う変更

 3 鳴海 1958（S33）
10.3

建設省告示
第1652号 Ⅰ・3・1 国道1号線ほか10路線を決定 鳴海都市計画区域に路線網を決定

 4 鳴海 1959（S34）
10.19

建設省告示
第1981号 Ⅱ・2・3 高根団地宿地線ほか3路線を変更 鳴子土地区画整理事業設計との調整による変更

 5 守山 1960（S35）
8.13

建設省告示
第1622号

Ⅱ・1・3 駅東通りほか2路線の追加
Ⅰ・3・1 天神橋勝川線ほか7路線の変更

既決定路線の拡幅等の変更
新守山駅建設に伴う変更

 6 鳴海 1962（S37）
10.4

建設省告示
第2541号 Ⅰ・3・2 古鳴海下汐田線を変更 名古屋南部臨海工業地帯整備進捗のため幅員、

線形を変更

 7 守山 1963（S38）
3.26

建設省告示
第779号 守山都市計画を名古屋都市計画に変更 名古屋市が守山市を編入したことによる

 8 鳴海 1963（S38）
10.18

建設省告示
第2641号 鳴海都市計画を名古屋都市計画に変更 名古屋市が鳴海町を編入したことによる

図1　国鉄八田操車場計画に伴う変更（No. 3）
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決定放射幹線街路の起終点変更、荒子川土地区
画整理事業の都市計画決定に関連する変更であ
る。このうち荒子川関連はⅡ・1・13中郷十一
屋線（現3・4・10同）、Ⅱ・2・82土古町線（現3・4・
12同）及びⅡ・1・11戸田荒子線（現3・4・5同）
の追加、Ⅰ・2・21稲永埠頭線の線形変更とⅡ・
2・22宝神町線廃止、Ⅱ・1・12万場藤前線（現
3・4・7同）の追加がある（No. 10）。（図3）

図3　荒子川運河関連変更　昭和32.9.24

　さらに荒子川運河の縮小変更と併せてⅠ・3・
13高畑町線の一部区間復活が1965（昭和40）
年8月28日に行われた（No. 27）。

（4）　 新幹線計画・駅西都市改造事業関連の変
更（No. 12, 13, 20, 39）

　新幹線計画の具体化に伴い、いったん削除し

（3）　 荒子川運河計画変更等に伴う変更（No. 6, 
10, 27）

　荒子川運河の線形変更が1953（昭和28）年
10月27日に行われたことに伴い、Ⅰ・3・8高
畑町線（現3・3・11同）の南部区間が縮小廃
止され、さらにⅡ・2・22野田稲永線に替えて
Ⅰ・2・21稲永埠頭線（現3・2・9同）及びⅡ・
2・22宝神町線とした。そのほかにⅡ・1・6一
洲海岸線（現3・3・37潮凪線）追加、Ⅰ・2・
13梅ノ木線（現3・2・36同）延伸がある（No. 
6）。（図2）

図2　荒子川運河関連変更　昭和28.10.27

　1957（昭和32）年9月24日の変更は、名古
屋市域拡大に伴う郊外部路線の大幅な追加、既
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104同）の延伸、線形変更、Ⅱ・1・16矢田町線（現
3・4・59同）の追加が行われた。（図4、5）

（6）　 復興都市計画街路網全体にわたる見直し
（No. 7, 9, 26, 41）

①　 最初の大幅な路線網変更　―1954（昭和
29）年11月18日―　（No. 7）

　土地区画整理法施行を控え、復興都市計画街
路網の大幅な変更が、復興土地区画整理事業
設計の縮小変更とほぼ同時期の1954（昭和29）
年11月18日に行われた。変更対象は路線数に
して31、区間数にして37に及ぶ大規模なもの
である。このうち区間幅員拡大は5路線に過ぎ
ず、廃止路線が3路線、区間延長縮小や区間幅
員縮小は23路線に上り、概ね縮小方向で変更
されたといえよう。
　幅員縮小路線としては、広路3城外線（現3・3・
113新出来町線）、広路4桜通線（現3･1･122同）、
広路5飯田線（現3・3・145同）、広路6山王線

（現3・1・144同）、広路7江川線（現3･1･29同）、
広路10東郊線（現3･1･48同）Ⅰ・2・4昭和橋
線（現3・2・158同）、Ⅰ・2・8東志賀町線（現3・2・
53同）、Ⅰ・2・10外堀町線（現3・3・114同）、Ⅰ・2・
12広小路線（現3・1・124同）などがある。こ

た鉄道用地を復活するために駅西都市改造事業
で対応するとことになった。これに併せてⅠ・
3・19椿町線（現3・3・14同）の追加、Ⅱ・2・
25駅西線（現3・5・131同）の区間縮小、Ⅱ・
2・4中村則武線（現3・5・120同）東部区間の
線形変更、Ⅱ・2・83鷹羽町線（現3・5・119
同）の追加、Ⅱ・2・51亀島町線（旧駅西線の
一部）の一部区間縮小が、1959（昭和34）年3
月10日に行われた（No. 12）。さらに新幹線用
地縮小に伴い、その後2回にわたりⅠ・3・19
椿町線の線形変更が行われた（No.13、No.20）。
　1967（昭和42）年9月7日に名古屋駅西広場
及びエスカ地下街の通路となる3路線の地下道
を追加する変更が行われた（No. 39）。

（5）　 大曽根都市改造事業に伴う変更（No. 
23）

　大曽根土地区画整理事業の都市計画は、1963
（昭和38）年10月4日に決定され、同日に関連
する街路の都市計画変更も行われた（No. 23）。
Ⅰ・2・19赤萩町線（現3・2・56同）の大曽根
交差点を迂回させる線形変更とともに、Ⅰ・3・
14天神橋東大曽根線に替えて延伸した。Ⅱ・2・
7長母寺線に替えてⅡ・2・1堀越天神橋線（現3・5・

図4　大曽根周辺街路網（1963（S38）変更以前） 図5　大曽根周辺街路網（1963（S38）変更時）
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③　 旧都市計画法下における整理統合　―1965
（昭和40）年1月27日―　（No. 26）

　守山市、鳴海町の名古屋市編入に伴い、両市
町の都市計画区域は名古屋都市計画区域に包含
され、両市町の都市計画街路も従前の名古屋都
市計画区域内で決定されていた路線網に包含さ
れた。そのままでは拡大された都市計画区域一
体としては統一を欠くだけではなく、同一番号
で異なる路線が存在する不都合も生じた。この
ため同一系統をなす路線を一連の路線として統
合し、かつ全体を通して等級類別番号を改めて
附番した。
　再編成後の総路線数は156、うち幹線街路は
44、補助幹線街路は112である。整理統合と称
されるように、複数路線を統合して1路線とし
たのは29で2割弱、番号等（一部路線は名称
も）を変更したのは72で半数近くに上る一方で、
番号名称とも変更がなかったのも40で25％以
上である。路線分割は8、路線の新規追加は7
である。
　路線統合の例としては、5路線を統合したⅠ・
2・1名古屋環状線（現3・2・3同）、4路線を統
合したⅠ・3・8茶屋ヶ坂牛巻線（現3・3・65同）、
Ⅰ・3・17志段味田代町線（現3・3・64同）な
どである。また新設区間を含む統合としては、
Ⅰ・3・21守山上野線、Ⅱ・2・71島田境松線

のうち広路5飯田線は長区間にわたり幅員を半
減させる大規模な縮小で、番号もⅠ・3・12と
なる大きな変更である。（図6～8）
　そのほか起終点変更等として、Ⅰ・2・13梅
ノ木線（現3・2・36同）の区間分割と幅員縮
小、Ⅱ・2・10建中寺線（現3・3・114外堀町線）
の区間縮小、線形変更とⅡ・2・53弦月若水線（現
3・5・115同）の追加、Ⅰ・2・20高田町線（現
3・5・60同）の区間縮小などがある。
　幅員拡大としては、Ⅰ・2・12広小路線（現3・
1・124同）及びⅠ・2・16大津町線（現3・2・
42同）の都心部区間などがある。
　路線の廃止としては、Ⅱ・2・32尾頭大瀬子
橋線、Ⅱ・2・43鶴舞公園南下線及びⅡ・2・
45大曽根車道線がある。
②　 補助幹線網の強化拡充　―1957（昭和32）

年3月23日―　（No. 9）
　Ⅱ・2・52天神橋東大曽根線（現3・2・56赤
萩町線）は、幅員を25mとしてⅠ・3・14とした。
追加路線はⅡ・1・7三蔵町線（現3・4・127同）
はじめ9路線である。そのほかⅡ・1・5下之一
色篠原線（現3・4・154同）の区間延伸、Ⅱ・2・
1堀越天神橋線（現3・5・104同）の線形変更、
Ⅱ・2・7長母寺線（現3・5・104堀越天神橋線）
の起終点及び線形変更などがある。

図7　1954（S29）変更 図8　1976（S51）変更図6　1946（S21）当初計画
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線（現3・4・94同）である。またⅠ・3・16東
郊線（現3･1･48同）、Ⅱ・2・76古鳴海停車場
線（現3・4・87同）、Ⅱ・2・77鳴子団地大高
線（鳴子団地宿地線を名称変更、現3・4・88同）
を合併区域において延伸変更した。
③　 名古屋環状2号線関係変更　―1967（昭和

42）年3月17日の変更（No. 35, 36）―
　広路8-1、同8-3～5名古屋環状2号線（現3・1・
4同、以下2環）を追加した（No. 36）。従前基
本幅員25mで外環状線を構成している路線を
概ね踏襲し、複断面構造を予定して基本幅員
50m又は60mとしたものである。南西部、北部、
東部、東南部の一部区間については、若干外側
へ線形をシフトしたため当該区間に関する限り
旧路線が残存することとなった。
　2環の追加と併せて周辺部において路線網の
拡充強化の追加・変更が行われた（No. 35）。
　変更の一つは従前外環状線を構成していて2
環の経路から外れた区間を単独路線として名称
変更した路線がある。すなわちⅠ・3・2西枇
杷島楠線をⅠ・3・2枇杷島小田井線（現3・3・
25同）、Ⅰ・3・12千音寺茶屋線をⅠ・3・12茶
屋線（現3・3・6同）とした。
　また一つには2環経路付近においてⅠ・2・4
昭和橋線（現3・2・158同）、Ⅱ・2・64八事天
白渓線（現3・4・142同）、Ⅱ・2・66新屋敷一
社線（現3・4・77同）の変更、Ⅱ・2・71島田
境松線をⅡ・2・71島田線（現3・4・83同）とⅡ・
2・92境根線（現3・4・90境松線）に分割、Ⅱ・2・
75弥富有松線を線形変更の上Ⅱ・2・75弥富鳴
海線（その後の路線組み換えを経て現在では北
部区間は3・5・79弥富相生山線、南部区間は3・4・
89一つ山鳴海線）としたほかⅡ・2・78敷田有
松線も線形変更の上Ⅱ・2・78敷田線（現3・4・
175敷田大久伝線）とした。
　そのほかⅠ・3・6飯田線（現3・3・145同）
をはじめとする市域内外への延伸変更があり、
Ⅰ・3・20東山高針線がⅡ・2・91東山岩藤線（現

がある。
　路線分割の例としては、分割後の名称でⅠ・
2・2岩井町線（現3・2・132同）とⅠ・3・5万
場大橋線（現3・2・130同）、Ⅰ・2・6梅ノ木線（現3・
2・36同）とⅠ・2・7豆田町線、Ⅱ・1・4千種
本町線（現3・4・129同）とⅠ・3・6飯田線（現
3・3・145同）などがある。
　路線追加はⅡ・1・16東山田線（現3・4・76同）
はじめ7路線ですべて守山区内である。
④　 一部路線・区間の現道幅員への縮小　―

1968（昭和43）年8月3日―　（No. 41）
　この変更の対象路線は15路線、変更内容は
すべて幅員縮小で15mを現道幅員の14.54mと
するものであり、Ⅱ・2・16石川橋線（現3・5・
153同）及びⅡ・2・23日比津小本線（現3・5・
13同）は路線全区間、Ⅰ・2・14高田町線（現3・
5・60同）はじめ13路線は一部区間についてで
ある。

（7）　その他の変更
①　広小路線東部区間の幅員拡大等
　Ⅰ・2・12 広小路線（現 3・1・124 同）は、
1963（昭和38）年3月23日に池下～星ヶ丘間
の幅員が40mに拡幅変更された（No. 14）。広
小路線の延長に相当する瀬戸線は、1957（昭和
32）年9月24日にⅡ・1・8瀬戸線として東部
に拡幅延伸変更され（No. 10）、さらに1963（昭
和38）年3月23日に基本幅員40mとしてⅠ・
1・1となった（No. 21）。その後前述の整理統
合により瀬戸線は広小路線と統合されてⅠ・1・
1広小路線となった（No. 26）。
②　 周辺部の路線網強化　―1966（昭和 41）

年10月13日の変更（No. 34）―
　1964（昭和39）年の大高町、有松町合併に
伴い、路線を追加、変更したものである。追加
路線は5路線で、Ⅱ・1・21大高町線（現3・4・
173同）、Ⅱ・2・87名碧線（現3・4・92同）、Ⅱ・2・
88水主ヶ池線（現3・4・93同）、Ⅱ・2・89大
高大府線（現3・4・174同）、Ⅱ・2・90西大高
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の幅員に縮小変更して拡幅不要とする場合が大
半である。
　次に拡幅区間は縮小区間と比べると多くはな
いが、大部分が周辺部である。拡幅理由の第一
は主に交通量増大のため、第二は交通量増大も
あるが都市高速道路収容空間確保のため、第三
はその他である。これには直轄国道整備にあた
り従前都市計画街路の一部区間を拡幅利用して
都市計画に位置づけたことなどがある。
　削除区間には純粋に削除された路線・区間の
ほか顕著な線形変更に伴い削除となった区間が
ある。削除理由としては路線密度勘案、事業上
の困難回避（現道利用優先）、他事業との調整
などがある。純粋な削除には旧都市計画法期に
削除された路線・区間のほか、新都市計画法期
において都市計画道路網見直しによって削除さ
れた路線・区間がある。

おわりに
　本稿では復興都市計画をベースに、現行の都
市計画街路網に至る変遷を主として旧都市計画
法期についてサーベイしたものである。現時点
で都市計画道路網を眺めてみた場合、各路線・
区間の線形・幅員がどのように選択されてきた
のか、変遷のよってきたる原因はどこにあるの
か、時に路線名称が現時点からすると今ひとつ
腑に落ちないことがあるのはなぜか、本稿がこ
のような疑問に少しでも応えることができれば
筆者としては喜びに堪えない。なお、本稿に使
用した図、資料はすべて名古屋都市センターを
通じて名古屋市住宅都市局から借用したもので
ある。終わりにあたってそのことに謝意を表す
る次第である。

3・4・136同）となるなど名称変更の上延伸さ
れた路線がある。またⅡ・2・93有松線（現3・
4・91同）等が追加された。
④　その他の変更
　その他として1965（昭和40）年12月28日に
は東名高速道路名古屋IC区間関連のⅠ・1・1
広小路線（現3・1・124同）、野並橋橋梁関連のⅠ・
3・10東海橋線（現3・3・162同）、立体交差対
応関連のⅠ・2・1名古屋環状線（現3・2・3同）
変更が行われた（No. 28, 29, 30）。
　1968（昭和43）年11月7日には立体交差（熱
田跨線橋）及び橋梁（紀左衛門橋）事業対応で、
Ⅰ・2・7豆田町線（現3・5・156同）及びⅠ・3・
10東海橋線（現3・3・162同）の変更が行われ
た（No. 43）。
　また1969（昭和44）年5月20日には、Ⅱ・1・
12一洲海岸線を延伸してⅠ・2・15一洲海岸線

（現3・3・37潮凪線）とし、これに伴ってⅠ・2・
8稲永埠頭線（現3・2・9同）、Ⅰ・2・6梅ノ木
線（現3・2・36同）及びⅡ・1・9中郷十一屋線（現
3・4・10同） の変更が行われた（No. 45）。

3　まとめ
　以上のような復興街路網の変遷状況をまとめ
ると次のとおりである。
　周辺部に路線新設、区間延伸が多くみられ
る。これには次のような事情が考えられる。す
なわち第一には復興都市計画時点で路線密度自
体が薄かったものを土地利用状況の変化に応じ
て追加した場合、第二には戦前の補助幹線街
路、既存区画街路や新設国道等を都市計画とし
て位置付けた場合、第三には線形変更に伴い従
前区間とは異なる位置に変更された区間が顕著
な場合である。
　次に周辺部には幅員縮小区間が多くみられ
る。これは15mあるいは30m等の計画幅員を
戦前に整備済の8間（14.54m）、13間半（24.54m）
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